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。
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附
則

第
一
章
　
総
則

（
原
動
機
付
自
転
車
の
範
囲
及
び
種
別
）

第
一
条
　
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
は
、
左
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
二
輪
を
有
す
る
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
総
排
気
量
は
〇
・
一
二
五
リ
ツ
ト
ル
以
下
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル

以
下

二
　
内
燃
機
関
以
外
の
も
の
を
原
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
二
輪
を
有
す
る
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
定
格
出
力
は
一
・
〇
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
六

〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下

２
　
前
項
に
規
定
す
る
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
有
す
る
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
、
総
排
気
量
が
〇
・
〇
五
〇

リ
ツ
ト
ル
以
下
又
は
定
格
出
力
が
〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の
を
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
と
し
、
そ
の

他
の
も
の
を
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
と
す
る
。

（
自
動
車
の
種
別
）

第
二
条
　
法
第
三
条
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
軽
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
別

は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
法
第
七
条
第
三
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条
の
二
　
法
第
七
条
第
三
項
第
二
号
（
法
第
五
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
九
月
と
す
る
。

（
法
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
）

第
二
条
の
三
　
法
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
と

す
る
。

一
　
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
　
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車

ロ
　
専
ら
幼
児
の
運
送
を
目
的
と
す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車

ハ
　
三
輪
の
小
型
自
動
車

ニ
　
広
告
宣
伝
用
自
動
車
そ
の
他
特
種
の
用
途
に
供
す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車

ホ
　
大
型
特
殊
自
動
車

二
　
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
小
型
自
動
車
の
う
ち
、

大
積
載
量
が
一
ト
ン
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
小

型
自
動
車
に
係
る
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
（
登
録
識
別
情
報
そ
の
他
の
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
車
体
の
形
状
の
欄
に
「
バ
ン
」
又
は
「
三
輪
バ
ン
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

（
電
磁
的
方
法
）

第
二
条
の
四
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受

信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
特
定
整
備
の
定
義
）

第
三
条
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
特
定
整
備
と
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
分
解
整
備
」
と
い
う
。
）
又
は
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
電
子
制
御
装
置
整

備
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

一
　
原
動
機
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

二
　
動
力
伝
達
装
置
の
ク
ラ
ッ
チ
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
ク
ラ
ッ
チ
を
除
く
。
）
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
プ

ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ
フ
ト
、
デ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
又
は
ド
ラ
イ
ブ
・
シ
ャ
フ
ト
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の
整
備

又
は
改
造

三
　
走
行
装
置
の
フ
ロ
ン
ト
・
ア
ク
ス
ル
、
前
輪
独
立
懸
架
装
置
（
ス
ト
ラ
ッ
ト
を
除
く
。
）
又
は
リ
ア
・
ア
ク

ス
ル
・
シ
ャ
フ
ト
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
の
整
備
又
は
改
造

四
　
か
じ
取
り
装
置
の
ギ
ヤ
・
ボ
ッ
ク
ス
、
リ
ン
ク
装
置
の
連
結
部
又
は
か
じ
取
り
ホ
ー
ク
を
取
り
外
し
て
行
う

自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

五
　
制
動
装
置
の
マ
ス
タ
・
シ
リ
ン
ダ
、
バ
ル
ブ
類
、
ホ
ー
ス
、
パ
イ
プ
、
倍
力
装
置
、
ブ
レ
ー
キ
・
チ
ャ
ン

バ
、
ブ
レ
ー
キ
・
ド
ラ
ム
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
ブ
レ
ー
キ
・
ド
ラ
ム
を
除
く
。
）
若
し
く
は
デ
ィ
ス
ク
・

ブ
レ
ー
キ
の
キ
ャ
リ
パ
を
取
り
外
し
、
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
ブ
レ
ー
キ
・
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
交
換
す
る
た

め
に
ブ
レ
ー
キ
・
シ
ュ
ー
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

六
　
緩
衝
装
置
の
シ
ャ
シ
ば
ね
（
コ
イ
ル
ば
ね
及
び
ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ー
・
ス
プ
リ
ン
グ
を
除
く
。
）
を
取
り
外
し

て
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

七
　
け
ん
引
自
動
車
又
は
被
け
ん
引
自
動
車
の
連
結
装
置
（
ト
レ
ー
ラ
・
ヒ
ッ
チ
及
び
ボ
ー
ル
・
カ
プ
ラ
を
除

く
。
）
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

八
　
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
運
行
補
助
装
置
」
と
い
う
。
）
の
取
り
外
し
、
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付
角
度

の
変
更
又
は
機
能
の
調
整
を
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
（
か
じ
取
り
装
置
又
は
制
動
装
置
の
作
動
に
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
自
動
車
の
運
行
時
の
状
態
及
び
前
方
の
状
況
を
検
知
す
る
た
め
の
セ
ン
サ
ー

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
セ
ン
サ
ー
か
ら
送
信
さ
れ
た
情
報
を
処
理
す
る
た
め
の
電
子
計
算
機

ハ
　
イ
に
規
定
す
る
セ
ン
サ
ー
が
取
り
付
け
ら
れ
た
自
動
車
の
車
体
前
部
又
は
窓
ガ
ラ
ス

九
　
自
動
運
行
装
置
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
そ
の
他
の
当
該
自
動
運
行
装
置
の
作
動
に
影

響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

第
二
章
　
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
封
印

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
交
付
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
四
条
　
自
動
車
登
録
番
号
標
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
に
、
法
第
十

条
（
法
第
十
四
条
第
二
項
及
び
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
提
示
し
、
又
は
交
付
を

1



受
け
る
べ
き
自
動
車
登
録
番
号
標
に
係
る
自
動
車
登
録
番
号
を
指
示
し
た
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
書

面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
及
び
第
六
条
　
削
除

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
）

第
七
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
六
項
並
び
に
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本

文
に
規
定
す
る
位
置
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
三
輪
自
動
車
、
被

け
ん牽

引
自
動
車
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
前
面
の

自
動
車
登
録
番
号
標
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
封
印
）

第
八
条
　
封
印
の
取
り
つ
け
は
、
自
動
車
の
後
面
に
取
り
つ
け
た
自
動
車
登
録
番
号
標
の
左
側
の
取
り
つ
け
箇
所
に

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
封
印
に
は
、
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
一
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
自
動
車
の
整
備
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

二
　
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
か
ら
交
付
を
受
け
た
登
録
証
書
（
第
四
十
条
の

五
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
登
録
証
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
登
録
番
号
を
表
示
す
る
と
き
。

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
表
示
）

第
八
条
の
二
　
法
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
位
置
は
、
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
で
あ
つ
て
、
自
動
車

登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の
識
別
に
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
位
置
と

す
る
。
た
だ
し
、
三
輪
自
動
車
、
被

け
ん牽

引
自
動
車
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
前
面
の
自
動
車
登
録
番
号
標
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
自
動
車
の
車
両
中
心
線
に
直
交
す
る
鉛
直
面
に
対
す
る
角
度
そ
の
他
の
自
動
車
登
録
番
号
標
の
表
示
の
方
法

に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の
識
別
に
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定

め
る
物
品
以
外
の
も
の
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
汚
れ
が
な
い
こ
と
。

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
廃
棄
等
の
方
法
）

第
九
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
の
破
壊
は
、
自
動
車
登
録
番
号
標
を
切
断
す
る

こ
と
又
は
自
動
車
登
録
番
号
標
の
表
面
か
ら
裏
面
に
貫
通
す
る
直
径
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
穴
を
あ
け
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
の
廃
棄
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
指

定
す
る
場
所
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
返
納
）

第
十
条
　
自
動
車
の
所
有
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
登
録
番
号
標
を
自
動
車
登
録
番
号
標

交
付
代
行
者
に
返
納
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
り
る
書
面
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
様
式
等
）

第
十
一
条
　
自
動
車
登
録
番
号
標
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宮
内
庁
の
所
管
に
属
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
専
ら
天
皇
、
皇
后
又
は
皇
太
后

の
用
に
供
す
べ
き
も
の
の
自
動
車
登
録
番
号
標
は
、
第
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
。

３
　
自
動
車
登
録
番
号
標
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
金
属
製
の
も
の
又
は
金
属
及
び
透
明
材
料
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
使
用
に
十
分
耐
え
る
厚
さ
及
び
硬
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
腐
食
、
さ
び
又
は
亀
裂
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
塗
装
の
色
が
変
わ
り
又
は
あ
せ
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
塗
膜
の
剝
げ
落
ち
又
は
亀
裂
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
封
印
の
取
付
け
の
委
託
の
申
請
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
封
印
の
取
付
け
の
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
封
印
の
取
付
け
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
の
範
囲
を
限
定
し
て
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
自
動
車
の
範
囲

２
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
現
に
営
ん
で
い
る
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
概

要
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
次
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
り
る
書
面
そ
の
他
必

要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
封
印
取
付
受
託
者
の
要
件
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
封
印
の
取
付
け
を
適
確
に
遂
行
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
委
託
を
受
け
て
封
印
の
取
付
け
を
行
う
こ
と
が
登
録
自
動
車
の
所
有
者
の
利
便
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
封
印
の
取
付
け
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
の
範
囲
を
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
提
出
を
も
つ

て
提
示
に
代
え
た
自
動
車
又
は
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
自
動
車
登
録
番
号
を
変
更
し
た
自
動

車
（
令
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
し
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
限
定
し
て
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
が
運
輸
監
理
部
、
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

の
所
在
地
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
次
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
イ
、

ロ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ニ
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支

配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
に
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
標
識
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
封
印
取
り
つ
け
受
託
者
」
と

い
う
。
）
が
掲
げ
る
標
識
の
様
式
は
、
第
一
号
様
式
の
三
と
す
る
。

（
封
印
取
り
つ
け
責
任
者
）

第
十
五
条
　
封
印
取
り
つ
け
受
託
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
封
印
の
取
り
つ
け
、
保
管
及
び
出
納
に
関
す
る
事
項
を

処
理
さ
せ
る
た
め
、
封
印
取
り
つ
け
責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
封
印
取
付
受
託
者
は
、
封
印
取
付
責
任
者
を
選
任
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
運
輸
監
理
部
長

又
は
運
輸
支
局
長
に
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
の
確
認
）

第
十
五
条
の
二
　
封
印
取
り
つ
け
受
託
者
は
、
当
該
自
動
車
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ

た
自
動
車
登
録
番
号
及
び
当
該
自
動
車
の
車
台
番
号
が
当
該
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
及

び
車
台
番
号
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
封
印
の
取
り
つ
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
事
業
場
の
位
置
の
変
更
等
の
承
認
）

第
十
五
条
の
三
　
封
印
取
付
受
託
者
は
、
事
業
場
の
位
置
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
封
印
の
取
付
け
の
業

務
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
委
託
の
解
除
）

第
十
五
条
の
四
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
封
印
取
付
受
託
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
と
き
は
、
封
印
の
取
付
け
の
委
託
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
三
条
各
号
の
要
件
を
備
え
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
　
削
除

第
三
章
　
臨
時
運
行
の
許
可
及
び
回
送
運
行
の
許
可

第
一
節
　
臨
時
運
行
の
許
可

（
臨
時
運
行
の
許
可
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
臨
時
運
行

の
許
可
は
、
そ
の
運
行
の
経
路
の

寄
り
の
行
政
庁
（
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
又
は
市
、
特
別
区

若
し
く
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）

第
四
条
に
規
定
す
る
町
村
の
長
を
い
う
。
）
が
行
う
。

（
臨
時
運
行
許
可
申
請
書
）

第
二
十
一
条
　
臨
時
運
行
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
車
名

三
　
形
状

四
　
車
台
番
号

五
　
運
行
の
目
的

六
　
運
行
の
経
路

七
　
運
行
の
期
間

（
臨
時
運
行
許
可
証
の
記
載
事
項
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
五
条
第
四
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
臨
時
運

行
許
可
証
に
は
、
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
車
名

三
　
形
状

四
　
車
台
番
号

（
臨
時
運
行
許
可
証
の
表
示
）

第
二
十
三
条
　
臨
時
運
行
許
可
証
（
有
効
期
間
を
記
載
し
た
裏
面
に
限
る
。
）
は
、
自
動
車
の
運
行
中
そ
の
前
面
の

見
や
す
い
位
置
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
）

第
二
十
四
条
　
第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
前
面
及
び
後
面
（
第
二
十
条
の
行
政

庁
が
、
当
該
自
動
車
の
構
造
、
運
行
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
、
前
面
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
自
動
車
の
安
全
性

の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
臨
時
運
行
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
後
面
）
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
三

輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
臨
時
運
行
許
可
証
等
）

第
二
十
五
条
　
臨
時
運
行
許
可
証
は
第
二
号
様
式
、
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
は
第
三
号
様
式
に
よ
る
。

２
　
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
節
　
回
送
運
行
の
許
可

（
回
送
運
行
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
六
条
　
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許

可
（
以
下
「
回
送
運
行
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
現
に
営
ん
で
い
る
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
概
要

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
者
に
対
し
、
自
動
車
の
回
送
を
業
と
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
基
準
）

第
二
十
六
条
の
二
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
回
送
運
行
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
及
び
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
回
送
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
回
送
運
行
許
可
証
及
び
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
適
切
に
管
理
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
自
動
車
の
製
作
、
陸
送
、
販
売
又
は
特
定
整
備
を
業
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
の
申
請
等
）

第
二
十
六
条
の
三
　
回
送
運
行
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
及
び
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
回
送
の
目
的

四
　
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
回
送
運
行
許
可
証
及
び
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
数

（
回
送
運
行
許
可
番
号
標
に
あ
つ
て
は
、
金
属
製
の
も
の
か
合
成
樹
脂
製
の
も
の
か
の
別
を
含
む
。
）

２
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
者
に
対
し
、
前
項
第
四

号
の
数
の
回
送
運
行
許
可
証
及
び
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
回
送
運
行
許
可
証
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
四
　
回
送
運
行
許
可
証
に
は
、
法
第
三
十
六
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
前
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
等
）

第
二
十
六
条
の
五
　
第
八
条
の
二
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
、
第

二
十
三
条
の
規
定
は
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一

項
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
前
面
及
び
後
面
（
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
、
回
送
運
行
の

許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
面
又
は

前
面
及
び
後
面
）
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
三
輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動

車
、
三
輪
自
動
車
」
と
、
「
前
面
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
後
面
に
表
示
し
な
い
場
合
を
除

き
、
前
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
回
送
運
行
許
可
証
等
）

第
二
十
六
条
の
六
　
回
送
運
行
許
可
証
は
第
四
号
様
式
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
は
第
五
号
様
式
に
よ
る
。

２
　
回
送
運
行
許
可
番
号
標
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
金
属
製
の
も
の
又
は
合
成
樹
脂
製
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
使
用
に
十
分
耐
え
る
厚
さ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
金
属
製
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
使
用
に
十
分
耐
え
る
硬
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
腐
食
、
さ
び
又
は
亀
裂
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
塗
装
の
色
が
変
わ
り
又
は
あ
せ
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
塗
膜
の
剝
げ
落
ち
又
は
亀
裂
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
章
　
自
動
車
の
車
台
番
号
及
び
原
動
機
の
型
式
の
打
刻

（
打
刻
の
届
出
事
項
）

第
二
十
六
条
の
七
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

3



一
　
打
刻
様
式

二
　
打
刻
字
体

三
　
打
刻
位
置

（
打
刻
の
届
出
）

第
二
十
七
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
届
出
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
り
自
動
車
の
車
台
又
は
原
動
機
の
型
式
ご
と

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
す
る
者
に
対
し
、
自
動
車
、
自
動
車
の

車
台
又
は
原
動
機
の
製
作
を
業
と
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
　
削
除

（
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
事
業
内
容

四
　
打
刻
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
の
車
名

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
者
が
、
車
台
番
号
又
は
原
動
機
の
型
式
を
打
刻
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
と
き
は
、
指
定
す
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
、
車
台
番
号
又
は
原
動
機
の
型
式
を
打
刻
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
輸
入
自
動
車
等
の
打
刻
の
届
出
事
項
）

第
三
十
条
の
二
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
二
十
六
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

（
輸
入
自
動
車
等
の
打
刻
の
届
出
書
）

第
三
十
一
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
。

第
三
十
一
条
の
二
　
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
場
合
に
準
用
す

る
。

第
四
章
の
二
　
条
件
の
付
与

第
三
十
一
条
の
二
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
条
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
条
件
」
と
い
う
。
）
の

付
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国

土
交
通
大
臣
（
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が
委

任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
運
輸
局
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
条
件
の
付
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
装
置
の
名
称
及
び
型
式

三
　
自
動
運
行
装
置
が
使
用
さ
れ
る
場
所
、
気
象
及
び
交
通
の
状
況
そ
の
他
の
状
況

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
条
件
の
付
与
の
申
請
に
係
る
装
置
が
第
四
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
自
動
運
行
装
置
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
又
は
特
定
共
通
構
造
部
の
範
囲

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
者
に
対
し
、
条
件
の
付
与
に
関
し
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
条
件
の
付
与
の
申
請
に
係
る
装
置
が
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
状
況
で
使
用

さ
れ
る
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七

号
）
第
四
十
八
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
条
件
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
与
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
条
件
の
付
与
の
取
消
し
を
求
め
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

二
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
付
与
を
受
け
た
と
き
。

第
五
章
　
道
路
運
送
車
両
の
点
検
及
び
整
備

（
整
備
管
理
者
の
選
任
）

第
三
十
一
条
の
三
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

し
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
台
数
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
台
数
と
す
る
。

一
　
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
自
動
車
（
次
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
）
　
一
両

二
　
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
二
十
九
人
以
下
の
自
家
用
自
動
車
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
両

三
　
乗
車
定
員
十
人
以
下
で
車
両
総
重
量
八
ト
ン
以
上
の
自
家
用
自
動
車
及
び
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
　
五
両

四
　
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
及
び
乗
車
定
員
十
人
以
下
で
車
両
総
重
量
八
ト
ン
未
満
の

自
家
用
自
動
車
で
あ
つ
て
、
第
二
号
の
許
可
に
係
る
も
の
　
十
両

（
整
備
管
理
者
の
資
格
）

第
三
十
一
条
の
四
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
自
動
車
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
実
務
経
験
そ
の
他
に
つ
い
て
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
一
定
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る

命
令
に
よ
り
解
任
さ
れ
、
解
任
の
日
か
ら
二
年
（
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
選
任
さ
れ

る
整
備
管
理
者
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
　
整
備
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
と
同
種
類
の
自
動
車
の
点
検
若
し
く
は
整
備
又
は
整
備
の
管
理
に
関

し
て
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
し
、
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
級
、
二
級
又

は
三
級
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
技
能
と
同
等
の
技
能
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
以
上
の
技
能
を
有
す

る
こ
と
。

（
整
備
管
理
者
の
権
限
等
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
管
理
者
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
権
限
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
日
常
点
検
の
実
施
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
点
検
の
結
果
に
基
づ
き
、
運
行
の
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
期
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
。

四
　
第
一
号
及
び
前
号
の
点
検
の
ほ
か
、
随
時
必
要
な
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
。

五
　
第
一
号
、
第
三
号
又
は
前
号
の
点
検
の
結
果
必
要
な
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
。

六
　
第
三
号
の
点
検
及
び
前
号
の
整
備
の
実
施
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

七
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
点
検
整
備
記
録
簿
そ
の
他
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
記
録
簿
を
管
理
す
る
こ

と
。

八
　
自
動
車
車
庫
を
管
理
す
る
こ
と
。

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
、
運
転
者
、
整
備
員
そ
の
他
の
者
を
指
導
し
、
又
は
監
督
す
る
こ

と
。

２
　
整
備
管
理
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
執
行
に
係
る
基
準
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
そ
の

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
二
　
削
除

（
整
備
管
理
者
の
選
任
届
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
届
出
者
が
自
動
車
運
送
事
業
者
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

三
　
整
備
管
理
者
の
選
任
に
係
る
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
名
称
及
び
位
置

四
　
第
三
十
一
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
数

五
　
整
備
管
理
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
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六
　
第
三
十
一
条
の
四
各
号
の
う
ち
前
号
の
者
が
該
当
す
る
も
の

七
　
整
備
管
理
者
の
兼
職
の
有
無
（
兼
職
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
職
名
及
び
職
務
内
容
）

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
同
項
第
五
号
の
者
が
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
法
第
五
十
三
条

に
規
定
す
る
命
令
に
よ
り
解
任
さ
れ
、
解
任
の
日
か
ら
二
年
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
選
任
さ
れ
る
整
備
管
理
者
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る

に
足
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
整
備
命
令
標
章
）

第
三
十
四
条
　
整
備
命
令
標
章
は
、
自
動
車
の
前
面
ガ
ラ
ス
に
前
方
か
ら
見
や
す
い
よ
う
に
は
り
付
け
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
運
転
者
室
又
は
前
面
ガ
ラ
ス
の
な
い
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
の
前
面
に
見
や
す
い
よ
う
に

は
り
付
け
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
自
動
車
の
使
用
者
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
命
令
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
命
令
に
係
る
整
備
命
令
標
章
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
整
備
命
令
標
章
の
様
式
は
、
第
七
号
様
式
の
二
と
す
る
。

（
整
備
命
令
の
取
消
し
）

第
三
十
四
条
の
二
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
整

備
を
行
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
自
動
車
が
滅
失
し
、
解
体
し
（
整
備
又
は
改
造
の
た
め
に
解
体
す
る
場
合
を
除

く
。
）
若
し
く
は
自
動
車
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
又
は
当
該
自
動
車
の
車
台
が
当
該
自
動
車
の
新
規
登
録
の
際

存
し
た
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
命
令
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
三
十
五
条
　
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
の
証
票
は
、
第
七
号
様
式
の
三
に
よ
る
。

第
六
章
　
道
路
運
送
車
両
の
検
査
等

第
一
節
　
自
動
車
の
検
査
等

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
）

第
三
十
五
条
の
二
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
自
動
車
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自

動
車
と
す
る
。

一
　
二
輪
の
軽
自
動
車

二
　
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

三
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
る
軽
自
動
車
（
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
よ
り

け
ん牽

引
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
）

第
三
十
五
条
の
三
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
自
動
車
登
録
番
号
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
車
両
番
号
。
以
下
第
四

十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
き
同
じ
。
）

二
　
車
両
識
別
符
号
（
当
該
自
動
車
を
識
別
す
る
た
め
に
、
国
土
交
通
大
臣
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
が
付
与
す
る
も
の
を
い
う
。
）

三
　
自
動
車
検
査
証
の
交
付
年
月
日

四
　
車
名
及
び
型
式

五
　
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
の
別

六
　
長
さ
、
幅
及
び
高
さ

七
　
車
体
の
形
状

八
　
原
動
機
の
型
式

九
　
燃
料
の
種
類

十
　
原
動
機
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力

十
一
　
自
家
用
又
は
事
業
用
の
別

十
二
　
用
途

十
三
　

け
ん牽

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

け
ん牽

引
重
量
（
原
動
機
の
性
能
そ
の
他

け
ん牽

引
自
動
車
の
駆
動
性
能
を
基
礎
に
し

て
当
該

け
ん牽

引
自
動
車
が

大
限

け
ん牽

引
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
算
出
さ
れ
た
重
量
を
い
う
。
）
又
は
第

五
輪
荷
重
（
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
（
前
車
軸
を
有
し
な
い
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
部
が

け
ん牽

引
自
動
車
に

載
せ
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
被

け
ん牽

引
自
動
車
及
び
そ
の
積
載
物
の
重
量
の
相
当
部
分
が

け
ん牽

引
自
動
車
に
よ
つ
て
支

え
ら
れ
る
構
造
の
も
の
を
い
う
。
）
を

け
ん牽

引
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

け
ん牽

引
自
動
車
の
連
結
装
置
に
垂
直
に
負

荷
す
る
こ
と
が
で
き
る

大
荷
重
を
い
う
。
）

十
四
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
（
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
に
当
該
被

け
ん牽

引
自
動
車
と
同
じ
車
名
及
び
型
式
を
記
録
し
た

け
ん牽

引
自
動
車
に
よ
つ
て

け
ん牽

引
さ
れ
る
も
の

ロ
　
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
に

け
ん牽

引
す
る
こ
と
が
で
き
る
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等

（
車
両
総
重
量
二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
つ
て
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
に
該
当
し
な

い
も
の
を
い
う
。
同
項
及
び
第
四
十
三
条
の
二
第
十
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
車
両
総
重
量
（
原
動
機

の
性
能
そ
の
他

け
ん牽

引
自
動
車
の
駆
動
性
能
並
び
に

け
ん牽

引
自
動
車
及
び
当
該

け
ん牽

引
自
動
車
に
よ
つ
て

け
ん牽

引
さ
れ

る
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
制
動
性
能
を
基
礎
に
し
て
当
該

け
ん牽

引
自
動
車
が

大
限

け
ん牽

引
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
算
出
さ
れ
た
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次

条
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
二
第
十
号
に
お
い
て
「

け
ん牽

引
可
能
な
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
車
両
総

重
量
」
と
い
う
。
）
を
記
録
し
た

け
ん牽

引
自
動
車
（
当
該

け
ん牽

引
可
能
な
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
車
両
総

重
量
が
当
該
被

け
ん牽

引
自
動
車
の
車
両
総
重
量
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
つ
て

け
ん牽

引
さ
れ
る
も
の

十
五
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
制
限
を
附
加
し
た
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
容

十
六
　
乗
車
定
員
又
は

大
積
載
量

十
七
　
車
両
重
量
及
び
車
両
総
重
量

十
八
　
空
車
状
態
に
お
け
る
軸
重

十
九
　
初
度
登
録
年
月
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
初
度
検
査
年
月
）

二
十
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
前
段
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
整
備
を
行
う

べ
き
こ
と
を
命
じ
た
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

二
十
一
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
後
段
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
方
法
又
は

経
路
の
制
限
そ
の
他
の
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
必
要
な
指
示
を
し
た
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
旨

二
十
二
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

イ
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
の
緩
和
を
し
た
自
動
車
　
そ
の
旨

ロ
　
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
技
術
実
証
区
域
計
画
（
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
技
術
実
証
区
域
計
画
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
七
号
ロ
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
技
術
実
証
（
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
実

証
を
い
い
、
特
殊
仕
様
自
動
車
運
行
（
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
特
殊
仕
様
自
動
車
運
行
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第
七
号
ロ
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

に
使
用
さ
れ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
（
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
特
殊
仕
様
自

動
車
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
七
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
そ
の
旨

二
十
三
　
タ
ン
ク
自
動
車
（
爆
発
性
液
体
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
の
物
品
を
運
送
す
る
た
め
、
車
台
に
タ
ン
ク
又
は

ガ
ス
容
器
を
固
定
し
た
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
爆
発
性
液
体
又
は
高
圧
ガ
ス
を
運
送
す
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
積
載
物
品
名

二
十
四
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
一
条
の
三
の
破
壊
試
験
を
行
つ
て
い
な
い
装
置
を
備
え
る
自
動
車
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
旨

二
十
五
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
灯
火
を
備
え
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
旨

二
十
六
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
青
色
防
犯
灯
を
備
え
る
自
動
車
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
旨
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二
十
七
　
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
で
あ
つ
て
車
両
総
重
量
が
七
ト
ン
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て

は
、
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
料
タ
ン
ク
の
容
量

二
十
八
　
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
で
あ
つ

て
、
貸
渡
人
が
当
該
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
状
況
を
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
り
把
握
し
た
上
で
特
定
の

利
用
者
に
対
し
て
貸
し
渡
す
も
の
の
う
ち
、
当
該
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
以
外
の
貸
渡
人
の
事
務
所

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
貸
渡
人

の
事
務
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
貸
し
渡
す
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

二
十
九
　
長
さ
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
軽
自
動

車
で
あ
つ
て
、

高
速
度
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
高
速
自
動
車
国
道
（
高
速
自
動
車

国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
）
又
は
自
動
車
専

用
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を

い
う
。
）
に
お
い
て
運
行
し
な
い
も
の
（
第
二
十
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
旨

２
　
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
に

け
ん牽

引
す
る
こ
と
が
で
き
る
被

け
ん牽

引
自
動
車
（
前
車
軸
の
取
付
け

及
び
取
り
外
し
が
で
き
る
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
つ
て
、
前
車
軸
を
取
り
外
し
た
場
合
に
の
み
そ
の
一
部
が

け
ん牽

引
自

動
車
に
載
せ
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
被

け
ん牽

引
自
動
車
及
び
そ
の
積
載
物
の
重
量
の
相
当
部
分
が

け
ん牽

引
自
動
車
に
よ
つ

て
支
え
ら
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
車
名
及
び
型
式
を
記
録
し
た

け
ん牽

引
自
動
車
に

あ
つ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
検
査
証
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
に

け
ん牽

引
可
能
な
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
車
両
総
重
量
を
記

録
し
た
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
を

け
ん牽

引
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

自
動
車
検
査
証
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
動
車
検
査
証
の
記
録
事
項
）

第
三
十
五
条
の
四
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日

二
　
使
用
者
の
住
所

三
　
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
当
該
自
動
車
の
所
有
者
が
当
該
自
動
車
に
係
る
登
録
識
別
情
報
を
保

有
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

四
　
使
用
の
本
拠
の
位
置

五
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
（
前
条
第
一
項
第
十
四
号
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、

け
ん牽

引
自

動
車
の
車
名
及
び
型
式

六
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
後
段
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
方
法
又
は
経
路

の
制
限
そ
の
他
の
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
必
要
な
指
示
を
し
た
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
内
容

七
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

イ
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
の
緩
和
を
し
た
自
動
車
　
当
該
基
準
の
緩

和
の
内
容

ロ
　
特
区
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
技
術
実
証
区
域
計
画
に
従
つ
て

行
わ
れ
る
技
術
実
証
に
使
用
さ
れ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
　
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ

（
１
）
、
（
４
）
及
び
（
５
）
に
掲
げ
る
事
項

２
　

け
ん牽

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
検
査
証
に

け
ん牽

引
す
る
こ
と
が
で
き

る
被

け
ん牽

引
自
動
車
の
車
名
及
び
型
式
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
を

け
ん牽

引
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動

車
検
査
証
に

け
ん牽

引
可
能
な
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
車
両
総
重
量
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
動
車
検
査
証
の
利
用
）

第
三
十
五
条
の
五
　
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
運
送
車
両
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
務
を

処
理
す
る
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）

二
　
道
路
運
送
車
両
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
務
を

処
理
す
る
民
間
事
業
者
（
当
該
事
務
及
び
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
の
安
全
管
理
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
者
に
限
る
。
）

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
法
第
五
十
八
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
を
利
用
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
自
動
車
検
査
証
に
係
る
登
録
自
動
車
又
は
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自

動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
使
用
者
に
そ
の
利
用
の
目
的
を
明
示
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
検
査
の
実
施
の
方
法
）

第
三
十
五
条
の
六
　
新
規
検
査
そ
の
他
の
検
査
の
実
施
の
方
法
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
規
検
査
の
申
請
）

第
三
十
六
条
　
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
の
住

所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
自
動
車
が
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
使
用
す
る
自
動
車
又
は
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自

動
車
で
あ
る
と
き
。

二
　
当
該
自
動
車
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
の
所
有
者
と
使
用
者
が
同
一
で

あ
る
と
き
。

２
　
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
に
係
る
新
規
検
査
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
新
規
検
査
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
使
用
が
、
自
動
車
運
送
事
業
の
経
営
の
開
始
に
伴
つ
て
必
要
と
な

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
法
に
よ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
若
し
く
は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
に
よ

る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
若
し
く
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
よ
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
を

受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
事
業
計
画
（
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
集
配
事
業
計
画
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
面

二
　
当
該
新
規
検
査
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
使
用
が
、
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
伴
つ
て
必
要

と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
法
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
に
よ
る
事

業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
、
若
し
く
は
変
更
の
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
届
出
事
項
の
変
更

の
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
事
業
計
画
又
は
届
出
事
項
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
新
規
検
査
に
係
る
事
業
用
自
動
車
が
、
自
動
車
運
送
事
業
者
が
既
に
使
用
し
て
い
た
事
業
用
自
動
車
の

代
替
車
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
面

３
　
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
登
録
識
別
情

報
等
通
知
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申

請
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
が
道
路
運
送
車
両

の
保
安
基
準
第
三
十
条
第
一
項
の
基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
よ
り
当
該
基
準
が
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
告
示
に

定
め
る
基
準
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
以
下
「
型
式
指
定
自
動

車
」
と
い
う
。
）
、
法
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素

等
発
散
防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
以
下
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定

自
動
車
」
と
い
う
。
）
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
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自
動
車
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示

に
よ
り
当
該
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ

き
も
の
と
し
て
当
該
告
示
に
定
め
る
基
準
）
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に
定
め
る
書
面
に
あ
つ
て

は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
書
面
と
し
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
書
面
に
あ
つ
て
は
第
六
項
に
規
定
す
る
書

面
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
型
式
指
定
自
動
車
　
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
完
成
検
査
終
了
証

二
　
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
　
第
六
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証

三
　
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
が
製
作
し
た
自
動
車
（
前
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
当
該
自
動
車
の
製
作
者
が
そ
の
構
造
及
び
性
能
を
記
載
し
た
書
面
を

提
示
す
る
も
の
　
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
試
験

（
以
下
「
登
録
試
験
」
と
い
う
。
）
又
は
登
録
試
験
機
関
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
外
国
の
機
関
が
行
う
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

８
　
法
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項

が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
が
新
規
検
査
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対

し
、
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

９
　
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
第
六
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ

き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
新
規
検
査
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
も

つ
て
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
こ
と

が
新
規
検
査
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
当
該
申
請
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
新
規
検

査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
排
出
ガ
ス
検
査
終

了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

11
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
特
定
共
通
構
造
部
を
有
す
る

自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
十
二
条
の
六
に
お
い
て
「
特
定
共
通
構
造
部
型
式

指
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
第
六
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

出
荷
検
査
証
が
交
付
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
特
定
共
通
構
造
部
型
式
指
定
自
動
車
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
出
荷
検
査
証
を
提
出
し
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
六
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
荷
検
査
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提

供
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
新
規
検
査
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
第
十
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
荷
検
査
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ

れ
た
こ
と
が
新
規
検
査
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

13
　
第
八
項
又
は
第
十
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
照
会
を
受
け
た
登
録
情
報
処
理
機
関
は
、

電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
照
会
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
（
当
該
照
会
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
新

規
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14
　
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
に
適
用
さ
れ
る
道

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
条
、
第
四
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
十
八
条
の
二
第
三
項
、

第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
二
十
一

条
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十

二
条
の
四
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二

項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
八

項
、
第
九
項
、
第
十
項
、
第
十
一
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く

は
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三

十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
若
し

く
は
第
五
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
七
条

の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十

八
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の

二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
四
第
三
項
若
し
く

は
第
四
項
、
第
四
十
一
条
の
五
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十

三
条
の
六
、
第
四
十
三
条
の
七
、
第
四
十
三
条
の
八
、
第
四
十
三
条
の
九
、
第
四
十
三
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第

四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四

十
七
条
の
二
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
又
は
第
五
十
条
の

基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
よ
り
こ
れ
ら
の
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
告
示
に
定
め
る
基
準
）
の
う

ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

15
　
第
一
項
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
書
面
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
登
録
）

第
三
十
六
条
の
二
　
前
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
は
、
登
録
試
験
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
試
験
に
係
る
業
務
（
以
下
「
登
録
試
験
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う

と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
の
う
ち
、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
お
う
と
す
る
も
の

四
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
試
験
業
務
を
開
始
す
る
日

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

二
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
及
び
履
歴
書

三
　
試
験
に
用
い
る
別
表
第
二
の
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
の
数
、
性
能
、
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
所

有
又
は
借
入
れ
の
別
を
記
載
し
た
書
類

四
　
試
験
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

五
　
試
験
を
行
う
者
が
、
次
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

7



（
登
録
の
要
件
等
）

第
三
十
六
条
の
三
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備

を
用
い
て
登
録
試
験
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
登
録
試
験
を
行
い
、
そ
の
人
数
が
五

名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
自
動
車
若
し
く
は
自
動
車
の
部
品
の
製
造
、
改
造
若
し
く
は
整
備
に
関
す
る
研
究
、
設
計
又
は
検
査
に
つ

い
て
、
別
表
第
二
の
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
歴
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
数
以

上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ロ
　
自
動
車
若
し
く
は
自
動
車
の
部
品
の
製
造
、
改
造
若
し
く
は
整
備
に
関
す
る
研
究
、
設
計
又
は
検
査
に
つ

い
て
、
六
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者

三
　
登
録
申
請
者
が
、
自
動
車
又
は
自
動
車
の
部
品
の
製
造
、
改
造
、
整
備
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
営
む
者

（
以
下
「
自
動
車
関
連
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
。

イ
　
登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
関
連
事
業
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
自
動
車
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間

に
当
該
自
動
車
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い

る
こ
と
。

ハ
　
登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
）
が
自
動
車
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は

職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
自
動
車
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
第
七
項
第

三
号
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二
　
第
三
十
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
試
験
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

３
　
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
は
、
登
録
試
験
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
登
録
試
験
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
登
録
を
受
け
た
者
が
登
録
試
験
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
の
う
ち
、
登
録
試
験
機
関
が
行
お
う
と
す
る
も
の

五
　
登
録
を
受
け
た
者
が
登
録
試
験
業
務
を
開
始
す
る
日

（
登
録
の
更
新
）

第
三
十
六
条
の
四
　
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期

間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２
　
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
試
験
の
義
務
）

第
三
十
六
条
の
五
　
登
録
試
験
機
関
は
、
登
録
試
験
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
登
録
試
験
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
試
験
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合

す
る
方
法
に
よ
り
登
録
試
験
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
六
条
の
六
　
登
録
試
験
機
関
は
、
第
三
十
六
条
の
三
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
の
理
由

（
登
録
試
験
業
務
規
程
）

第
三
十
六
条
の
七
　
登
録
試
験
機
関
は
、
登
録
試
験
業
務
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
試
験

業
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
登
録
試
験
の
申
請
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
試
験
の
手
数
料
の
額
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
試
験
の
日
程
、
場
所
そ
の
他
登
録
試
験
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
登
録
試
験
の
合
否
判
定
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
登
録
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
項

六
　
登
録
試
験
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
登
録
試
験
業
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

八
　
不
正
に
登
録
試
験
を
受
け
た
者
に
対
す
る
処
分
に
関
す
る
事
項

九
　
そ
の
他
登
録
試
験
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
登
録
試
験
業
務
の
休
廃
止
）

第
三
十
六
条
の
八
　
登
録
試
験
機
関
は
、
登
録
試
験
業
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
試
験
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
試
験
業
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
登
録
試
験
業
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

四
　
登
録
試
験
業
務
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

五
　
登
録
試
験
業
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

第
三
十
六
条
の
九
　
登
録
試
験
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
自
動
車
関
連
事
業
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
試
験
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ

る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
試
験
機
関
の
定
め

た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二
　
前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三
　
財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

四
　
前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
条
に
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求
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（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
三
十
六
条
の
十
　
前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
試
験
機

関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受

信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
つ
て
調
整
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
で
き
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
合
命
令
）

第
三
十
六
条
の
十
一
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
試
験
機
関
が
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合

し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
試
験
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
の
必
要
な

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
三
十
六
条
の
十
二
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
試
験
機
関
が
第
三
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
登
録
試
験
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
試
験
業
務
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
登
録
試

験
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
三
十
六
条
の
十
三
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
試
験
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三

十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
登
録
試
験
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
　
第
三
十
六
条
の
六
か
ら
第
三
十
六
条
の
八
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
。

三
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
三
十
六
条
の
九
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

四
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
記
載
）

第
三
十
六
条
の
十
四
　
登
録
試
験
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら

五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
試
験
の
手
数
料
の
収
納
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
試
験
の
申
請
の
受
理
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
試
験
の
結
果
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
登
録
試
験
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
十
六
条
の
十
五
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
試
験
業
務
の
実
施
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登
録
試
験
機

関
に
対
し
、
登
録
試
験
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
）

第
三
十
六
条
の
十
六
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
し
た
と
き
。

二
　
第
三
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
第
三
十
六
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

四
　
第
三
十
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
登
録
試
験
業

務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
）

第
三
十
六
条
の
十
七
　
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
は
、
次
に
掲
げ
る
文
字
を
そ
の
順
序
に
よ
り
組
み
合
わ
せ

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
（
使
用
の
本
拠
の
位

置
が
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
。

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
六
十
三
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
表
示
す
る
文
字

二
　
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
用
途
に
よ
る
分
類
番
号
を
表
示
す
る
二
字
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
又
は

初
の
字
が
ア
ラ

ビ
ア
数
字
で
あ
つ
て
、
そ
の
他
の
字
が
ア
ラ
ビ
ア
数
字
若
し
く
は
ロ
ー
マ
字
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
で
あ

る
三
字
（
別
表
第
二
の
四
）

三
　
自
家
用
又
は
事
業
用
の
別
等
を
表
示
す
る
平
仮
名
又
は
ロ
ー
マ
字
（
別
表
第
二
の
五
）

四
　
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字

２
　
前
項
第
一
号
の
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
を
表
示
す
る
文
字
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十

五
年
運
輸
省
令
第
七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
管
轄
区
域
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
前
に
法
の
規
定
に
よ

り
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
当
該
変
更
に
係
る
区
域
を
含

む
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
内
に
お
け
る
当
該
車
両
番
号
に
係
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
使
用
の
本

拠
の
位
置
の
変
更
に
よ
り
前
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
で
あ
つ
て
も
、
前
二
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
）

第
三
十
六
条
の
十
八
　
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
は
、
次
に
掲
げ
る
文
字
を
そ
の
順
序
に
よ
り
組
み
合
わ
せ

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
を
表
示
す
る
文
字

二
　
自
家
用
又
は
事
業
用
の
別
等
を
表
示
す
る
平
仮
名
又
は
ロ
ー
マ
字
（
別
表
第
三
）

三
　
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
第
一
号
の
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
を
表
示
す
る
文
字
に
つ
い
て
、
同
条
第
三

項
の
規
定
は
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
管
轄
区
域
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
変
更
前
に
法
の
規
定

に
よ
り
指
定
を
受
け
た
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
家
用
自
動
車
）

第
三
十
七
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
家
用
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す

る
。

一
　
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
自
家
用
自
動
車

二
　
専
ら
幼
児
の
運
送
を
目
的
と
す
る
自
家
用
自
動
車

三
　
第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
の
許
可
に
係
る
自
家
用
自
動
車

２
　
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
家
用
自
動
車
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動

車
の
う
ち
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
並
び
に
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
い
た

も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
家
用
自
動
車
は
、
次

に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
車
両
総
重
量
八
ト
ン
以
上
の
自
家
用
自
動
車

二
　
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
自
家
用
自
動
車

三
　
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車

四
　
専
ら
幼
児
の
運
送
を
目
的
と
す
る
自
家
用
自
動
車

五
　
自
家
用
三
輪
自
動
車

六
　
広
告
宣
伝
用
自
動
車
そ
の
他
特
種
の
用
途
に
供
す
る
自
家
用
自
動
車

七
　
自
家
用
大
型
特
殊
自
動
車

（
継
続
検
査
）

第
三
十
七
条
の
二
　
第
三
十
六
条
第
十
四
項
の
規
定
は
、
継
続
検
査
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
書

面
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
臨
時
検
査
）

第
三
十
七
条
の
二
の
二
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
に
係
る
臨
時
検
査
の
申
請
書
は
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
当
該
自
動

車
の
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
十
六
条
第
十
四
項
の
規
定
は
、
臨
時
検
査
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
書

面
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
六
十
三
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

６
　
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
限
定
自
動
車
検
査
証
等
の
提
出
）

第
三
十
七
条
の
二
の
三
　
継
続
検
査
又
は
臨
時
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
限
定
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
　
当
該
限
定
自
動
車
検
査
証

二
　
第
四
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
　
当
該
自
動
車
検
査
証
保
管

証
明
書

（
検
査
標
章
）

第
三
十
七
条
の
三
　
検
査
標
章
は
、
自
動
車
の
前
面
ガ
ラ
ス
の
内
側
に
前
方
か
ら
見
易
い
よ
う
に
貼
り
付
け
る
こ
と

に
よ
つ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
転
者
室
又
は
前
面
ガ
ラ
ス
の
な
い
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
自
動

車
の
後
面
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
標
又
は
車
両
番
号
標
の
左
上
部
に
見
易
い
よ
う
に
貼
り
付
け
る

こ
と
に
よ
つ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
当
該
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
時
期
は
、
年
及
び
月
を
も
つ
て
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
安
基
準
適
合
標
章
の
表
示
）

第
三
十
七
条
の
四
　
保
安
基
準
適
合
標
章
は
、
自
動
車
の
運
行
中
そ
の
前
面
に
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和

三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
二
号
様
式
又
は
第
二
号
様
式
の
二
に
よ
る
有
効
期
間
及
び
自
動
車
登
録
番

号
が
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
等
）

第
三
十
八
条
　
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
使
用
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
の
変
更
を
事
由
と
す
る

自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

２
　
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
使
用
者
の
変
更
（
当
該
自
動
車
を
引
き
続
き
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す

る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
し
な
い
自
動
車
を
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
を
事
由
と
す
る
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

３
　
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
を
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
限
定
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
　
当
該
限
定
自
動
車
検
査
証

二
　
第
四
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
　
当
該
自
動
車
検
査
証
保
管

証
明
書

４
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

自
動
車
の
車
両
番
号
が
第
三
十
六
条
の
十
七
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

車
両
番
号
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
車
両

番
号
標
が
滅
失
し
、
毀
損
し
、
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
り
、
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
様
式
に
適
合
し
な
く
な
り
、
又
は
車
両
番
号
の
変
更
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
車
両
番
号
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

６
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
、
自
動
車
検
査
証
に
変

更
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
前
三
項
の
規
定
は
、
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
第
三
十

六
条
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
八
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と
す
る
。

一
　
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
使
用

の
本
拠
の
位
置
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
外
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
窒
素
酸

化
物
対
策
地
域
内
へ
の
変
更
（
変
更
後
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特

定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政

令
第
四
百
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削

減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
第
一
条
の
特
定
地
域
で
あ
つ
た
地

域
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
特
定
地
域
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
旧
特
定
地
域
外
か
ら

旧
特
定
地
域
内
へ
の
変
更
）
に
限
る
。
）

二
　
自
動
車
の
長
さ
、
幅
又
は
高
さ

三
　
車
体
の
形
状

四
　
原
動
機
の
型
式

五
　
燃
料
の
種
類

六
　
自
家
用
又
は
事
業
用
の
別

七
　
用
途

八
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

け
ん牽

引
自
動
車
の
車
名
又
は
型
式

九
　
乗
車
定
員
又
は

大
積
載
量

十
　

け
ん牽

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
被

け
ん牽

引
自
動
車
の
車
名
又
は
型
式

十
一
　
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
事
項

９
　
第
三
十
六
条
第
十
四
項
の
規
定
は
、
構
造
等
変
更
検
査
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10
　
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
十

四
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
書
面
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
点
検
整
備
記
録
簿
の
提
示
）

第
三
十
九
条
　
継
続
検
査
、
臨
時
検
査
又
は
構
造
等
変
更
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
六
十
二
条
第
三

項
、
法
第
六
十
三
条
第
三
項
又
は
法
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
点
検
及

び
整
備
に
関
す
る
記
録
の
提
示
と
し
て
、
当
該
自
動
車
に
係
る
点
検
整
備
記
録
簿
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
限
定
自
動
車
検
査
証
等
の
返
納
）

第
三
十
九
条
の
二
　
限
定
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
自
動
車
の
使
用
者
（
予
備
検
査
の
結
果
交
付
を
受

け
た
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
所
有
者
）
又
は
第
四
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
自
動
車
の
使
用
者
は
、
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
法
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
限
定
自
動
車
検
査
証
又
は
当
該
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
の
交
付
等
）

第
四
十
条
　
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
使

用
者
に
第
九
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
る
者
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
と
引
き

換
え
に
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
体
等
に
係
る
届
出
を
必
要
と
し
な
い
自
動
車
）

第
四
十
条
の
二
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す

る
。

一
　
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車

二
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
る
検
査
対
象
軽
自
動
車

三
　
二
輪
の
小
型
自
動
車
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（
解
体
等
に
係
る
届
出
）

第
四
十
条
の
三
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
使
用
済
自
動
車
の
解
体
に
係
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
届
出
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
番
号
（
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
に
係
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ

れ
た
際
の
車
両
番
号
）

二
　
車
台
番
号

三
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
届
出
の
原
因
及
び
そ
の
日
付

五
　
届
出
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
届
出
に
係
る
自
動
車
に
係
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
所
有
者
の
氏
名
若
し
く
は

名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

二
　
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
後
に
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
所
有
者
の
変
更
に
つ

い
て
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
の
記
録
が
な

さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
旨
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

三
　
当
該
届
出
に
係
る
自
動
車
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
自
動
車
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
又
は
当
該
自
動
車
の
車

台
が
当
該
自
動
車
の
車
両
番
号
の
指
定
の
際
存
し
た
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
に
足

り
る
書
面

（
使
用
済
自
動
車
の
解
体
に
係
る
届
出
の
際
の
明
示
事
項
）

第
四
十
条
の
四
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
車
台
番
号

二
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
八
十
一
条
第
九
項
又

は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
移
動
報
告
の
番
号
（
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
移
動
報
告
番

号
」
と
い
う
。
）

（
輸
出
に
係
る
届
出
を
必
要
と
し
な
い
自
動
車
）

第
四
十
条
の
五
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
本
文
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車

と
す
る
。

一
　
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車

二
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
る
検
査
対
象
軽
自
動
車

三
　
二
輪
の
小
型
自
動
車

四
　
登
録
証
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車

（
輸
出
に
係
る
届
出
の
開
始
時
期
）

第
四
十
条
の
六
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
六
月
と
す
る
。

（
輸
出
に
係
る
届
出
）

第
四
十
条
の
七
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
番
号
（
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
に
係
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ

れ
た
際
の
車
両
番
号
）

二
　
車
台
番
号

三
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
届
出
の
年
月
日

五
　
輸
出
の
予
定
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
届
出
に
係
る
自
動
車
に
係
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
所
有
者
の
氏
名
若
し
く
は

名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

二
　
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
後
に
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
所
有
者
の
変
更
に
つ

い
て
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
の
記
録
が
な

さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
旨
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

３
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
第
一
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
自
動
車
に
係
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
所
有
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
つ
い

て
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
本
邦
に
再
輸
入
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
自
動
車
）

第
四
十
条
の
八
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
輸
出
に
係
る
届
出
を
さ
せ
る
必
要
性
に
乏
し
い
も
の
と

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
う
ち
本
邦
と
外
国
と
の
間
を
往
来
す
る
自
動

車
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の

二
　
本
邦
と
外
国
と
の
間
を
往
来
す
る
者
の
乗
用
に
供
す
る
も
の

（
本
邦
に
再
輸
入
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
自
動
車
の
届
出
）

第
四
十
条
の
九
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
番
号

二
　
車
台
番
号

三
　
使
用
の
本
拠
の
位
置

四
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
届
出
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
自
動
車
検
査
証
及
び
前
条
に
規
定
す
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
に
足

り
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
及
び
二
輪
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
の
正
確
な
記
録
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
四
十
条
の
十
　
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間

は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
六

十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
の
変
更
に
つ
い
て
軽
自
動
車
検
査

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
が
な
さ
れ
た
場
合
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
と
す

る
。

３
　
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と

す
る
。

（
自
動
車
検
査
証
の
返
納
後
の
所
有
者
の
変
更
に
係
る
記
録
の
申
請
）

第
四
十
条
の
十
一
　
施
行
令
第
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
書
面
（
新
所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

一
　
当
該
自
動
車
の
所
有
権
を
証
明
す
る
に
足
る
書
面

二
　
新
所
有
者
の
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

（
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
の
申
請
書
）

第
四
十
一
条
　
法
第
七
十
条
の
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
の
申
請
書
は
、
第
十
号
様
式
に
よ
る
。

（
検
査
標
章
の
再
交
付
）

第
四
十
一
条
の
二
　
検
査
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
は
、
自
動
車
検
査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
の
再
交
付

の
申
請
と
同
時
に
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
自
動
車
検
査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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２
　
検
査
標
章
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
検
査
標
章
が
滅
失
し
、
き
損
し
、
又
は
そ
の
識
別
が

困
難
と
な
つ
た
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
検
査
標
章
を
は
り
つ
け
た
前
面
ガ
ラ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合

二
　
検
査
標
章
を
は
り
つ
け
た
自
動
車
登
録
番
号
標
又
は
車
両
番
号
標
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場

合
（
当
該
自
動
車
を
引
き
続
き
運
行
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
そ
の
他
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
）

第
四
十
一
条
の
三
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
予
備
検
査
）

第
四
十
二
条
　
第
三
十
六
条
第
三
項
、
第
四
項
（
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
予
備
検
査
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
あ
わ
せ
て
提
出
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
提
示
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

２
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り

書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
書
面
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
予
備
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項

が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
予
備
検
査
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
も
つ
て
完

成
検
査
終
了
証
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
が
予

備
検
査
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
当
該
申
請
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
予
備
検
査
に

係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
完
成
検
査
終
了
証
に
記

載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
照
会
を
受
け
た
登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
照
会
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
国
土

交
通
大
臣
（
当
該
照
会
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
予
備
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
　
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自

動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
構
造
等
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
三
条
の
二
　
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
車
名
及
び
型
式

二
　
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
の
別

三
　
長
さ
、
幅
及
び
高
さ

四
　
車
体
の
形
状

五
　
原
動
機
の
型
式

六
　
燃
料
の
種
類

七
　
原
動
機
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力

八
　
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用
又
は
事

業
用

九
　
用
途

十
　

け
ん牽

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

け
ん牽

引
重
量
又
は
第
五
輪
荷
重
並
び
に
被

け
ん牽

引
自
動
車
の
車
名
及
び
型
式
並
び
に

け
ん牽

引
可
能
な
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
等
の
車
両
総
重
量

十
一
　
被

け
ん牽

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

け
ん牽

引
自
動
車
の
車
名
及
び
型
式

十
二
　
乗
車
定
員
又
は

大
積
載
量

十
三
　
車
両
重
量
及
び
車
両
総
重
量

十
四
　
空
車
状
態
に
お
け
る
軸
重

十
五
　
タ
ン
ク
自
動
車
で
あ
つ
て
爆
発
性
液
体
又
は
高
圧
ガ
ス
を
運
送
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
積
載
物
品
名

十
六
　
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
で
あ
つ
て
車
両
総
重
量
が
七
ト
ン
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
燃
料
タ
ン
ク
の
容
量

（
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
事
項
）

第
四
十
三
条
の
三
　
施
行
令
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
後
段
の
確
認
を
し
た
年
月
日

二
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
六
項
の
返
納
を
受
け
た
年
月
日

三
　
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
の
変
更
の
年
月
日
並
び
に
新
所
有
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

（
二
輪
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
事
項
）

第
四
十
三
条
の
四
　
施
行
令
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
の
変
更
の
年
月

日
並
び
に
新
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
と
す
る
。

（
検
査
記
録
等
事
項
の
略
号
化
）

第
四
十
三
条
の
五
　
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
、
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
及
び
二
輪
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
の
検
査

記
録
事
項
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
及
び
第
四
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
（
以
下
「
検
査
記
録
等
事
項
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
略
号
に
し
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
使
用
者
及
び
所
有
者
の
住
所
並
び
に
使
用
の
本
拠
の
位
置
（
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
行
政
区
画
又
は
土
地
の
名

称
に
限
る
。
）

二
　
そ
の
型
式
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
自
動
車
に
係
る
車
名
及
び
型
式
、
長
さ
、
幅

及
び
高
さ
、
車
体
の
形
状
、
原
動
機
の
型
式
、
燃
料
の
種
類
、
原
動
機
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
、
乗
車
定

員
又
は

大
積
載
量
、
車
両
重
量
並
び
に
空
車
状
態
に
お
け
る
軸
重

三
　
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
係
る
車
名
及
び
車
体
の
形
状

四
　
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
者
に
係
る
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
の
緩
和
を
し
た
自
動
車
に
係
る
そ
の

内
容
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
も
の

六
　
タ
ン
ク
自
動
車
に
係
る
積
載
物
品
名

２
　
前
項
の
略
号
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
記
録
等
事
項
の
表
示
に
用
い
る
記
号
）

第
四
十
三
条
の
六
　
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
検
査
記
録
等
事
項
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
）

第
四
十
三
条
の
七
　
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車

両
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
中

「
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
後
面
（
三
輪
の
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
被

け
ん牽

引
自
動
車
で
あ
る
検
査
対
象
軽
自

動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
そ
の
後
面
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
検
査
証
等
の
有
効
期
間
の
起
算
日
）

第
四
十
四
条
　
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
を
交
付
す
る
日
又
は
当
該
自
動
車

検
査
証
に
係
る
有
効
期
間
を
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
す
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
検

査
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
一
月
前
（
離
島
（
橋
又
は
ト
ン
ネ
ル
に
よ
る
本
土
（
本
州
、
北
海
道
、
四

国
、
九
州
及
び
沖
縄
島
を
い
う
。
）
と
の
間
の
交
通
又
は
移
動
が
不
可
能
な
島
を
い
う
。
）
に
使
用
の
本
拠
の
位
置

を
有
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
二
月
前
）
か
ら
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
継
続
検
査
を
行
い
、
当

該
自
動
車
検
査
証
に
係
る
有
効
期
間
を
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
す
る
場
合
は
、
当
該
自
動
車

検
査
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
と
す
る
。

２
　
自
動
車
予
備
検
査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
当
該
自
動
車
予
備
検
査
証
又
は
限

定
自
動
車
検
査
証
を
交
付
す
る
日
と
す
る
。

（
臨
時
検
査
合
格
標
章
等
の
様
式
等
）

第
四
十
五
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
と
す
る
。

一
　
臨
時
検
査
合
格
標
章

第
十
一
号
様
式
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二
　
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
標

第
十
二
号
様
式

三
　
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
標

第
十
三
号
様
式

２
　
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
車
両
番
号
標
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
申
請
書
等
の
様
式
）

第
四
十
五
条
の
二
　
自
動
車
の
検
査
並
び
に
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
及
び
二
輪
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
の
正
確
な

記
録
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
請
求
書
、
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
、
自
動
車
検

査
証
、
検
査
標
章
、
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
限
定
自
動
車
検
査
証
並
び
に
法
第
七

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
以
下
「
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令

（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
）

第
四
十
五
条
の
三
　
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
は
、
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
適
合
性
審
査
に
必
要
な
技
術
上
の
情
報
）

第
四
十
五
条
の
四
　
法
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
定
め
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
自
動
車
の
故
障
の
状
態
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

二
　
前
号
の
符
号
を
記
録
す
る
装
置
と
の
通
信
に
よ
り
当
該
符
号
を
取
得
す
る
た
め
の
情
報

（
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
事
務
所
の
管
轄
区
域
）

第
四
十
六
条
　
軽
自
動
車
検
査
協
会
は
、
法
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
行

う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
管
轄
区
域
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
当
該
管
轄
区
域
を
官
報
で
公
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
七
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
検
査
協
会
が
そ
の
事
務
所
ご
と
の
管
轄
区
域
を
定
め
た
場
合

に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
に
係
る
申
請
等
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
軽
自
動
車

の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
事
務
所
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
新
規
検
査
の
申
請

二
　
法
第
六
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
の
返
納

三
　
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
又
は
同
条
第
三
項
の
構
造
等
変
更
検
査
の

申
請

四
　
法
第
六
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
の
返
納

五
　
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
の
申
請

六
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
輸
出
に
係
る
届
出
を
さ
せ
る
必
要
性
に
乏
し
い
も
の
と
し
て
国
土

交
通
省
令
に
定
め
る
自
動
車
に
該
当
す
る
旨
の
届
出

七
　
法
第
七
十
条
の
自
動
車
検
査
証
又
は
検
査
標
章
の
再
交
付
の
申
請

八
　
法
第
七
十
一
条
第
四
項
の
自
動
車
検
査
証
の
交
付
の
申
請

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
に
係
る
申
請
等
以
外
の
申
請
等
は
、

寄
り
の
軽
自
動
車
検
査
協

会
の
事
務
所
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
の
基
準
適
合
性
審
査
の
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
へ
の
引
継
ぎ
）

第
四
十
七
条
の
二
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
適
合
性
審
査
を
行
う
こ

と
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
の
委
任
を
受
け
て
基
準
適
合
性
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

二
　
基
準
適
合
性
審
査
を
開
始
す
る
日

２
　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理

部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
管
轄
区
域
内
に
存
す
る
機
構
の
事
務
所
に
お
い
て
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
前
に
納
付

さ
れ
た
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
手
数
料
を
当
該
納
付
に
係
る
基
準
適
合
性
審
査
を
同
日
前
に
開
始
し
て
い
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
納
付
し
た
者
に
速
や
か
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
機
構
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
基
準
適
合
性
審
査
を
処
理
す
る
た
め

必
要
と
す
る
書
類
を
当
該
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
基
準
適
合
性
審
査
の
機
構
へ
の
引
継
ぎ
）

第
四
十
七
条
の
三
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支

局
長
が
行
つ
て
い
る
基
準
適
合
性
審
査
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
基
準
適
合
性
審
査
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

二
　
基
準
適
合
性
審
査
を
終
止
す
る
日

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
、
前

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
書
類
を
機
構
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
、

法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
書
類
（
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

日
に
お
い
て
終
了
し
て
い
る
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
機
構
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
検
査
事
務
等
の
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
へ
の
引
継
ぎ
）

第
四
十
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
行
う
こ

と
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
の
委
任
を
受
け
て
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支

局
長

二
　
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
開
始
す
る
日

２
　
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
管
轄
区
域
内
に
存
す

る
軽
自
動
車
に
係
る
第
四
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て

は
、
同
条
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
軽
自
動
車
に
係
る
継
続
検
査
又
は
臨
時
検
査
の
申
請
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て

は
、
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の

管
轄
区
域
に
お
い
て
す
る
場
合
は
当
該
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
、
当
該
管
轄
区
域
以
外
の
区

域
に
お
い
て
す
る
場
合
は

寄
り
の
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
事
務
所
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
軽
自
動
車
検
査
協
会
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
管
轄
区
域
内
に
存
す

る
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
事
務
所
に
お
い
て
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
前
に
受
け
付
け
た
軽
自
動
車
の
検
査
事

務
に
関
す
る
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
手
数
料
を
当
該
申
請
に
係
る
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
同
日
前
に
開
始
し

て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
申
請
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
軽
自
動
車
検
査
協
会
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
に
係
る
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
処
理
す
る
た
め
必
要
と
す
る
書
類
を
当
該
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支

局
長
に
対
し
て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
検
査
事
務
等
の
軽
自
動
車
検
査
協
会
へ
の
引
継
ぎ
）

第
四
十
九
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

が
行
つ
て
い
る
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
検
査
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

二
　
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
終
止
す
る
日

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
管

轄
区
域
内
に
存
す
る
軽
自
動
車
に
係
る
第
四
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
又
は
当
該
軽
自
動
車
に
係
る

継
続
検
査
若
し
く
は
臨
時
検
査
に
係
る
申
請
は
、
前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
、

前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
書
類
を
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
、

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
な
つ
た
軽
自
動
車
の
検
査
に
係
る
検
査
記
録
等
事
項
を
軽
自
動
車
検

査
協
会
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
結
果
の
通
知
）

第
四
十
九
条
の
二
　
法
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
一
条
第
一
項
第
一
号
の
審
査
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
車
台
番
号
又
は
自
動
車
登
録
番
号
（
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
車
両
番
号
）

ロ
　
当
該
審
査
の
結
果

二
　
法
第
百
一
条
第
一
項
第
二
号
の
審
査
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
許
可
に
係
る
自
動
車
の
特

定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
業
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
名
称

ロ
　
当
該
審
査
の
結
果

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
結
果
の
記
録
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
書
面
に
よ
る
通
知
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
継
続
検
査
に
係
る
自
動
車
検
査
証
へ
の
記
録
等
に
関
す
る
事
務
の
委
託
の
申
請
等
）

第
四
十
九
条
の
三
　
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
継
続
検
査
に
係
る
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
自
動
車
検
査
証
へ
の
記
録
及
び
自
動
車
検
査
証
の
返
付
並
び
に
法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
標
章
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
継
続
検
査
の
結
果
の
判
定
及
び
第
四
十
九
条
の
六
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。

以
下
「
特
定
記
録
等
事
務
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を

寄
り
の
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽

自
動
車
検
査
協
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
第
四
十
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
選
任
す
る
特
定
記
録
等
事
務
責
任
者
の
氏
名

四
　
現
に
営
ん
で
い
る
事
業
の
種
類

２
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
第
四
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足

り
る
書
面
そ
の
他
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
委
託
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
委
託
番
号
を
同
項
の
委
託
を
受
け

た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
運
輸
支
局
長
等
か
ら
の
記
録
事
項
の
通
知
）

第
四
十
九
条
の
四
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽

自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
継
続
検
査
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
を
返
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
旨
、
自
動
車
検
査
証

の
有
効
期
間
、
自
動
車
登
録
番
号
そ
の
他
の
自
動
車
検
査
証
へ
の
記
録
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
、
当
該
継

続
検
査
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
委
託
番
号
を
有
す
る
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
当
該
継
続
検
査
の
申
請
が
電
子
申
請
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
る
場
合

二
　
当
該
継
続
検
査
の
申
請
書
に
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
が
特
定
記
録
等
事
務
を
行
う
旨
及
び
特
定
記
録
等
事

務
を
行
う
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
の
委
託
番
号
の
記
載
が
あ
る
場
合

三
　
当
該
継
続
検
査
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
委
託
番
号
を
有
す
る
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
が
、
当
該
申
請
を

受
け
た
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車

検
査
協
会
）
か
ら
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
い
る
場
合

四
　
当
該
継
続
検
査
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
委
託
番
号
を
有
す
る
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
が
当
該
継
続
検
査

に
際
し
、
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
を
行
つ
た
者
又
は
当
該
継
続
検
査
の
申
請
を
電
子

申
請
に
よ
り
行
つ
た
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場
合

（
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
の
公
表
等
）

第
四
十
九
条
の
五
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽

自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
し
た
と
き
又
は
第
四
十
九
条
の
十

三
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
特

定
記
録
等
事
務
代
行
者
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記
録
を
取
り
ま
と
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
適
切
な
方
法
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
委
託
に
係
る
特
定
記
録
等
事
務
を
処
理
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
委
託
に
係
る
特
定
記
録
等
事
務
の
対
象
と
す
る
自
動
車
の
範
囲

（
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
）

第
四
十
九
条
の
六
　
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

一
　
法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
係
る
事
務

二
　
法
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
又
は
軽
自
動
車
税
種
別
割
を
課
し
た
地
方
公

共
団
体
に
対
す
る
そ
の
額
の
納
付
の
有
無
の
事
実
の
確
認
に
係
る
事
務
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
検
査
証
の
不
返
付
に
係
る
事
務

三
　
法
第
九
十
七
条
の
四
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車

検
査
証
の
不
返
付
に
係
る
事
務

四
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証

の
不
返
付
に
係
る
事
務

（
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
の
要
件
）

第
四
十
九
条
の
七
　
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
記
録
等
事
務
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
特
定
記
録
等
事
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
次
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
第
四
十
九
条
の
十
六
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
イ
、

ロ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ニ
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支

配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
に
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
標
識
）

第
四
十
九
条
の
八
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
が
掲
げ
る
標
識
の
様
式
は
、
第
一
号
様
式
の
四
と
す
る
。

（
特
定
記
録
等
事
務
責
任
者
）

第
四
十
九
条
の
九
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
特
定
記
録
等
事
務
に
関
す
る
事
項
を
処
理
さ

せ
る
た
め
、
特
定
記
録
等
事
務
責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
を
受
け
て
講
ず
る
措
置
）

第
四
十
九
条
の
十
　
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
知
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
、
自
動
車
登
録
番
号
そ
の
他
の
自
動
車
検
査
証
へ
の
記
録
を
行

う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
自
動
車
検
査
証
に
記
録
す
る
こ
と
。
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二
　
通
知
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
と
同
一
の
有
効
期
間
を
表
示
し
た
検
査
標
章
を
交
付
す
る
こ

と
。

（
自
動
車
登
録
番
号
の
確
認
）

第
四
十
九
条
の
十
一
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
前
条
の
措
置
を
執
る
場
合
に
お
い
て
自
動
車
検
査
証
に
記
載

さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
が
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
自
動
車
登
録
番
号
と
同
一
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
特
定
記
録
等
事
務
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
検
査
標
章
の
保
管
）

第
四
十
九
条
の
十
二
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
検
査
標
章
の
適
切
な
保
管
設
備
を
設
け
、

こ
れ
に
検
査
標
章
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
保
管
中
の
検
査
標
章
を
紛
失
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
そ
の
年
月
日
、
枚

数
、
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
場
の
位
置
の
変
更
の
承
認
）

第
四
十
九
条
の
十
三
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
事
業
場
の
位
置
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
氏
名
又
は
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
十
九
条
の
十
四
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
そ
の
旨
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽

自
動
車
検
査
協
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
場
の
名
称

三
　
特
定
記
録
等
事
務
責
任
者
の
氏
名

（
委
託
業
務
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
九
条
の
十
五
　
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
は
、
特
定
記
録
等
事
務
の
業
務
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動

車
検
査
協
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
の
解
除
）

第
四
十
九
条
の
十
六
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
、
特
定
記
録
等
事
務
の
委
託
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
四
十
九
条
の
七
各
号
の
要
件
を
備
え
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
に
関
す
る
事
務
の
委
託
の
申
請
等
）

第
四
十
九
条
の
十
七
　
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
の
変

更
記
録
に
関
す
る
事
務
（
変
更
記
録
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
に

規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
以
下
「
特
定
変
更
記
録
事
務
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
選
任
す
る
特
定
変
更
記
録
事
務
責
任
者
の
氏
名

四
　
現
に
営
ん
で
い
る
事
業
の
種
類

２
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
第
四
十
九
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る

に
足
り
る
書
面
そ
の
他
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
の
委
託
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
委
託
番
号
を
同
項
の
委
託
を
受
け

た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
運
輸
支
局
長
等
か
ら
の
記
録
事
項
の
通
知
）

第
四
十
九
条
の
十
八
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
変
更
記
録
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
記
録
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
旨
、
変
更
が
あ
つ
た
自
動
車
検
査
証
記
録

事
項
、
変
更
記
録
に
係
る
自
動
車
登
録
番
号
そ
の
他
の
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項

を
当
該
変
更
記
録
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
委
託
番
号
を
有
す
る
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
変
更
記
録
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
る
場
合

二
　
当
該
変
更
記
録
の
申
請
書
に
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
が
特
定
変
更
記
録
事
務
を
行
う
旨
及
び
特
定
変
更

記
録
事
務
を
行
う
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
委
託
番
号
の
記
載
が
あ
る
場
合

三
　
当
該
変
更
記
録
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
委
託
番
号
を
有
す
る
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
が
、
当
該
申
請

を
受
け
た
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動

車
検
査
協
会
）
か
ら
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
い
る
場
合

四
　
当
該
変
更
記
録
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
委
託
番
号
を
有
す
る
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
が
当
該
変
更
記

録
の
申
請
を
電
子
申
請
に
よ
り
行
つ
た
者
で
あ
る
場
合
（
た
だ
し
、
所
有
者
又
は
使
用
者
が
自
ら
当
該
変
更
記

録
の
申
請
を
電
子
申
請
に
よ
り
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）

五
　
当
該
変
更
記
録
の
申
請
が
、
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
の
う
ち
第
三
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査

証
の
記
載
事
項
の
変
更
を
伴
う
も
の
で
な
い
場
合

（
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
の
公
表
等
）

第
四
十
九
条
の
十
九
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
し
た
と
き
又
は
第
四
十
九
条
の

二
十
六
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記
録
を
取
り
ま
と
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
適
切
な
方
法
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
委
託
に
係
る
特
定
変
更
記
録
事
務
を
処
理
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
委
託
に
係
る
特
定
変
更
記
録
事
務
の
対
象
と
す
る
自
動
車
の
範
囲

（
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
）

第
四
十
九
条
の
二
十
　
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
法
第
六
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
係
る
事
務
と
す

る
。

（
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
の
要
件
）

第
四
十
九
条
の
二
十
一
　
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
特
定
変
更
記
録
事
務
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
特
定
変
更
記
録
事
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
次
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
第
四
十
九
条
の
十
六
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
イ
、

ロ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ニ
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支

配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
に
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の
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（
標
識
）

第
四
十
九
条
の
二
十
二
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
が
掲
げ
る
標
識
の
様
式
は
、
第
一
号
様
式
の
五
と
す
る
。

（
特
定
変
更
記
録
事
務
責
任
者
）

第
四
十
九
条
の
二
十
三
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
に
関
す

る
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
特
定
変
更
記
録
事
務
責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
を
受
け
て
講
ず
る
措
置
）

第
四
十
九
条
の
二
十
四
　
第
四
十
九
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
特
定
変
更
記
録
事
務
代

行
者
は
、
変
更
が
あ
つ
た
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
、
変
更
記
録
に
係
る
自
動
車
登
録
番
号
そ
の
他
の
自
動
車
検

査
証
の
変
更
記
録
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
自
動
車
検
査
証
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
登
録
番
号
の
確
認
）

第
四
十
九
条
の
二
十
五
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
は
、
前
条
の
措
置
を
執
る
場
合
に
お
い
て
自
動
車
検
査
証
に

記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
が
第
四
十
九
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
自
動
車
登
録
番
号
と
同
一

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
特
定
変
更
記
録
事
務
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
事
業
場
の
位
置
の
変
更
の
承
認
）

第
四
十
九
条
の
二
十
六
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
は
、
事
業
場
の
位
置
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検

査
協
会
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
氏
名
又
は
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
十
九
条
の
二
十
七
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き

は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
場
の
名
称

三
　
特
定
変
更
記
録
事
務
責
任
者
の
氏
名

（
委
託
業
務
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
九
条
の
二
十
八
　
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
は
、
特
定
変
更
記
録
事
務
の
業
務
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
の
解
除
）

第
四
十
九
条
の
二
十
九
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き

は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
特
定
変
更
記
録
事
務
の
委
託
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
四
十
九
条
の
二
十
一
各
号
の
要
件
を
備
え
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
二
節
　
改
善
措
置
の
勧
告
等

（
改
善
措
置
の
勧
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
及
び
特
定
後
付
装
置
）

第
五
十
条
　
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
自
動
車
を
輸
入
す
る
こ
と
を
業

と
す
る
者
が
輸
入
し
た
自
動
車
で
あ
つ
て
、
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業

と
す
る
者
か
ら
自
動
車
を
輸
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
が
当
該
契
約
に
基
づ
い
て
輸
入
し
た
自
動
車
（
外

国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
が
自
ら
輸
入
し
た
自
動
車
を
含
む
。
）

以
外
の
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
後
付
装
置
は
、
自
動
車
の
装
置
を
輸
入
す
る
こ

と
を
業
と
す
る
者
が
輸
入
し
た
特
定
後
付
装
置
で
あ
つ
て
、
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
の
装
置

を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
か
ら
特
定
後
付
装
置
を
輸
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
が
当
該
契
約
に
基

づ
い
て
輸
入
し
た
特
定
後
付
装
置
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
の
装
置
を
製
作
す
る
こ
と
を
業

と
す
る
者
が
自
ら
輸
入
し
た
特
定
後
付
装
置
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
使
用
者
等
へ
の
周
知
の
措
置
）

第
五
十
一
条
　
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
を
自
動
車
の
使
用
者
及
び
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
措
置
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
を
特
定
後
付
装
置
の
使
用
者
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
及
び
特
定
後
付
装
置
の
販
売
業
者
に
周
知
さ
せ

る
た
め
の
措
置
と
す
る
。

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
五
十
一
条
の
二
　
法
第
六
十
三
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
製
作
者
等
の
報
告
は
、
改
善
措
置
が
完
了
す

る
ま
で
（
国
土
交
通
大
臣
が
報
告
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
時
ま
で
）
、
三
月
ご
と
に
行

う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
三
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
装
置
製
作
者
等
の
報
告
は
、
改
善
措
置
の
届
出
の
日
か
ら
三
年
間
、

三
月
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
後
付
装
置
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
そ
の

他
の
事
情
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
報
告
の
期
間
を
延
長
し
又
は
短
縮
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
五
十
一
条
の
三
　
法
第
六
十
三
条
の
四
第
二
項
の
証
票
は
、
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
。

第
三
節
　
保
安
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
及
び
緩
和

（
自
動
車
検
査
証
等
の
提
示
の
命
令
）

第
五
十
二
条
　
地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
処
分
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
検
査
証
、
限
定
自
動
車
検
査
証
又
は
軽
自
動

車
届
出
済
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
の
付
加

二
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
指
示

三
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
の
緩
和

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
処
分
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

除
く
。
）
の
取
消
し

五
　
第
二
号
の
命
令
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
つ
た
こ
と
の
確
認

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
（
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
に
あ

つ
て
は
、
当
該
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
）
は
、
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
検
査
証
、
限
定
自

動
車
検
査
証
又
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
特
区
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
実
証
区
域
計
画
（
特
殊
仕
様
自
動
車
運
行
を
含
む
も
の
に
限

る
。
）
の
認
定

二
　
特
区
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
の
認
定
の
取
消
し

三
　
特
区
法
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
七
項
の
指
定
の
取
消
し

（
制
限
又
は
緩
和
の
記
録
）

第
五
十
三
条
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
（
第
二
号
、
第
四
号
（
第
二
号
の
指
示
の
取
消
し
に
限
る
。
）
及

び
第
五
号
に
掲
げ
る
処
分
を
除
く
。
）
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

（
制
限
の
表
示
）

第
五
十
四
条
　
自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
法
第

五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
処
分
に
係
る
自
動
車
（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
運
行
の
た
め
必
要
な
保
安
上
又
は

公
害
防
止
上
の
制
限
を
付
さ
れ
た
も
の
（
専
ら
道
路
（
専
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
場

所
に
限
る
。
）
の
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
特
殊
な
構
造
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
標
識
を
当
該
自
動
車
の
後
面
に
見
や

す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
た
と
き
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
標
識
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
自
動
車
特
定
整
備
事
業

第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
　
削
除

16



（
認
証
基
準
）

第
五
十
七
条
　
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
場
の
設
備
及
び
従
業
員
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
場
は
、
常
時
特
定
整
備
を
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
場
所
を
有
し
、

か
つ
、
次
に
掲
げ
る
作
業
場
及
び
別
表
第
四
に
掲
げ
る
規
模
の
車
両
置
場
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
分
解
整
備
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
規
模
の
屋
内
作
業
場

ロ
　
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
規
模
の
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備

作
業
場
。
た
だ
し
、
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
は
、
屋
内
作
業
場
（
車
両
整
備
作
業
場
及
び
点
検
作

業
場
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
屋
内
作
業
場
及
び
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
の
天
井
の
高
さ
は
、
対
象
と
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
特

定
整
備
又
は
点
検
を
実
施
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
こ
と
。

三
　
屋
内
作
業
場
及
び
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
の
床
面
は
、
平
滑
に
舗
装
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
事
業
場
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
作
業
機
械
等
を
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
作
業
機
械
等
の
う
ち

国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五
　
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
型

式
に
固
有
の
技
術
上
の
情
報
（
第
三
条
第
九
号
の
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造
を
行
わ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

自
動
運
行
装
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
運
行
補
助
装
置
の
機
能
の
調
整
（
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一

項
第
六
号
に
お
い
て
「
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
機
器
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

有
す
る
こ
と
。

六
　
事
業
場
に
は
、
二
人
以
上
の
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ
　
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
少
な
く
と
も
一
人
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検

定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
当
該
事
業
場
が
原
動
機
を
対
象
と

す
る
分
解
整
備
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
ハ
前
段
並

び
に
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
イ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
合
格
し
た
者
を
有
し
、
か
つ
、

一
級
、
二
級
又
は
三
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
の
数
が
、
従
業
員
の
数
を
四
で
除
し

て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
と
す
る
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
少
な
く
と
も
一
人
の
自
動
車
整
備

士
技
能
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
技
能

検
定
を
除
く
。
ハ
前
段
並
び
に
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
合

格
し
た
者
又
は
同
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
の
自
動
車
整
備
士
、
自
動
車
車
体

整
備
士
若
し
く
は
自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
電
子
制
御
装
置
整
備
に

必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者
を
有

し
、
か
つ
、
一
級
、
二
級
若
し
く
は
三
級
の
自
動
車
整
備
士
、
自
動
車
車
体
整
備
士
又
は
自
動
車
電
気
装
置

整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
の
数
が
、
従
業
員
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
と
す
る
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
　
少
な
く
と
も
一
人
の
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技

能
検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
同
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整

備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸

監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者
を
有
し
、
か
つ
、
一
級
、
二
級
又
は
三
級
の

自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
の
数
が
、
従
業
員
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
と
す
る
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
変
更
届
出
事
項
）

第
五
十
八
条
　
法
第
八
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
場
の
設
備
は
、
屋
内
作
業
場
若
し
く
は
電
子
制
御

装
置
点
検
整
備
作
業
場
の
面
積
又
は
間
口
若
し
く
は
奥
行
の
長
さ
と
す
る
。

第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
　
削
除

（
標
識
の
様
式
）

第
六
十
二
条
　
法
第
八
十
九
条
の
様
式
は
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
。

（
特
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
　
法
第
九
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
整
備
時
の
総
走
行
距
離

二
　
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
整
備
主
任
者
の
氏
名

三
　
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地
並
び
に
認
証
番
号

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
　
法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
作
業
に
係
る
料
金

を
当
該
事
業
場
に
お
い
て
依
頼
者
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
作
業
の
依
頼
者
に

対
し
、
必
要
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
整
備
の
内
容
及
び
当
該
整
備
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
し
、
料
金
の
概
算

見
積
り
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
。

三
　
依
頼
者
に
対
し
、
行
つ
て
い
な
い
点
検
若
し
く
は
整
備
の
料
金
を
請
求
し
、
又
は
依
頼
さ
れ
な
い
点
検
若
し

く
は
整
備
を
不
当
に
行
い
、
そ
の
料
金
を
請
求
し
な
い
こ
と
。

四
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
よ
う
に
自
動
車
の
改
造
を
行
わ
な
い
こ

と
。

五
　
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
子
制
御
装
置
整
備
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
型
式
に
固
有
の
技
術
上
の
情
報
に
基
づ
き
、
必
要
な
点
検

及
び
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
。

六
　
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

七
　
事
業
場
ご
と
に
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
に
特

定
整
備
及
び
法
第
九
十
一
条
の
特
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
る
こ
と
（
自
ら
統

括
管
理
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
統
括
管
理
す
る
者
（
以
下
「
整
備
主
任
者
」
と
い
う
。
）

は
、
他
の
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ
　
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検

定
に
合
格
し
た
者

ロ
　
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検

定
に
合
格
し
た
者
又
は
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
の
自
動
車
整
備
士
、
自
動
車
車
体
整
備
士
若
し
く

は
自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及

び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者

ハ
　
分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
　
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た

者
又
は
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て

電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講

習
を
修
了
し
た
者

八
　
整
備
主
任
者
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
研
修
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
。

イ
　
整
備
主
任
者
と
し
て
新
た
に
届
け
出
た
者

ロ
　

後
に
当
該
研
修
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
経
過
し
た
者

九
　
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て

は
、
み
だ
り
に
当
該
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
充
塡
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
（
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化

及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
フ
ロ
ン

類
を
い
う
。
）
を
大
気
中
に
放
出
し
な
い
こ
と
。
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十
　
他
人
に
対
し
て
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
違
反
行
為
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
し
、
又
は
他
人
が
違
反
行
為
を
す

る
こ
と
を
助
け
な
い
こ
と
。

２
　
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
は
、
整
備
主
任
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
自
動
車
特
定
整
備
事
業
の
開
始

の
日
又
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
整
備
主
任
者
が
統
括
管
理
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
整
備
主
任
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
統
括
管
理
業
務
の
開
始
の
日

３
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
同
項
第
三
号
の
者
が
一
級
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
第
一
項
第

七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
一
級
二
輪
自
動
車
整
備

士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
こ
と
又
は
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に

つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
こ
と
（
前
項
第
三
号
の
者
が
第
一
項
第

七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
の
統
括
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
の
二
　
登
録
情
報
処
理
機
関

（
本
人
確
認
方
法
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三
　
法
第
九
十
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書
及
び
そ
れ
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ

た
法
第
三
十
三
条
第
四
項
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
方
法

二
　
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
及
び
そ
れ
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名

（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
法
第
三
十
三
条
第
四
項
、
法
第
七
十
五

条
第
五
項
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
方
法

三
　
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
用
い
る
方
法

四
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
を
提
示
さ
せ
る
方
法

（
確
認
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
四
　
法
第
九
十
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
し
た
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
第
七
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
し
た
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
型
式

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
し
た
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

（
登
録
の
申
請
）

第
六
十
二
条
の
二
の
五
　
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
情
報
処
理
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
情
報
処
理
業
務
の
開
始
の
予
定
日

四
　
自
動
公
衆
送
信
に
お
い
て
登
録
情
報
処
理
機
関
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
識
別
す
る
た
め
の
文

字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

五
　
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
の
別

六
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
（
第
三
項
に
規
定
す
る
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
開
始
の
予
定
日

ロ
　
提
供
又
は
通
知
を
受
け
よ
う
と
す
る
次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
の
別

（１）
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項

（２）
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書

（３）
　
第
六
十
二
条
の
五
第
二
項
（
第
六
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し

三
　
法
人
に
あ
つ
て
は
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

五
　
情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

六
　
登
録
申
請
者
が
法
第
九
十
六
条
の
三
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

七
　
登
録
申
請
者
が
法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
前
段
の
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

八
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
登
録
申
請
者
が
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

九
　
そ
の
他
参
考
に
な
る
こ
と
を
記
載
し
た
書
類

３
　
登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

一
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
受
け
、
委
託
を
受
け
て
当
該
提
供
を

し
た
者
に
つ
い
て
第
六
十
二
条
の
二
の
三
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
及
び
同
法
第
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
並
び
に
同

法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
行
政
庁
の
照
会
に
対
し
て
回
答
す
る
業
務

二
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
、

委
託
を
受
け
て
当
該
通
知
を
し
た
者
に
つ
い
て
第
六
十
二
条
の
二
の
三
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
本
人
で
あ
る
こ

と
の
確
認
及
び
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
法
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
並
び
に

同
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
等
の
照
会
に
対
し
て
回
答
す
る
業
務

三
　
令
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
規
則
第
六
条
の
九
第
五
項
、
第
六
条
の
十
二
第
五
項
及
び
第
六
条
の
十
五
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
照
会
に
対
し
て
回
答
す
る
業
務
（
令
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国

土
交
通
大
臣
の
照
会
に
対
し
て
回
答
す
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

四
　
第
六
十
二
条
の
五
第
二
項
（
第
六
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

事
項
の
提
供
を
受
け
、
当
該
提
供
を
し
た
者
に
つ
い
て
第
六
十
二
条
の
二
の
三
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
本
人
で

あ
る
こ
と
の
確
認
及
び
法
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
の
型
式
に

つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
（
第
六
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
七
十
五

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
）
で
あ
る
こ
と
の
確
認

を
行
い
、
並
び
に
第
三
十
六
条
第
十
項
（
同
条
第
十
二
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
照
会
に
対

し
て
回
答
す
る
業
務

（
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
六
　
法
第
九
十
六
条
の
四
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
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一
　
情
報
処
理
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称

二
　
情
報
処
理
業
務
の
開
始
の
日

三
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
開
始
の
日

ロ
　
提
供
又
は
通
知
を
受
け
る
前
条
第
一
項
第
六
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る

事
項
の
別

（
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
の
閲
覧
）

第
六
十
二
条
の
二
の
七
　
法
第
九
十
六
条
の
四
第
三
項
の
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
は
、
国
土
交
通
省
に
備
え
て

公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
八
　
法
第
九
十
六
条
の
四
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
番
号

三
　
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
約
款
及
び
料
金

四
　
情
報
処
理
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
提
供
を
受
け
る
法
第
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
の
別

六
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
約
款
及
び
料
金

ロ
　
提
供
又
は
通
知
を
受
け
る
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
六
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る

規
定
に
規
定
す
る
事
項
の
別

（
登
録
の
更
新
）

第
六
十
二
条
の
二
の
九
　
第
六
十
二
条
の
二
の
三
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
の
登
録

の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
情
報
処
理
業
務
の
実
施
基
準
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
　
法
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
情
報
処
理
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
計
算
機
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
に
お
い
て
「
情

報
処
理
設
備
」
と
い
う
。
）
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
防
御

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
従
業
者
に
対
し
、
情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
施
す
こ
と
。

四
　
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
調
製
す
る
こ
と
。

五
　
情
報
処
理
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
、
速
や
か

に
当
該
支
障
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
　
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
業
務
が
前
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に

よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
、
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

七
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
附
帯
情
報
処

理
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な

く
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
公
正
に
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

（１）
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
計
算
機
（
以
下
「
附
帯
情
報
処
理
設
備
」
と
い
う
。
）
を
不

正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（３）
　
附
帯
情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（４）
　
従
業
者
に
対
し
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
施
す
こ
と
。

（５）
　
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
又
は
通
知
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理

設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
情
報

処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
調
製
す
る
こ
と
。

（６）
　
附
帯
情
報
処
理
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
附
帯
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場

合
に
、
速
や
か
に
当
該
支
障
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（７）
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
業
務
が
（
２
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
、
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督

を
行
う
こ
と
。

ハ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
者
に
委
託
す
る
場
合
を
除
き
、
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他

人
に
委
託
し
な
い
こ
と
。

（１）
　
委
託
を
受
け
た
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
法
第
九
十
六
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

（３）
　
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
委
託
を
受
け
た
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

（４）
　
公
正
に
、
か
つ
、
ロ
（
２
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
委
託
を
受
け

た
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

（５）
　
自
ら
委
託
を
受
け
た
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
一
　
法
第
九
十
六
条
の
六
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
者
に
委
託
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
電
子
計
算
機
及
び
委
託
を
受
け
た
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
九
十
六
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

三
　
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
委
託
を
受
け
た
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

四
　
公
正
に
、
か
つ
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
委
託
を
受
け
た

情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

五
　
自
ら
委
託
を
受
け
た
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
二
　
登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
法
第
九
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
の
理
由

２
　
第
六
十
二
条
の
二
の
六
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
第
六
十

二
条
の
二
の
五
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
三
　
登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
役
員
を
選
任
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
し
た
役
員
の
氏
名
又
は
解
任
し
た
役
員
の
氏
名

二
　
選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
履
歴

三
　
解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
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（
業
務
規
程
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
　
法
第
九
十
六
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
情
報
処
理
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
料
金
、
そ
の
算
出
根
拠
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
情
報
処
理
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四
　
情
報
処
理
設
備
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

五
　
情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

六
　
従
業
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項

七
　
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理
設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
調
製
に
関
す
る
事
項

八
　
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項

九
　
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
委
託
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
者
の
監

督
に
関
す
る
事
項

十
　
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
情
報
を
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
従
業
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

十
一
　
そ
の
他
情
報
処
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

十
二
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

ロ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
料
金
、
そ
の
算
出
根
拠
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ハ
　
附
帯
情
報
処
理
設
備
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ニ
　
附
帯
情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ホ
　
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
又
は
通
知
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理
設

備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
情
報
処
理

設
備
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
調
製
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
附
帯
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ト
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
委
託
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

者
の
監
督
に
関
す
る
事
項

チ
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
情
報
を
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
従
業
者
の
処
分
に
関
す
る

事
項

リ
　
そ
の
他
附
帯
情
報
処
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
情
報
処
理
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
五
　
登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
法
第
九
十
六
条
の
九
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
情
報
処
理
業
務

二
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
六
　
法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁

的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
七
　
法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
登

録
情
報
処
理
機
関
が
定
め
る
電
磁
的
方
法
（
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作

成
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
八
　
法
第
九
十
六
条
の
十
四
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
各
月
に
お
け
る
次
に
掲

げ
る
件
数
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た

件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

二
　
法
第
七
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た

件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

三
　
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受

け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

四
　
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

五
　
附
帯
情
報
処
理
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
件
数

イ
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

ロ
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
通
知
に
つ
い

て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

ハ
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
回
答
し
た
件
数

ニ
　
第
六
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
第
四
号
の
規
定

に
よ
り
提
供
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

ホ
　
第
六
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

第
六
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
件
数
及
び
回
答
し
た
件
数

２
　
法
第
九
十
六
条
の
十
四
の
帳
簿
は
、
情
報
処
理
業
務
を
行
う
事
業
場
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
情
報
処
理

業
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
の
三
　
登
録
情
報
提
供
機
関

（
登
録
の
申
請
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
九
　
法
第
九
十
六
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
提
供
機
関
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
情
報
提
供
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
情
報
提
供
業
務
の
開
始
の
予
定
日

四
　
自
動
公
衆
送
信
に
お
い
て
登
録
情
報
提
供
機
関
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
識
別
す
る
た
め
の
文

字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し

三
　
法
人
に
あ
つ
て
は
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

五
　
情
報
提
供
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

六
　
登
録
申
請
者
が
法
第
九
十
六
条
の
十
六
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

七
　
登
録
申
請
者
が
法
第
九
十
六
条
の
十
七
第
一
項
前
段
の
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

八
　
そ
の
他
参
考
に
な
る
こ
と
を
記
載
し
た
書
類

（
登
録
情
報
提
供
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
　
法
第
九
十
六
条
の
十
七
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
情
報
提
供
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称

二
　
情
報
提
供
業
務
の
開
始
の
日
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（
登
録
情
報
提
供
機
関
登
録
簿
の
閲
覧
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
一
　
法
第
九
十
六
条
の
十
七
第
三
項
の
登
録
情
報
提
供
機
関
登
録
簿
は
、
国
土
交
通
省
に

備
え
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
二
　
法
第
九
十
六
条
の
十
七
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
情
報
提
供
機
関
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
番
号

三
　
情
報
提
供
業
務
に
関
す
る
約
款
及
び
料
金

四
　
情
報
提
供
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

（
登
録
の
更
新
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
三
　
第
六
十
二
条
の
二
の
十
九
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
九
十
六
条
の
十
八
第
一

項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
情
報
提
供
業
務
の
実
施
基
準
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
四
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
情
報
提
供
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
計
算
機
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
八
に
お
い
て

「
情
報
提
供
設
備
」
と
い
う
。
）
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
情
報
提
供
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
従
業
者
に
対
し
、
情
報
提
供
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
施
す
こ
と
。

四
　
情
報
提
供
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
情
報
提
供
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
、
速
や
か

に
当
該
支
障
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
情
報
提
供
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
業
務
が
前
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に

よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
、
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

（
情
報
提
供
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
五
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
六
第
三
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
に
委
託
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
電
子
計
算
機
及
び
委
託
を
受
け
た
情
報
提
供
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
九
十
六
条
の
十
六
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

三
　
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
委
託
を
受
け
た
情
報
提
供
業
務
を
行
う
こ
と
。

四
　
公
正
に
、
か
つ
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
委
託
を
受
け
た

情
報
提
供
業
務
を
行
う
こ
と
。

五
　
自
ら
委
託
を
受
け
た
情
報
提
供
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
六
　
登
録
情
報
提
供
機
関
は
、
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六

条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
の
理
由

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
七
　
登
録
情
報
提
供
機
関
は
、
役
員
を
選
任
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
し
た
役
員
の
氏
名
又
は
解
任
し
た
役
員
の
氏
名

二
　
選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
履
歴

三
　
解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由

（
業
務
規
程
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
八
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
情
報
提
供
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
情
報
提
供
業
務
に
関
す
る
料
金
、
そ
の
算
出
根
拠
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
情
報
提
供
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四
　
情
報
提
供
設
備
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

五
　
情
報
提
供
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

六
　
従
業
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項

七
　
情
報
提
供
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項

八
　
情
報
提
供
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
委
託
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
者
の
監

督
に
関
す
る
事
項

九
　
情
報
提
供
業
務
に
関
す
る
情
報
を
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
従
業
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

十
　
そ
の
他
情
報
提
供
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
情
報
提
供
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二
十
九
　
登
録
情
報
提
供
機
関
は
、
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六

条
の
九
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
情
報
提
供
業
務

二
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三
十
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
第
三
号
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表

示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三
十
一
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
第
四
号
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
登
録
情
報
提
供
機
関
が
定
め
る
電
磁
的
方
法
（
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三
十
二
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
十
四
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
各
月
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
提
供
機
関
が
委
託
を
受
け
た
件
数

二
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
提
供
機
関
が
登
録
情
報
を
送
信
し
た
件
数
及
び
当
該
登
録

情
報
に
含
ま
れ
る
自
動
車
の
台
数

２
　
法
第
九
十
六
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
十
四
の
帳
簿
は
、
情
報
提
供
業
務
を
行
う
事
業

場
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
情
報
提
供
業
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
雑
則

（
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上
の
技
術
基
準
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三
十
三
　
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動

車
以
外
の
自
動
車
（
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
保
安
上
又
は
公
害
防
止

上
の
技
術
基
準
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
の
保
安
上
又

は
公
害
防
止
上
の
技
術
基
準
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
定
め
る
基
準
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
し
た
型
式
と
す
る
。

３
　
法
第
四
十
四
条
の
原
動
機
付
自
転
車
に
つ
い
て
の
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上
の
技
術
基
準
は
、
道
路
運
送
車
両

の
保
安
基
準
に
定
め
る
基
準
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
し
た
型
式
と
す
る
。

４
　
法
第
四
十
五
条
の
軽
車
両
に
つ
い
て
の
保
安
上
の
技
術
基
準
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
定
め
る
基
準

と
す
る
。
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（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
型
式
認
定
）

第
六
十
二
条
の
三
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
検
査
対
象
外
軽

自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
製
作
を
業
と
す
る
者
又
は
そ
の
者
と
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
販
売
契
約
を
結
ん

で
い
る
者
は
、
そ
の
製
作
し
、
又
は
販
売
す
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
型
式
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
、
か
つ
、
当
該
型
式
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
耕
作
業
用
の

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
提
示

に
つ
い
て
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
車
名
及
び
型
式

二
　
車
台
の
名
称
及
び
型
式

三
　
製
作
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
諸
元
、
外
観
図
、
強
度
計
算
書
、
製
作
方
法
、
検
査
方
法
等
当
該
型
式
の
内
容
並
び
に

当
該
型
式
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
製
作
に
お
け
る
均

一
性
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
型
式
の
内
容
及
び
当
該
認
定
に
係
る
型
式
認
定
番

号
を
告
示
す
る
。

５
　
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
検
査

対
象
外
軽
自
動
車
等
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
に
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
型
式
認
定
番
号
標
を
、
そ
の
原
動
機
に
総

排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
型
式
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く
な
り
、
又
は
均
一
性

を
有
す
る
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
又
は
虚
偽
の
型
式
認
定
番
号
標
を
表
示
し

た
と
き
。

三
　
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

７
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を

告
示
す
る
。

（
型
式
指
定
番
号
標
の
表
示
）

第
六
十
二
条
の
四
　
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
十
七
号
の
二
の
騒
音
防

止
装
置
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
騒
音

防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
が
道
路
運

送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
よ
り
当
該

基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
も
の
と
し

て
当
該
告
示
に
定
め
る
基
準
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自

動
車
に
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
型
式
指
定
番
号
標
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
の
発
行
）

第
六
十
二
条
の
五
　
装
置
型
式
指
定
規
則
第
二
条
第
十
八
号
の
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
に
つ
い
て
法
第
七
十

五
条
の
三
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
を

備
え
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装

置
指
定
自
動
車
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の

規
定
に
基
づ
く
告
示
に
よ
り
当
該
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準

に
代
え
て
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
告
示
に
定
め
る
基
準
）
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ

を
譲
受
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）

に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
の
発
行
及
び
交
付
に
代
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
譲
受
人

か
ら
の
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
、
当
該
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁

的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
譲
受
人
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
登
録
情
報
処
理
機
関
へ
の
提
供
を
承
諾
し
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録

情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
譲
受
人
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と

き
は
、
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
当
該
譲
受
人
に
交
付
し

た
も
の
と
み
な
す
。

（
出
荷
検
査
証
の
発
行
）

第
六
十
二
条
の
六
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
特
定

共
通
構
造
部
を
有
す
る
特
定
共
通
構
造
部
型
式
指
定
自
動
車
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
共
通
構
造
部
型

式
指
定
自
動
車
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
出

荷
検
査
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
譲
受
人
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
指
定
を
受
け
た
型
式
と
し
て
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
規
定
（
当
該
特
定
共
通
構
造
部
が
対
象
と
な
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す

る
こ
と
。

三
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
法
第
三
十
条
の
届
出
を
し
た
車
台
番
号
及
び
原
動
機
の
型
式
が
明
確
に
打
刻
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
特
定
共
通
構
造
部
型
式
指
定
自
動
車
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
出
荷

検
査
証
の
発
行
及
び
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
出
荷
検
査
証
を
発
行
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
共
通
構
造

部
型
式
指
定
自
動
車
の
点
検
整
備
方
式
（
自
動
車
点
検
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
第
七
条
第

三
項
及
び
第
八
条
の
技
術
上
の
情
報
を
含
む
。
）
を
使
用
者
に
対
し
て
周
知
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
税
種
別
割
又
は
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
納
付
の
有
無
の
事
実
を
確
認
す
る
方
法
）

第
六
十
三
条
　
施
行
令
第
十
二
条
の
納
付
の
有
無
の
事
実
の
確
認
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
の
届
出
等
）

第
六
十
三
条
の
二
　
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
運

輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
第
六
十
三
条
の
六
第
三
項
の
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
そ
の
他
の
必

要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
三
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
書
を
提
出
す

る
場
合
に
準
用
す
る
。

３
　
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
車
両
番
号
の
指
定
は
、

当
該
届
出
に
係
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
を
定
め
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
う
。
た
だ
し
、
試
運
転
又
は
回
送
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
法
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
で
準

用
す
る
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
車
両
番
号
標
と
し
て
臨
時
運
転
番
号
標
を
貸
与
し
、

か
つ
、
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

４
　
法
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
車
両
番
号
標

（
臨
時
運
転
番
号
標
を
除
く
。
）
及
び
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様

式
に
よ
る
。

５
　
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
の
車
両
番
号
標
及
び
臨
時
運
転
番
号
標
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
軽
自
動
車
届
出
済
証
等
の
備
付
）

第
六
十
三
条
の
三
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受

け
た
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
を
当
該
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
）

第
六
十
三
条
の
四
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
は
、
次
に
掲
げ
る
文
字
を
そ
の
順
序
に
よ
り
組
み
合
わ
せ

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
用
途
に
よ
る
分
類
番
号
を
表
示
す
る
ア
ラ
ビ
ア
数
字

二
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
を
表
示
す
る
文
字

三
　
自
家
用
又
は
事
業
用
の
別
等
を
表
示
す
る
平
仮
名
又
は
ロ
ー
マ
字

四
　
四
桁
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字

２
　
第
三
十
六
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
は
前
項
第
二
号
の
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
を
表
示
す
る
文
字
に
つ
い

て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
管
轄
区
域
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
変
更

前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
記
載
事
項
の
変
更
）

第
六
十
三
条
の
五
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
者
は
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

つ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
当
該
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長

が
行
う
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
記
入
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
記
入
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
使
用
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住

所
の
変
更
を
事
由
と
す
る
前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

４
　
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
使
用
者
の
変
更
（
当
該
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
引
き
続
き
自
動
車
運
送
事

業
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
し
な
い
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
自
動
車

運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
事
由
と
す
る
第
二
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

５
　
第
三
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
自
動
車
検
査
証
」
と
あ
る
の
は
「
軽
自
動
車
届
出
済
証
」
と
、
第
三
十
八
条
第

四
項
中
「
第
三
十
六
条
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
の
四
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
法
第
七
十
六
条
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
返
納
等
）

第
六
十
三
条
の
六
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
当
該
軽
自
動
車
届
出
済
証
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用

の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
。

二
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
。

２
　
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
返
納
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
軽
自
動

車
届
出
済
証
を
返
納
し
た
者
に
対
し
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
停
止
の
取
消
を
し
た
と

き
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
使
用
の
停
止
の
期
間
が
満
了
し
、
か
つ
、
当
該
自

動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
返
納
を
受
け
た
軽
自
動
車
届
出
済
証
を
返
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
再
交
付
）

第
六
十
三
条
の
七
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
者
は
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
が
滅
失
し
、
き
損
し
又
は
そ
の
識

別
が
困
難
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
）

第
六
十
三
条
の
八
　
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
後
面
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
車
両
番
号
標
の
領
置
等
）

第
六
十
三
条
の
九
　
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
が
法
第

六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
を
返
納
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
自
動
車
の
車
両
番
号

を
記
載
し
た
車
両
番
号
標
を
取
り
は
ず
し
、
車
両
番
号
標
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
検
査
対

象
軽
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
の
領

置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
所
有
者
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
が
第
六
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
軽
自
動
車
届
出
済
証
を
返
納
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
自
動
車
の
車
両
番
号
を
記
載
し
た
車
両
番
号

標
を
取
り
は
ず
し
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
領
置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
自
動
車
の
使
用
者
が
法
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
た
と
き

又
は
前
項
の
自
動
車
の
使
用
者
が
第
六
十
三
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
返
付
を
受
け

た
と
き
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
遅
滞
な
く
、
領
置
を
し
た
車
両
番
号
標
を
返
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
に
関
す
る
届
出
書
等
の
様
式
）

第
六
十
三
条
の
十
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
及
び
申
請
書
の
様

式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
と
す
る
。

一
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
の
届
出
書
（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

軽
二
輪
第
一
号

様
式
及
び
軽
二

輪
第
二
号
様
式

二
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
の
届
出
書
（
第
六
十
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
軽
自

動
車
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
で
あ
つ
て
、
軽
二
輪
第
二
号
様
式
の

諸
元
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
諸
元
欄
事
項
」
と
い
う
。
）
に
変
更
の
な
い

も
の
に
つ
い
て
届
出
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

軽
二
輪
第
一
号

様
式

三
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
記
入
の
申
請
書
（
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
記
入
の
申
請
書
（
諸
元
欄
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

軽
二
輪
第
二
号

様
式

五
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
の
届
出
書
（
試
運
転
又
は
回
送
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

軽
二
輪
第
三
号

様
式

六
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
記
入
の
申
請
書
（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
の
み
に
変
更

が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

軽
二
輪
第
四
号

様
式

七
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
再
交
付
の
申
請
書

八
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
返
納
の
申
請
書

軽
二
輪
第
五
号

様
式

九
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
の
交
付
の
申
請
書

２
　
軽
二
輪
第
一
号
様
式
の
届
出
書
及
び
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
氏
名
又
は
名
称
に
係
る
も
の
が
当
該
届
出

書
又
は
申
請
書
だ
け
で
は
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
は
、
軽

二
輪
第
六
号
様
式
の
追
加
用
紙
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
及
び
申
請
書
（
軽
二
輪
第
三
号
様
式
を
除
く
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
当
該
届

出
書
又
は
申
請
書
だ
け
で
は
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
は
、

軽
二
輪
第
七
号
様
式
の
追
加
用
紙
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
届
出
済
証
等
の
様
式
）

第
六
十
三
条
の
十
一
　
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
様
式
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
と
す
る
。
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一
　
軽
自
動
車
届
出
済
証

軽
二
輪
第
八
号
様
式

二
　
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証

軽
二
輪
第
九
号
様
式

三
　
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書

軽
二
輪
第
十
号
様
式

（
届
出
書
等
の
紙
質
等
）

第
六
十
三
条
の
十
二
　
Ｏ
Ｃ
Ｒ
に
用
い
る
届
出
書
及
び
申
請
書
（
次
項
に
お
い
て
「
届
出
書
等
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
紙
質
、
印
刷
等
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
届
出
書
等
は
、
折
損
し
、
又
は
汚
損
し
た
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
印
の
省
略
）

第
六
十
三
条
の
十
三
　
法
第
六
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
印
字
す
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
及
び
軽

自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
公
印
は
、
押
印
し
な
い
も
の

と
す
る
。

（
譲
渡
証
明
書
）

第
六
十
四
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
譲
渡
証
明
書
は
、
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
）

第
六
十
四
条
の
二
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
自
動
車
を
譲
渡
す
る
者
が
当

該
自
動
車
に
関
し
て
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
譲
渡
証
明
書
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
自
動
車
と
す
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
六
十
五
条
　
法
第
百
条
第
三
項
の
証
票
は
、
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
。

（
申
請
書
の
経
由
等
）

第
六
十
六
条
　
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
又
は
第
三
十
三
条
、
第
七
十
条
第

一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
の
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
一
条
若
し
く
は
法
第
八
十
二
条
第
二
項
（
法
第
八
十

三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
書
は
、
正
副
二
通
を
営
業
所
若
し
く
は
事
業
場
の
所

在
地
又
は
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
、
地
方
運
輸
局
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
の
申
請
書
又
は
第
七
十
条
第
一
項
（
第
五
号
の
場
合
に
限
る
。
）
の
届
出
書
は
、
正

副
二
通
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
耕
作
業
用
の
小
型
特
殊
自
動
車
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の

国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
同
項
の
申
請
書
及
び
第
七
十
条
第
一
項
（
第
五
号
の
場
合

に
限
る
。
）
の
届
出
書
は
、
一
通
を
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
な
い
で
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
け
る
申
請
等
）

第
六
十
六
条
の
二
　
法
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行

為
（
規
則
第
三
十
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支

局
長
に
対
し
て
す
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
法
第
三
十
六
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は

第
七
項
の
申
請
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の

管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合

二
　
前
号
及
び
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
申
請
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
自
動
車
の
使
用
の
本

拠
の
位
置
が
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
（
法
第
七
十

三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
（
法

第
六
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
法
第
七
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
申
請
等
は
、

寄
り
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務

所
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
本
文
、
法
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
五
条
の
二
第
四
項
、
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
又
は
法
第
七
十
二
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
申
請
等
は
、

寄
り
の
運
輸
監
理
部
若
し
く
は

運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
型
式
認
定
）

第
六
十
七
条
　
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
製
作
を
業
と
す
る
者
は
、
そ
の
製
作
す
る
原
動
機
の
型
式
に
つ
い
て

国
土
交
通
大
臣
の
型
式
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
型
式
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
名
称
及
び
型
式

三
　
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
主
要
諸
元

四
　
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
構
造
に
関
す
る
図
面

３
　
第
一
項
の
型
式
認
定
は
、
当
該
原
動
機
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
が
第
一
条
に
規
定
す
る
範
囲
内
に
あ
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
型
式
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
型
式
認
定
に
係
る
型
式
認
定
番
号
を
指
定
す

る
。

５
　
第
一
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
の
原
動
機
に
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
る
型
式
認
定
番
号
標
及

び
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
第
一
項
の
型
式
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
構
造
、
性
能
及
び
使
用
方
法
に
著
し
い
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
た

と
き
。

二
　
第
七
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
号
ハ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
第
一
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
者
が
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
又
は
虚
偽
の
型
式
認
定
番
号
標
を
表

示
し
た
と
き
。

四
　
第
一
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
者
が
、
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
照
会
）

第
六
十
七
条
の
二
　
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
法
第
九
十
九
条
の
四
の
照
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
車
台
番
号

二
　
移
動
報
告
番
号

三
　
解
体
報
告
記
録
が
な
さ
れ
た
年
月
日

四
　
車
両
番
号
（
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
に
係
る
照
会
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ

れ
た
際
の
車
両
番
号
）

五
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
取
業
者
が
情
報
管
理

セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
た
年
月
日

２
　
前
項
の
照
会
を
受
け
た
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
照
会
に

係
る
事
項
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
書
）

第
六
十
八
条
　
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
か
ら
報
告
を
求
め
ら
れ
た
者

は
、
速
や
か
に
当
該
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
通
を
、
地
方
運
輸
局
長
に

提
出
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
通
を
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を

経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
地
方
運
輸

局
長
に
進
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
六
十
九
条
　
法
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
手
数
料
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第

七
号
、
第
八
号
、
第
十
号
若
し
く
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
（
同
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
臨
時
検
査
合
格
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標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
自
動
車
検
査
登
録
印

紙
を
手
数
料
納
付
書
に
貼
つ
て
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
第
十
一
号
に

掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定

す
る
者
に
あ
つ
て
は
自
動
車
検
査
登
録
印
紙
を
申
請
書
に
貼
つ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
百
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
者
の
同
項
の
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
申
請
書

に
貼
つ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
百
二
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
六
十
九
条
の
二
　
法
第
百
二
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
が
あ

つ
た
日
か
ら
十
五
日
間
と
す
る
。

（
申
請
等
の
却
下
）

第
六
十
九
条
の
三
　
国
土
交
通
大
臣
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
）
は
、
法
第
百
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
却
下
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し

て
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
等
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
七
十
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
国
土
交
通
大
臣
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
あ
つ
て
は
地
方
運
輸
局
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
二
十
七
条
の
届
出
を
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

イ
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
又
は
打
刻
を
行
う
事
業
場
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
に
変
更
が
あ
つ
た
と

き
。

ロ
　
届
出
に
係
る
型
式
の
車
台
又
は
原
動
機
の
製
作
を
や
め
た
と
き
。

二
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
に
関
し
、
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変

更
が
あ
つ
た
場
合

三
　
法
第
五
十
条
第
二
項
の
大
型
自
動
車
使
用
者
等
に
関
し
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合

四
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
が
、
大
型
自
動
車
使
用
者
等
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合

五
　
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

イ
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

ロ
　
当
該
型
式
の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
製
作
又
は
販
売
を
や
め
た
と
き
。

六
　
第
六
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

イ
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

ロ
　
当
該
型
式
の
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
主
要
諸
元
、
構
造
に
関
す
る
図
面
又
は
使
用
方
法
に
変
更
が

あ
つ
た
と
き
。

ハ
　
当
該
型
式
の
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
製
作
を
や
め
た
と
き
。

２
　
前
項
の
届
出
は
、
届
出
事
由
の
発
生
し
た
日
後
三
十
日
以
内
に
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
十

五
日
以
内
に
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
）
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
三
月
二
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
日
運
輸
省
令
第
七
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
六
十
三
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
第
十
八
号
様
式
の

改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
改
正
規
定
及
び
道
路
運
送
車
両

法
施
行
規
則
別
表
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
三
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
三
号
様
式
の
二
の
改
正
規
定

は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
五
条
（
臨
時
運
行
許
可
期
限
票
の
様
式
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
様
式
の
三
の
改
正
規
定
は
、
別
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る

改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
申
請
又
は
そ
の
記
載
は
、
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定

に
よ
り
し
た
申
請
又
は
そ
の
記
載
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
、
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
製
し
、
又
は
交
付
し
た
自
動

車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
若
し
く
は
譲
渡
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
製
し
、
又
は
交
付
し
た
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
若

し
く
は
譲
渡
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
記
載
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
自
動
車
登
録
原
簿
に
自
動
車
の
所
有
権
の
登
録
以
外
の
登
録
が
あ
る
自
動
車
に

係
る
自
動
車
の
譲
渡
証
明
書
の
記
載
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
所
有
権
の
登
録
以
外
の
登
録
が
ま
つ
消
さ
れ
る
ま

で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
六
月
一
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
号
の
改
正
規
定
中
小
型
自
動
車
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
第
六
十
三
条
第
四
項
及
び
第
六
十
三
条
の
七
第
五
項
の
改
正
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三

十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
原
動
機
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
八
月
九
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
七
月
一
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
九
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
九
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
お
け
る
同
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
基
準

は
、
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
受
け
て
い

る
者
に
関
し
て
は
、
改
正
前
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
作
業
機
械
等
の
備
置
及
び
従
業
員
に
関
す
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
第
六
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
型
式
認
定
を
受
け

た
軽
自
動
車
の
型
式
は
、
改
正
後
の
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
〇
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
二
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
〇
月
三
日
運
輸
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
六
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
前
に
通
知
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
た
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
こ
の
省
令
施
行
前

に
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
を
記
載
し
た
車
両
番
号
標
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
改
正
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
一
六
日
運
輸
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
運
輸
省
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
二
号

様
式
の
二
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
、

第
三
十
八
条
及
び
第
七
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
標
章
の
交
付
は
、
同
項
第
一
号
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
当
該
自
動

車
検
査
証
を
交
付
し
、
又
は
そ
の
有
効
期
間
を
更
新
す
る
と
き
に
行
な
う
も
の
と
し
、
同
項
第
二
号
の
自
動
車
に

あ
つ
て
は
交
付
の
期
間
及
び
場
所
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
自
動
車
の
種
別
又
は
用
途
、
自
動
車
の
使
用
の
本

拠
の
位
置
の
分
布
の
状
態
等
を
考
慮
し
て
定
め
、
か
つ
、
公
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
の
使
用
者
が
検
査
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
当
該
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
譲
渡
証
明
書
は
、
改

正
後
の
同
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
有
効
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

３
　
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
普
通
自
動
車
分
解
整
備

事
業
又
は
小
型
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
で
あ
つ
て
、
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
指
定
の
範
囲
が
次
表

上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
新

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
同
表
の
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
を
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
指
定
の

範
囲
と
す
る
普
通
自
動
車
分
解
整
備
事
業
又
は
小
型
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
と
み
な
す
。
そ
の
認
証
の
申

請
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

旧
法
の
規
定
に
よ
る
普
通
自
動
車

分
解
整
備
事
業
又
は
小
型
自
動
車

新
法
の
規
定
に
よ
る
普
通
自
動
車

分
解
整
備
事
業
又
は
小
型
自
動
車

分
解
整
備
事
業
の
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
指
定

の
範
囲

分
解
整
備
事
業
の
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
指
定
の
範

囲

普
通
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車
　
特
殊
自
動
車

普
通
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車
　
大
型
特
殊
自
動
車

普
通
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車

普
通
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車

普
通
自
動
車
　
特
殊
自
動
車

普
通
自
動
車
　
大
型
特
殊
自
動
車

普
通
自
動
車

普
通
自
動
車

乗
用
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車
　
特
殊
自
動
車

乗
用
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車
　
大
型
特
殊
自
動
車

乗
用
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車

乗
用
自
動
車
　
小
型
四
輪
自
動
車

乗
用
自
動
車
　
特
殊
自
動
車

乗
用
自
動
車
　
大
型
特
殊
自
動
車

乗
用
自
動
車

乗
用
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
特
殊
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
大
型
特
殊
自
動
車

特
殊
自
動
車

大
型
特
殊
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
小
型
三
輪
自
動
車
　
小
型
二
輪
自

動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
小
型
三
輪
自
動
車
　
小
型
二
輪
自
動
車

　
軽
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
小
型
三
輪
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
小
型
三
輪
自
動
車
　
軽
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
小
型
二
輪
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
小
型
二
輪
自
動
車
　
軽
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車

小
型
四
輪
自
動
車
　
軽
自
動
車

小
型
三
輪
自
動
車
　
小
型
二
輪
自
動
車

小
型
三
輪
自
動
車
　
小
型
二
輪
自
動
車

小
型
三
輪
自
動
車

小
型
三
輪
自
動
車

小
型
二
輪
自
動
車

小
型
二
輪
自
動
車

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
法
の
規
定
に
よ
る
認
証
に
条
件
が
附
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
当
該
条
件
は
、
新
法

の
規
定
に
よ
る
認
証
に
附
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
小
型
特
殊
自
動
車
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
そ
の
型
式
に
つ
い
て
軽
自
動
車
と
し
て
運
輸
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
も
の
は
、
小
型
特
殊
自
動
車
と
し
て
そ
の
型
式
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
自
動
車
登
録
規
則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は
自
動
車

型
式
指
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
申
請
は
、
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規
則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は

自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
申
請
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
自
動
車
登
録
規
則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は
自
動
車
型
式
指
定
規

則
の
規
定
に
よ
り
作
製
し
、
又
は
交
付
し
た
自
動
車
登
録
原
簿
、
自
動
車
登
録
原
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
、
新

規
登
録
用
謄
本
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
、

譲
渡
証
明
書
若
し
く
は
完
成
検
査
終
了
証
又
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規

則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
製
し
、
又
は
交
付
し
た
自
動
車

登
録
原
簿
、
自
動
車
登
録
原
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
、
新
規
登
録
用
謄
本
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検

査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
、
譲
渡
証
明
書
若
し
く
は
完
成
検
査
終
了
証
又
は
こ
れ

ら
に
対
す
る
記
載
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
一
六
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定

並
び
に
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
、
同

規
則
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
自
動
車
分
解
整
備
事
業
を
経

営
し
て
い
る
者
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
申
請
し
て
い
る
者
に
係
る
同
法
第
八

十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
事
業
場
の
規
模
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施

行
後

初
に
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
運
輸
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
四
十
八
条
の
二
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
四
条
第
二

項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
（
速
度
表
示
装
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次

項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
た
従

前
の
様
式
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
同
日
ま
で
に
同
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
を
記
載
し

た
従
前
の
様
式
に
よ
る
車
両
番
号
標
は
、
新
規
則
第
一
号
様
式
又
は
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
四
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
他
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
実
地
審
査
許
可
書
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

は
、
改
正
後
の
第
六
号
様
式
の
二
に
よ
る
他
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
実
地
審
査
許
可
書
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
使
用
の
停
止
を
命
ぜ

ら
れ
た
者
に
交
付
さ
れ
た
返
納
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
は
、
改
正
後
の
第
九
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検

査
証
保
管
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
七
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
九
月
八
日
運
輸
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
一
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の

日
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
九
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
中

第
四
十
五
条
の
二
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
四
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
条
の
規

定
中
第
三
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。

以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
軽
自
動
車
の

う
ち
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
検
査
対

象
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
及
び
昭
和
五
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
新
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
車
両
番
号
標
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
号
様
式
の
三
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
号
様
式
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
旧
施
行
規
則
第
十
四
号
様
式
の
車
両
番
号
標
を
表
示
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
車
両
番

号
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４
　
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
新
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査

協
会
）
は
、
附
則
第
二
項
の
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
記
入
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

記
入
が
使
用
の
本
拠
の
位
置
又
は
自
家
用
若
し
く
は
事
業
用
の
別
若
し
く
は
用
途
等
の
区
分
の
変
更
に
係
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
車
両
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
様
式
は
、
新
施
行
規
則
第
三
号
様

式
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ａ
）
（
そ
の
一
）
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（
Ａ
）
（
そ
の
二
）
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（
Ｂ
）
（
そ
の
一
）
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（
Ｂ
）
（
そ
の
二
）
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備
考

（
１
）
　
都
道
府
県
知
事
が
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
は
（
Ａ
）
，
当
該
行
政
庁
（
都
道
府
県
知
事
を
除
く
。
）

が
貸
与
す
る
も
の
は
（
Ｂ
）
に
よ
る
こ
と
。

（
２
）
　
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
に
は
，
図
示
の
例
に
よ
り
，
陸
運
事
務
所
を
表
示
す
る
文
字
，
四
け
た
以
下
の
数

字
，
斜
線
及
び
当
該
行
政
庁
名
を
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
数
字
が
四
け
た
で
あ
る
と
き
は
図

（
そ
の
一
）
，
数
字
が
三
け
た
以
下
で
あ
る
と
き
は
図
（
そ
の
二
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（
３
）
　
陸
運
事
務
所
の
表
示
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
一
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（
４
）
　
文
字
は
浮
出
し
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
当
該
行
政
庁
名
を
表
示
す
る
文
字
は
，
浮
出
し
と
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

（
５
）
　
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
塗
色
は
，
白
色
に
黒
文
字
と
し
，
斜
線
は
赤
色
と
す
る
こ
と
。

（
６
）
　
図
（
Ａ
）
の
陸
運
事
務
所
を
表
示
す
る
文
字
が
三
文
字
又
は
四
文
字
の
場
合
は
，
当
該
文
字
の
横
の
長
さ
は

２
２
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。

（
７
）
　
寸
法
の
単
位
は
，
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。

６
　
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
様
式
は
、
新
施
行
規
則
第
五
号
様

式
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
そ
の
一
）
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（
そ
の
二
）
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備
考

（
１
）
　
回
送
運
行
許
可
番
号
標
に
は
，
図
示
の
例
に
よ
り
，
上
段
に
陸
運
事
務
所
を
表
示
す
る
文
字
を
，
下
段
に
四

け
た
以
下
の
数
字
を
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
数
字
が
四
け
た
で
あ
る
と
き
は
図
（
そ
の
一
）
，

数
字
が
三
け
た
以
下
で
あ
る
と
き
は
図
（
そ
の
二
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（
２
）
　
陸
運
事
務
所
の
表
示
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
一
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（
３
）
　
文
字
は
，
浮
出
し
と
す
る
こ
と
。

（
４
）
　
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
塗
色
は
，
白
地
に
黒
文
字
と
し
，
そ
の
内
側
に
幅
１
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
赤
色
の

枠
を
附
す
る
こ
と
。

（
５
）
　
陸
運
事
務
所
を
表
示
す
る
文
字
が
三
文
字
又
は
四
文
字
の
場
合
は
，
当
該
文
字
の
横
の
長
さ
は
２
２
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。

（
６
）
　
寸
法
の
単
位
は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。

７
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
第
五
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
（
新

法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
に
対
す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、

保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
み
な
さ
れ
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
新
規
検
査
の
実
施
方
法
は
、
提
出
さ
れ
た
保

安
基
準
適
合
証
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第

六
十
二
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
六
十
三
条
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
は
、
昭
和

四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
の
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定
中
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
第
二
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
一
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
　
昭
和

四
十
九
年
九
月
一
日

三
　
第
三
条
及
び
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
　
昭
和
五
十
年
一
月
一
日

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
昭
和
五
十
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
昭
和
五
十
年
五
月
三
十
一
日
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の

届
出
が
あ
つ
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
五
十
年
九
月
三
十
日
）
ま
で
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定

す
る
車
両
番
号
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車

登
録
規
則
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
登
録
規
則
等
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
は
、
新
登
録
規
則
等
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

５
　
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
及
び
臨
時
運
転
番
号
標
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
自
動
車
登
録
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
九
月
一
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
大
型
特
殊
自
動
車
の
項
及
び

同
表
小
型
特
殊
自
動
車
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
の
種
別
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
九
月
五
日
運
輸
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
八
日
運
輸
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
五
月
七
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八

条
第
三
項
又
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
又
は

新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運

送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
四
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
八
日
運
輸
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
自
動
車
分
解
整
備
事
業
を
経

営
し
て
い
る
者
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
申
請
し
て
い
る
者
に
係
る
同
法
第
八

十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
事
業
場
の
規
模
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

省
令
の
施
行
後

初
に
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
事
業
場
の
規

模
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
五

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
認
定
を
受
け
て
い
る
機
械
器
具
は
、
新
施
行
規
則
第
六
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
認
定
を
受
け
た
自
動
車
整
備
検
査
用
機
械
器
具
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
施
行
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
機
械
器
具
で
あ

つ
て
同
条
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
（
同
条
第
八
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
こ

と
を
事
由
と
し
て
型
式
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の
は
、
新
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
四
号
、
改
正
後
の
指
定

自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
二
条
第
二
項
又
は
改
正
後
の
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
省
令
第
十
三
条
第
二
項
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
認
定
を
受
け
た
自
動
車
整
備
検
査
用

機
械
器
具
で
あ
つ
て
同
条
第
八
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
事
由
と
し
て
型

式
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八

条
第
三
項
又
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
又
は

新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運

送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八

条
第
三
項
又
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
又
は

新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運

送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
自
動
車
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
検

査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動

車
に
つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
後
は
じ
め
て
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
ま
つ
消
登
録
を
受
け
る
ま
で
若
し
く
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
を
返
納
す
る
ま
で
又
は
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
等
変
更
検
査
を
受

け
る
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１

　

こ

の

省

令

中

、

福

岡

県

陸

運

事

務

所

に

係

る

部

分

及

び

第

三

条

の

改

正

規

定

中「

北
九
州

Ｆ
Ｏ
Ｋ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
、
山
形
県
陸
運
事
務
所
に
係
る
部
分
及
び
同
条
の
改

正

規

定

中「

山
形

Ｙ
Ａ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
同
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八

条
第
三
項
又
は
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
又
は

新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
登
録
規
則
別
表
第
一
及
び
道
路
運

送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
八
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
、
第
三
十
一
条
第
二
項
の
表
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
表
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第

五
十
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
三
十
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
（
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
附
則
第
十
八
項
及
び
第
二
十
項
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
は
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
、
第
三
十
一
条
第
二
項
の
表
第
四
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
表
第
四
号
の
改
正
規
定
、
同

条
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
八
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
三
十

六
項
か
ら
第
三
十
八
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
附
則
第
二
十
二
項
、
第
二
十
四
項
、
第
二
十
六
項
及
び
第
二
十
七
項
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
は
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
八
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
、
第
三
十
一
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
四
十

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七

十
四
号
）
附
則
第
二
十
九
項
及
び
第
三
十
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
、
そ

の
他
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
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五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
日
運
輸
省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
改
正
前
の
第
四
号
様
式
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
証
は
、
改
正
後
の
同
様
式

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
、
第
六
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
七
条
の
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
昭
和
五

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の

日
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１

　

こ

の

省

令

中

、

大

阪

府

陸

運

事

務

所

に

係

る

部

分

及

び

第

三

条

の

改

正

規

定

中「

大
阪

Ｏ
Ｓ
Ｏ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
、
青
森
県
陸
運
事
務
所
に
係
る
部
分
及
び
同
条
の
改

正

規

定

中「

青
森

Ａ
Ｍ
Ａ

」
を
改
め
る
部
分
は
、
同
年
十
二
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規
定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九

年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
、
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
、
自
動
車
分

解
整
備
事
業
者
又
は
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
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規
定
に
よ
り
掲
げ
て
い
る
標
識
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規

則
別
記
様
式
、
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
第
二
号
様
式
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
号
様
式

及
び
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
第
七
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
五

十
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
四
十
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
（
道
路
運

送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
附
則
第
三
十
七
項
及
び
第
三
十
九
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
三
項

又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
五
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
又
は
封
印
取
付
受
託
者
が
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
掲
げ
て
い
る
標
識
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
別
記
様
式
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第

一
号
様
式
の
三
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
従
前

の
様
式
に
よ
る
検
認
票
、
回
送
運
行
許
可
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標

貸
与
証
、
登
録
事
項
等
通
知
書
、
自
動
車
検
査
証
又
は
登
録
事
項
等
証
明
書
、
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
の
規

定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
票
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に

伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
を
定
め
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

た
従
前
の
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
及
び
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年

十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
そ
の
改

正
規
定
の
施
行
に
よ
り
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、

同
令
第
三
十
八
条
第
三
項
又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六

条
の
三
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る

臨
時
運
行
許
可
番
号
標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両

法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
第
一
条
の
規
定
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
略

三
　
第
三
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
　
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
昭
和
六
十
三
年
九
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
一
六
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
第
一
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
　
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
一
日

二
　
第
二
条
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
　
昭
和
六
十
四
年
十
月
一
日

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
昭
和
六
十
五
年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
自
動
車
登

録
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規
則
第
十
三
条
に

規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
登
録
番
号
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
車
両
番
号
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
又
は
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
同
令
第
三
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
又
は
第
六
十
三
条

の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行

規
則
第
三
十
六
条
の
三
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す

る
車
両
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号

標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
又
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
第
一
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
は
昭
和
六
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
項

の
規
定
は
昭
和
六
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
六
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
、
第
三
十
一
条
第
六
項
の
表
の
改
正
規
定
（
同
表
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条

に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
五
十
九
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
昭

和
六
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
昭
和
六
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
二
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
の
種
別
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
第
一
条
並
び
に
次
項
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
七
項
の
規
定
　
平
成
三
年
十
一
月
一
日

二
　
第
二
条
並
び
に
附
則
第
四
項
及
び
第
八
項
の
規
定
　
平
成
四
年
十
月
一
日

三
　
第
三
条
並
び
に
附
則
第
五
項
及
び
第
九
項
の
規
定
　
平
成
五
年
十
月
一
日

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
平
成
六
年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
一
月
一
六
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
一
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
一
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
第
一
条
中
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
一
条
、
第
五
十
三
条
の
二
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
及
び
第
五
十
八

条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
（
次
号
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
（
前
号
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
中
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
八
条
の
改
正
規
定
　
平
成
五
年
十
二
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
　
平
成
六
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
四
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
八
条
に
第
七
十
五
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定

は
、
平
成
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
一
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行

の
日
（
平
成
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
平
成
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
が
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
で
あ
る

自
動
車
で
あ
っ
て
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
継
続
検
査
を
受

け
る
も
の
　
当
該
継
続
検
査
の
日

二
　
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
　
平
成
七
年
七
月
一
日
以
後
に
初
め
て
受
け
る
検
査
の
日

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
証
を
受
け
て
小
型
自
動
車
分
解
整
備
事
業
（
対
象
と
す
る
自
動
車
に
三
輪
以
上
の
小
型
自
動
車
が
含
ま
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
経
営
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和

四
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
基

準
（
事
業
場
の
規
模
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
が
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普
通
自
動
車
分
解
整
備
事
業
（
普
通
自
動
車
（
車

両
総
重
量
が
八
ト
ン
以
上
の
も
の
、
乗
車
定
員
が
十
一
人
以
上
の
も
の
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
又
は

散
水
自
動
車
、
広
告
宣
伝
用
自
動
車
、
霊
き
ゅ
う
自
動
車
そ
の
他
特
種
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
証
を
受
け
る
と
き
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

基
準
（
事
業
場
の
規
模
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
一
項
第

一
号
及
び
別
表
第
四
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

六
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
認
定
番
号
標
が
表
示
さ
れ
た
作
業
機
械
等
又
は
旧
施
行
規
則
第
五
十
七
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
が
自
動
車
の
分
解
整
備
用
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
定
し
た
作
業

機
械
等
は
、
新
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
運
輸
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
た
も
の

で
あ
っ
て
運
輸
大
臣
の
定
め
る
者
の
行
う
検
査
に
合
格
し
た
も
の
又
は
地
方
運
輸
局
長
が
自
動
車
の
分
解
整
備
用

と
し
て
適
当
で
あ
る
と
定
め
た
も
の
と
み
な
す
。
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４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
自
動
車
分
解
整
備
事
業
を

経
営
し
て
い
る
者
及
び
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
申
請
し
て
い
る

者
で
あ
っ
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
業
機
械
等
を
備
え
て
い
る
も
の
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
基
準
（
事
業
場
の
作
業
機
械
等
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

後

初
に
当
該
作
業
機
械
等
を
変
更
す
る
ま
で
の
間
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
作
業
機
械
等
を
備
え
て
い
る
者
と

み
な
す
。

ボ
ル
ト
・
メ
ー
タ
又
は
ア
ン
ペ
ア
・
メ
ー
タ

サ
ー
キ
ッ
ト
・
テ
ス
タ

バ
ツ
テ
リ
・
テ
ス
タ

充
電
器

バ
キ
ユ
ー
ム
・
ゲ
ー
ジ

ハ
ン
デ
ィ
・
バ
キ
ュ
ー
ム
・
ポ
ン
プ

ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
ー
ジ
付
ト
ー
ス
カ
ン

ダ
イ
ヤ
ル
・
ゲ
ー
ジ

５
　
旧
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
普
通
自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
（
対
象
と
す
る
自
動
車
に
普
通
自
動
車
が
含
ま
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
が
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
げ
て
い
る
標
識
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第

二
十
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
一
年
間
は
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
四
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第

一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
（
第
二
号
様
式
燃
料
装
置
の
部
及
び
第
二
号
様
式
の
二
燃
料

装
置
の
部
中
「
液
化
石
油
ガ
ス
装
置
」
を
「
高
圧
ガ
ス
装
置
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
一
号
様

式
及
び
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
八
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様

式
の
三
及
び
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
臨
時
検
査
申
請
書
、
軽
自
動
車
届
出
書
、
軽
自
動

車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
及
び
譲
渡
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号

様
式
に
よ
る
完
成
検
査
終
了
証
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴

う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る

登
録
証
書
交
付
申
請
書
、
原
動
機
付
自
転
車
届
出
書
及
び
登
録
証
書
再
交
付
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
八
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
の

三
及
び
第
二
十
一
号
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号
様
式
並
び
に
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
十
六
号
様
式

及
び
第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る
臨
時
運
行
許
可
証
、
回
送
運
行
許
可
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
及
び
臨
時
運
転

番
号
標
貸
与
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
十
六
号

様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規

定
は
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
の
種
別
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
大
型
特
殊
自
動
車
で
あ
っ

て
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
小
型
特
殊
自
動
車
と
な
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
自
動
車
」

と
い
う
。
）
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
受
け
て
い
る
登
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
初

め
て
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
自
動
車
に
係
る
移
転
登
録
の
申
請
が
受
理
さ
れ
る
ま
で
（
嘱

託
に
よ
り
移
転
登
録
が
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
嘱
託
が
な
さ
れ
る
ま
で
）
の
間
（
所
有
権
の
登
録
以
外

の
登
録
が
あ
る
特
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
自
動
車
に
係
る
移
転
登
録
を
受
け
た
後
当
該
特
定
自
動
車
に

係
る
所
有
権
の
登
録
以
外
の
登
録
が
抹
消
さ
れ
る
ま
で
の
間
）
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
自
動
車
に
係
る
抹
消
登
録
の
申
請
が
受
理
さ
れ
る
ま
で
（
嘱
託
に
よ
り
抹
消
登
録

が
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
嘱
託
が
な
さ
れ
る
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
所

有
権
の
登
録
以
外
の
登
録
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
所
有
権
の
登
録
以
外
の
登
録
の
原
因
た
る

事
実
関
係
に
関
し
て
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
新
た
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
法
第

六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送

車
両
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
自
動
車
検
査
証
」
と
あ
る
の
は
「
自

動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
第
三

条
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
登
録
事
項
等
通
知
書
又
は
登
録
事
項
等
証
明
書
」
と
す
る
。

第
三
条
　
農
耕
作
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
大
型
特
殊
自
動
車
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
の
施
行

に
よ
り
新
た
に
小
型
特
殊
自
動
車
と
な
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
自
己

の
た
め
に
運
行
の
用
に
供
す
る
者
が
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
当
該
特
定
自
動
車
を
運
行
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
他
人

の
生
命
又
は
身
体
を
害
し
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
責
任
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
特
定
自
動
車
に
係
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
責
任
保
険
契
約
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
当
該
責
任
保
険
契
約
の
保
険
期
間
の

残
存
期
間
中
、
保
有
者
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
自
賠
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
者
を
い
う
。
）
又
は
運
転
者
（
自
賠
法
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
運
転
者
を
い
う
。
）
が
特
定
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
に
加
え
た
損
害
の
賠

償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
り
受
け
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
を
て
ん
補
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
責
任
保
険

契
約
の
当
事
者
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
と
し
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
金
額
に
つ

い
て
は
、
自
賠
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
後
の
保
険

金
額
と
同
じ
額
と
す
る
。
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３
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
同
項
の
保
険
契
約
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任

保
険
に
関
す
る
自
賠
法
（
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
に
関
す
る
自
賠
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
保
険
契
約
は
責
任

保
険
契
約
と
み
な
す
。

５
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
自
動
車
に
係
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
契
約
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
二
項
」
と
、
第
三
項
中
「
第
二
十
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条

の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
登
録
に
係
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
一

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
四
日
運
輸
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
技
能
検

定
申
請
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
優
良
自

動
車
整
備
事
業
者
認
定
申
請
書
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
、

第
十
一
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
検
査
標
章
再
交
付
申
請
書
・
臨
時
検
査
合
格
標
章

再
交
付
申
請
書
・
自
動
車
予
備
検
査
証
再
交
付
申
請
書
・
限
定
自
動
車
検
査
証
再
交
付
申
請
書
・
軽
自
動
車
届
出

済
証
再
交
付
申
請
書
、
予
備
検
査
申
請
書
、
自
動
車
予
備
検
査
証
記
入
申
請
書
及
び
軽
自
動
車
届
出
書
（
臨
時
運

転
番
号
標
貸
与
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
）
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び

検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
旧
様
式
省
令
」
と
い
う
。
）
専
用
第
五
号
様
式
及

び
第
八
号
様
式
に
よ
る
継
続
検
査
申
請
書
及
び
自
動
車
検
査
証
記
入
申
請
書
・
備
考
欄
補
助
シ
ー
ト
並
び
に
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る

省
令
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る
継
続
検
査
申
請
書
・
臨
時
検
査
申
請
書
・
分
解

整
備
検
査
申
請
書
、
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
交
付
申
請
書
及
び
自
動
車
検
査
証
再
交
付
申
請
書
・
限
定
自
動

車
検
査
証
再
交
付
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
第
一

号
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
第
一
号
様
式
、
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
五
号

様
式
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省

令
（
以
下
「
新
様
式
省
令
」
と
い
う
。
）
専
用
第
五
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
第
二
号
様
式
、

第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
の
三
に
よ

る
軽
自
動
車
届
出
書
（
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
）
及
び
軽
自
動
車
届
出
済
証
記
入

申
請
書
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
新
規
検
査
申
請
書
・
自
動
車
検
査
証
交
付
申
請

書
及
び
自
動
車
検
査
証
記
入
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
の
三
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
届
出
者
（
使
用
者
）
、
申
請
者
（
使
用

者
）
又
は
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
九
日
運
輸
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
主
任

者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
引
き
続
き
当
該
事
業
場
の
従
業
員
で
あ
る
間
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
整
備
主
任
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
が
、
こ
の
省
令

の
施
行
前
に
旧
法
第
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
は
、
新
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
し
た
届
出
と
み
な
し
、
当
該
事
業
場
に
対
す
る
新
規
則
第
五
十
七
条
第
六
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
級
又
は
二
級
の

自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
当
該
事
業
場
が
原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

合
格
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
主
任
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
自
動
車
、
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項

の
認
定
を
受
け
て
い
る
装
置
又
は
旧
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
旧
規

則
第
六
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
三
第
六

項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
二
条
の
四
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
三
第
七
項
、
第

六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
三
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第

七
十
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
認
定
を
申
請
中
の
自
動
車
、
旧
規
則

第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
の
認
定
を
申
請
中
の
装
置
又
は
旧
規
則
第
六
十
三
条
の
認
定
を
申
請
中
の
装
置
に
つ
い

て
は
、
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
、
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
本
文
及
び
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
二
条
の
四
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
本
文
、
第
三
項
、
第
四

項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
本
文
（
第
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二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
七
十

条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５
　
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
認
定

を
受
け
て
い
る
自
動
車
及
び
同
項
の
認
定
を
申
請
中
の
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

六
十
二
条
の
四
中
「
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
の
騒
音
防
止
装

置
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
」
と
、
「
指
定
を
受
け
た
騒
音
防
止
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
を
受
け
た
騒
音
防
止

装
置
」
と
、
「
第
十
八
号
様
式
の
二
に
よ
る
型
式
指
定
番
号
標
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
則
第
十
八
号
様
式
の
二
に

よ
る
型
式
認
定
番
号
標
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
六
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て

い
る
装
置
及
び
同
項
の
認
定
を
申
請
中
の
装
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
三
条
中

「
装
置
型
式
指
定
規
則
第
二
条
第
四
号
の
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項

の
申
請
を
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
」
と
、
「
指
定
を
受

け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
八
日
運
輸
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
し
、
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
運

輸
省
令
第
五
号
）
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
六
日
運
輸
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
中
、
第
一
条
及
び
第
二
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
第

三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
、
第
五
条
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の

規
定
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
日
運
輸
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治

産
者
及
び
そ
の
保
佐
人
に
関
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
自

動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
第
三
条
第
四
号
ハ
の
改
正
規
定
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
三
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
五
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第

二
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
七
号
書
式
に
よ
る
災
害
補
償
審
査
（
仲
裁
）
申
請

書
、
水
先
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
免
許
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
水
先
免
状
再
交
付
申
請

書
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
免
許
更
新
申
請
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
水
先
人
試
験
／
第
一
次
／
第
二
次
／

受
験
申
請
書
並
び
に
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
納
付
書
、
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
別
記
様
式
に
よ
る

標
識
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
申
請
書
、
自
動
車
事
故
報

告
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
自
動
車
事
故
報
告
書
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
一
号
様
式
の
三
に
よ
る
封
印
取

付
受
託
者
の
標
識
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
証
、
第
十
二
号
様
式
の
三
に
よ
る
検
査
標
章
、
第
十
五

号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
書
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る

臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
並
び
に
第
十
七
号
様
式
の
三
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
、
船
舶
職
員
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
号
）
別
記
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
引
換
え
申

請
書
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
海
技
従
事
者
免
許
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
限
定
解
除
申
請
書
、
第
六
号
様
式

に
よ
る
登
録
事
項
（
海
技
免
状
）
訂
正
申
請
書
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
海
技
免
状
更
新
申
請
書
、
第
九
号
様
式
に

よ
る
海
技
免
状
再
交
付
申
請
書
、
第
十
一
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
海
技
士
（
航
海
）
・
海
技
士
（
機
関
）
・
海
技
士

（
通
信
）
及
び
海
技
士
（
電
子
通
信
）
の
資
格
に
係
る
海
技
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
（
一
）
、
第
十
一
号
様
式
そ

の
二
に
よ
る
小
型
船
舶
操
縦
士
の
資
格
に
係
る
海
技
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
、
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
船
舶
職

員
養
成
の
実
施
状
況
報
告
書
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
乗
組
み
基
準
特
例
許
可
申
請
書
、
第
十
五
号
様
式
の
二
に

よ
る
締
約
国
資
格
受
有
者
承
認
申
請
書
・
登
録
事
項
（
承
認
証
）
訂
正
申
請
書
・
承
認
証
再
交
付
申
請
書
、
第
十

六
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
納
付
書
並
び
に
第
十
六
号
様
式
そ
の
二
に
よ
る
納
付
書
、
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び

衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
資
格
認
定
申
請
書
、
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の

実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
、
自
動
車
の

登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
等
通
知
書
、
第
十

一
号
様
式
に
よ
る
抹
消
登
録
証
明
書
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
に
よ
る
登
録
事
項
等
証
明
書
、

第
十
五
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、
第
十
七
号
様
式

に
よ
る
自
動
車
予
備
検
査
証
並
び
に
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
限
定
自
動
車
検
査
証
、
旅
行
業
法
施
行
規
則
第
一
号

様
式
に
よ
る
新
規
登
録
申
請
書
、
変
更
登
録
申
請
書
及
び
更
新
登
録
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
者
登

録
簿
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
者
登
録
簿
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
変

更
届
出
添
付
書
類
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
取
引
額
報
告
書
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業

登
録
票
並
び
に
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
旅
行
業
者
代
理
業
登
録
票
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に

基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
変
更
承
認
申
請
書
並
び
に
船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省

令
第
一
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
交
付
申
請
書
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明

書
再
交
付
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
式
又
は
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
四
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十

八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
九
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
五

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
検
査
法
人
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書

そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な

お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け

て
い
る
自
動
車
の
種
別
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
道
路
運
送

車
両
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
当
該
自
動
車
が
こ
の
省
令
の
施
行
後
初
め
て
受
け
る
継
続
検
査
、
臨
時
検
査
又
は
構
造
等
変
更
検
査
の
日

二
　
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
後
初
め
て
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
登
録
番
号
を
変
更

す
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
の
施

行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
整
備
管
理
者
に
選
任
さ
れ
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
二
号
様

式
の
三
に
よ
る
検
査
標
章
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様

式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
に
よ
る
登
録
事
項
等
通
知
書
、
抹
消
登
録
証
明
書
、

登
録
事
項
等
証
明
書
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、
自
動
車
予
備
検
査
証
若
し
く
は
限
定
自

動
車
検
査
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式

等
を
定
め
る
省
令
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
二
号
様
式
の
三
に
よ
る
検
査
標
章
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
二
十
号
様
式
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
一
条
、

第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
四
十
七
条
、
第
六
十
一
条
の
二
、
第
六
十
二
条
の
二
、
第
六
十
五
条
及
び
別
表
第

一
か
ら
別
表
第
八
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

七
十
四
号
）
第
六
十
二
条
の
四
中
「
第
二
条
第
十
四
号
」
を
「
第
二
条
第
十
七
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
令
第
六

十
三
条
中
「
第
二
条
第
十
五
号
」
を
「
第
二
条
第
十
八
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
令
附
則
第
百
一
項
及
び
第
百
二

項
を
削
る
部
分
並
び
に
同
令
第
十
八
号
様
式
の
三
及
び
第
二
十
二
号
様
式
を
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
附
則
第
三

条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
次
項
に

お
い
て
「
旧
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

は
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六

条
第
七
項
第
三
号
の
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
旧
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
る
書
面
は
、
新
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

（
処
分
、
手
続
等
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
、
船
舶
に
乗
り
組

む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
、
救
命
艇
手
規
則
、
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
、
海
洋
汚
染
及
び
海

上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
又
は
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他

の
行
為
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
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送
車
両
法
施
行
規
則
、
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
、
救
命
艇
手
規
則
、
小
型
船
造

船
業
法
施
行
規
則
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
又
は
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
の

相
当
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
八
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平

成
十
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
三
号
様

式
に
よ
る
自
動
車
予
備
検
査
証
及
び
第
十
三
号
様
式
の
二
に
よ
る
限
定
自
動
車
検
査
証
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
抹
消

登
録
証
明
書
及
び
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
軽
第
十
一
号
様
式
、
軽
第
十
二
号
様

式
、
第
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請

書
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
請
求
書
及
び
専
用
第
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
三
条
　
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年

運
輸
省
令
第
三
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
廃
止
前
の
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
第
七
号
様
式
の
三
に
よ
る
限
定
自
動
車
検
査
証
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
軽
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
廃
止
前
の
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る

省
令
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
及
び
専
用
第
一
号
様
式
か
ら
専
用
第
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
申
請
書

は
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の

適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び

そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定

の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
新
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ

る
者
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に

掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
自
動
車

二
　
軽
自
動
車

三
　
小
型
特
殊
自
動
車

四
　
二
輪
の
小
型
自
動
車

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
軽
自
動
車

二
　
小
型
特
殊
自
動
車

三
　
二
輪
の
小
型
自
動
車

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
の
日
か
ら
九
月
間

と
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
の
譲

受
人
に
交
付
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
交
付
者
」
と
い
う
。
）
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
新

規
検
査
又
は
予
備
検
査
を
申
請
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
る
承
諾
を
得
て
、
当
該
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
さ
れ
て
い
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処

理
機
関
に
提
供
し
た
と
き
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て

「
新
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提

供
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
交
付
者
は
、
申
請
者
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
登
録
情
報
処
理
機
関
へ
の
提
供
を
承
諾
し
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
録

情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
当
該
排
出
ガ
ス
検
査
終
了
証
に
記
載
さ
れ
て
い
た
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ

て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
十
九
条

の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の

行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令

の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
五

条
の
三
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
四
十
三
条
の
二
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成

十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
、
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の

い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
永
久
抹
消
登
録
を
受
け
る
日

二
　
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
永
久
抹
消
登
録
の
あ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け

る
日

三
　
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
輸
出
抹
消
仮
登
録
を
受
け
る
日

四
　
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
後
初
め
て
法
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録

を
受
け
る
日

五
　
当
該
自
動
車
が
こ
の
省
令
の
施
行
後
初
め
て
受
け
る
構
造
等
変
更
検
査
の
日

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
法
の
規
定
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
自
動
車
分
解
整
備
事
業
を
経
営
し
て
い

る
者
及
び
法
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
申
請
し
て
い
る
者
に
係
る
法
第
八
十
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
一
酸
化
炭
素
測
定
器
及
び
炭
化
水
素
測
定
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

新
施
行
規
則
別
表
第
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
の

規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
又
は
指
定
を
受
け
た
車
両
番
号
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ

り
新
た
に
自
動
車
登
録
規
則
第
十
三
条
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
十
七
、
第
三
十
六
条
の

十
八
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
中
第
六
十
二
条
の
二
の
三

及
び
第
七
号
様
式
の
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則

第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
二
号

様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条

第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省

令
（
以
下
「
旧
様
式
省
令
」
と
い
う
。
）
軽
第
九
号
様
式
に
よ
る
検
査
標
章
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
車
両
番
号
標
を
表
示
す
る
検
査
対
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象
軽
自
動
車
（
運
転
者
室
又
は
前
面
ガ
ラ
ス
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新
様
式
省
令
」
と
い
う
。
）

軽
第
九
号
様
式
に
よ
る
検
査
標
章
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
又
は
指
定
を
受
け
た

車
両
番
号
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
自
動
車
登
録
規
則
第
十
三
条
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施

行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
車
両
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
十
七
、
第
三
十
六
条
の
十
八
若
し
く
は
第

六
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
道
路
運
送
車
両
法
又
は
車
両
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
、

回
送
運
行
許
可
番
号
標
又
は
臨
時
運
転
番
号
標
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
車
両
規
則
第

三
号
様
式
備
考
（
２
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
及

び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
四
十
三
条
の

六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
及
び
第
五
条
中
道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
規
則
別
表

第
一
の
改
正
規
定
（
第
百
二
十
二
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
八
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
規
定
、
第
二
条
中
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
十
二
項
の
改
正
規
定
及
び
第
六
条

の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
第
一
号
様
式
備
考
（
６
）

の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
（
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第

二
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則

第
十
八
号
様
式
の
三
及
び
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
第
十
八
号
様
式
の
三
及
び
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
及
び
第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る
臨
時
運
転
番
号

標
貸
与
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
軽
二
輪
第
八
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
及
び
軽
二
輪
第
九
号
様
式
に
よ
る
臨
時
運
転
番
号
標
貸

与
証
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
規
則
第
六
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
届
出
済
証
を
返

納
し
た
者
に
交
付
さ
れ
た
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
は
、
新
規
則
軽
二
輪
第
十
号
様
式
に
よ
る
軽
自
動
車

届
出
済
証
返
納
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
五
号
の
四
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
令
和
元
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行

政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
自
動

車
分
解
整
備
事
業
を
経
営
し
て
い
る
者
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
分
解
整
備
事
業
の
認
証
を
申
請
し
て
い

る
者
に
係
る
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
対
象
と
す
る
自
動
車
の
種
類
そ
の
他
業
務
の

範
囲
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
附
さ
れ
た
条
件
及
び
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
げ
る
標
識

に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
初
め
て
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
ま
で
の
間
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
整
備
又
は
改
造
は
、
新
施
行
規
則
第
三
条

に
規
定
す
る
分
解
整
備
と
す
る
。

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
経
営
し
て
い
る

者
が
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
引
き
続
き
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
事
業

の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
新
施
行
規
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
機
能
の
調
整
を
行
う
自
動
車
の
整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
事
業
を
経
営
し
て
い
る
者
　
当
該
機
能
の
調
整
を
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

二
　
新
施
行
規
則
第
三
条
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
セ
ン
サ
ー
の
取
り
外
し
若
し
く
は
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付
角

度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
事
業
を
経
営
し
て
い
る
者
　
当
該
セ

ン
サ
ー
の
取
り
外
し
又
は
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付
角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

三
　
新
施
行
規
則
第
三
条
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
の
取
り
外
し
若
し
く
は
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付

角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
事
業
を
経
営
し
て
い
る
者
　
当
該

電
子
計
算
機
の
取
り
外
し
又
は
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付
角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

四
　
新
施
行
規
則
第
三
条
第
八
号
ハ
に
規
定
す
る
自
動
車
の
車
体
前
部
の
取
り
外
し
若
し
く
は
取
付
位
置
若
し
く

は
取
付
角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
事
業
を
経
営
し
て
い
る

者
　
当
該
車
体
前
部
の
取
り
外
し
又
は
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付
角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は

改
造

五
　
新
施
行
規
則
第
三
条
第
八
号
ハ
に
規
定
す
る
自
動
車
の
窓
ガ
ラ
ス
の
取
り
外
し
若
し
く
は
取
付
位
置
若
し
く

は
取
付
角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
事
業
を
経
営
し
て
い
る

者
　
当
該
窓
ガ
ラ
ス
の
取
り
外
し
又
は
取
付
位
置
若
し
く
は
取
付
角
度
の
変
更
を
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は

改
造

第
五
条
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
整
備
主
任

者
で
あ
る
者
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第

二
条
第
四
項
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
七

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
整
備
主
任
者

と
み
な
さ
れ
て
い
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
整
備
主
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き
当
該
事

業
場
の
従
業
員
で
あ
る
間
は
、
新
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
場

の
区
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
整
備
主
任
者
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
主
任
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
者
（
旧
整
備
主
任
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
新
施
行
規

則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
七
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ハ
中
「
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
若
し
く

は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
整
備
主
任
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
者
」
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
六
条
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
施
行
規
則
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
新
施
行
規
則

第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
三
条
及
び
附
則
第
三
条
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

46



１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
一
条
の
三
、
第
六
十
二
条
の
四
、
第

六
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
九
条
の

三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
五
条
第
四
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
貸
与
し
た
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を

有
す
る
も
の
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則

第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に

関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
三
条
　
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特

例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
一
条

第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
、
第
四
十
九
条
の
四
及

び
第
四
十
九
条
の
十
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
十
五
条

の
三
中
「
車
両
番
号
。
以
下
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
き
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
番
号
。

第
三
十
七
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
第
四
十
九
条
の
四
及
び
第
四
十
九
条
の
十
八
中
「
運
輸
監
理
部
長
又

は
運
輸
支
局
長
（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
十

九
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
の
規
定

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

自

動

車

の

種
別

自
動
車
の
構
造
及
び
原
動
機

自
動
車
の
大
き
さ

長
さ

幅

高
さ

普

通

自

動

車

小
型
自
動
車
、
軽
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の

自
動
車

　

　

　

小

型

自

動

車

四
輪
以
上
の
自
動
車
及
び
被
けヽ
んヽ
引
自
動
車
で
自
動
車
の
大
き
さ
が
下
欄
に
該

当
す
る
も
の
の
う
ち
軽
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以

外
の
も
の
（
内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動

車
及
び
天
然
ガ
ス
の
み
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
総
排
気
量
が
二
・
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

四

・

七

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

一

・

七

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

二

・

〇

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動
車
を
含
む
。
）
及
び
三
輪
自
動
車
で
軽
自
動

車
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
も
の

　

　

　

軽

自

動
車

二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動
車
を
含
む
。
）
以
外
の
自
動
車
及
び
被
け
ん

引
自
動
車
で
自
動
車
の
大
き
さ
が
下
欄
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
大
型
特
殊
自

動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
も
の
（
内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
自
動

車
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
総
排
気
量
が
〇
・
六
六
〇
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）

三

・

四

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

一

・

四

八

メ

ー

ト

ル

以

下

二

・

〇

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動
車
を
含
む
。
）
で
自
動
車
の
大
き
さ
が
下
欄

に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
も

の
（
内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
総
排
気
量
が

〇
・
二
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二

・

五

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

一

・

三

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

二

・

〇

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

大

型

特

殊

自

動

車

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
も
の

イ
　
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
、
タ
イ
ヤ
・
ロ
ー
ラ
、
ロ
ー
ド
・
ロ
ー
ラ
、
グ
レ
ー

ダ
、
ロ
ー
ド
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
、
ス
ク
レ
ー
パ
、
ロ
ー
タ
リ
除
雪
自
動
車
、
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
、
タ
イ
ヤ
・
ド
ー
ザ
、
モ
ー
タ
・
ス
イ
ー
パ
、

ダ
ン
パ
、
ホ
イ
ー
ル
・
ハ
ン
マ
、
ホ
イ
ー
ル
・
ブ
レ
ー
カ
、
フ
ォ
ー
ク
・
リ
フ

ト
、
フ
ォ
ー
ク
・
ロ
ー
ダ
、
ホ
イ
ー
ル
・
ク
レ
ー
ン
、
ス
ト
ラ
ド
ル
・
キ
ャ
リ

ヤ
、
タ
ー
レ
ッ
ト
式
構
内
運
搬
自
動
車
、
自
動
車
の
車
台
が
屈
折
し
て
操
向
す

る
構
造
の
自
動
車
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
構
造
の
カ
タ
ピ
ラ
を
有
す
る

自
動
車
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
特
殊
な
構
造
を
有
す
る
自
動
車

ロ
　
農
耕
ト
ラ
ク
タ
、
農
業
用
薬
剤
散
布
車
、
刈
取
脱
穀
作
業
車
、
田
植
機
及

び
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
農
耕
作
業
用
自
動
車

二
　
ポ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ラ
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
特
殊
な
構
造
を
有

す
る
自
動
車

　

　

　

小

型

特

殊

自

動

車

一
　
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
大
き
さ
が
下
欄

に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち

高
速
度
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
も
の

四

・

七

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

一

・

七

〇

メ

ー

ト

ル

以

下

二

・

八

〇

メ

ー

ト

ル

以

下
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二
　
前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、

高
速
度
三
十
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
も
の

　

　

　

別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
の
六
関
係
）

検
査
の
種
別
検
査
の
実
施
の
方
法

新
規
検
査
及

び
予
備
検
査

一
　
審
査
結
果
の
通
知
が
あ
る
自
動
車
の
検
査

審
査
結
果
の
通
知
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の

と
す
る
。

二
　
完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
つ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
あ
る
自
動
車
の
検
査

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
当
該
完
成
検
査
終
了
証
（
法
第
七
十
五
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
る
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
含

む
。
）
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
の
提
示
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
若
し
く
は
提
示
及
び

審
査
結
果
の
通
知
又
は
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
申
請

書
へ
の
記
載
を
も
つ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
（
継
続
検
査
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
自
動
車
の
検
査

登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
の
提
示
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
若
し
く
は
提
示
及
び
審
査

結
果
の
通
知
又
は
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
当
該
登
録
識
別
情
報
等
通

知
書
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
及
び
審
査
結
果
の
通
知
の
内
容
又
は
保
安
基
準
適
合
証
（
法
第

九
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
る
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
含
む
。
）
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
又
は
審
査
結
果
の
通
知
及
び
限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る

自
動
車
の
検
査

限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
又
は
審
査
結
果
の
通
知
及
び
限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
に
つ
い
て
は
、
当
該
限
定
保
安
基
準
適
合
証
又
は
審
査
結
果
の
通
知
の
内
容
及
び
限
定
自
動
車
検
査

証
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

継
続
検
査
、

臨
時
検
査
及

び
構
造
等
変

更
検
査

一
　
審
査
結
果
の
通
知
が
あ
る
自
動
車
の
検
査

審
査
結
果
の
通
知
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の

と
す
る
。

二
　
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
へ
の
記
載
を
も

つ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
（
継
続
検
査
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
あ
る
自
動
車
の
検
査

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
安
基
準
適
合
証
（
法
第
九
十
四
条
の

五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
る
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
含
む
。
）
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
又
は
審
査
結
果
の
通
知
及
び
限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る

自
動
車
の
検
査

限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
又
は
審
査
結
果
の
通
知
及
び
限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
に
つ
い
て
は
、
当
該
限
定
保
安
基
準
適
合
証
又
は
審
査
結
果
の
通
知
の
内
容
及
び
限
定
自
動
車
検
査

証
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
の
二
（
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
三
関
係
）

試
験

施
設
及
び
設
備

自
動
車
の
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る

排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、

窒
素
酸
化
物
、
粒
子
状
物
質
及
び
黒
煙
を
測
定

一
　
エ
ン
ジ
ン
ダ
イ
ナ
モ
メ
ー
タ

二
　
吸
入
空
気
量
測
定
装
置

三
　
燃
料
消
費
量
測
定
装
置

す
る
第
三
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
基
準
に

係
る
試
験
で
あ
つ
て
、
原
動
機
を
エ
ン
ジ
ン
ダ

イ
ナ
モ
メ
ー
タ
に
設
置
し
て
行
う
も
の

四
　
排
気
導
入
管

五
　
記
録
装
置

六
　
試
験
室

七
　
希
釈
ト
ン
ネ
ル
、
希
釈
排
出
ガ
ス
サ
ン
プ
ル
流
量
計
、
フ
ィ

ル
タ
ホ
ル
ダ
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
吸
引
ポ
ン
プ
、
秤
量
室
及
び
秤
量

計
（
粒
子
状
物
質
を
測
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八
　
定
容
量
採
取
装
置

九
　
排
出
ガ
ス
分
析
計

十
　
標
準
ガ
ス

十
一
　
黒
煙
測
定
器
（
黒
煙
を
測
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十
二
　
オ
パ
シ
メ
ー
タ
（
粒
子
状
物
質
を
測
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三
　
温
度
計

十
四
　
湿
度
計

十
五
　
気
圧
計

十
六
　
エ
ン
ジ
ン
回
転
速
度
計

自
動
車
の
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る

排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、

窒
素
酸
化
物
、
粒
子
状
物
質
及
び
黒
煙
を
測
定

す
る
第
三
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
基
準
に

係
る
試
験
で
あ
つ
て
、
自
動
車
を
シ
ャ
シ
ダ
イ

ナ
モ
メ
ー
タ
に
設
置
し
て
行
う
も
の

一
　
シ
ャ
シ
ダ
イ
ナ
モ
メ
ー
タ

二
　
送
風
機

三
　
運
転
指
示
装
置

四
　
車
速
測
定
装
置

五
　
風
速
計

六
　
風
向
計

七
　
惰
行
時
間
測
定
装
置
又
は
ホ
イ
ー
ル
ト
ル
ク
測
定
装
置

八
　
排
気
導
入
管

九
　
記
録
装
置

十
　
試
験
室

十
一
　
希
釈
ト
ン
ネ
ル
、
希
釈
排
出
ガ
ス
サ
ン
プ
ル
流
量
計
、
フ

ィ
ル
タ
ホ
ル
ダ
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
吸
引
ポ
ン
プ
、
秤
量
室
及
び
秤

量
計
（
粒
子
状
物
質
を
測
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十
二
　
定
容
量
採
取
装
置

十
三
　
排
出
ガ
ス
分
析
計

十
四
　
標
準
ガ
ス

十
五
　
黒
煙
測
定
器
（
黒
煙
を
測
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十
六
　
オ
パ
シ
メ
ー
タ
（
粒
子
状
物
質
を
測
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十
七
　
温
度
計

十
八
　
湿
度
計

十
九
　
気
圧
計

二
十
　
エ
ン
ジ
ン
回
転
速
度
計

別
表
第
二
の
三
（
第
三
十
六
条
の
三
関
係
）

学
歴

年数

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
院
若
し
く
は
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）

又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
機
械
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者

一年

大
学
等
に
お
い
て
機
械
に
関
す
る
学
科
以
外
の
工
学
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者
又
は
学
校
教
育

法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
若
し
く

は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
（
以
下
「
短
期
大
学
等
」
と
い

二年
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う
。
）
に
お
い
て
機
械
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）

短
期
大
学
等
に
お
い
て
機
械
に
関
す
る
学
科
以
外
の
工
学
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者
（
学
校
教

育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
又
は
同
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は

中
等
教
育
学
校
若
し
く
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
に
お
い
て
機

械
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者

四年

別
表
第
二
の
四
（
第
三
十
六
条
の
十
七
関
係
）

自
動
車
の
用
途
に
よ
る
区
分
分
類
番
号

１
　
貨
物
の
運
送
の
用
に
供

す
る
自
動
車

４
０
か
ら
４
９
ま
で
、
４
０
０
か
ら
４
９
９
ま
で
、
６
０
０
か
ら
６
９
９
ま
で
、
４

０
Ａ
か
ら
４
９
Ｚ
ま
で
、
６
０
Ａ
か
ら
６
９
Ｚ
ま
で
、
４
Ａ
０
か
ら
４
Ｚ
９
ま
で
、

６
Ａ
０
か
ら
６
Ｚ
９
ま
で
、
４
Ａ
Ａ
か
ら
４
Ｚ
Ｚ
ま
で
及
び
６
Ａ
Ａ
か
ら
６
Ｚ
Ｚ
ま
で

２
　
人
の
運
送
の
用
に
供
す

る
自
動
車

５
０
か
ら
５
９
ま
で
、
５
０
０
か
ら
５
９
９
ま
で
、
７
０
０
か
ら
７
９
９
ま
で
、
５

０
Ａ
か
ら
５
９
Ｚ
ま
で
、
７
０
Ａ
か
ら
７
９
Ｚ
ま
で
、
５
Ａ
０
か
ら
５
Ｚ
９
ま
で
、

７
Ａ
０
か
ら
７
Ｚ
９
ま
で
、
５
Ａ
Ａ
か
ら
５
Ｚ
Ｚ
ま
で
及
び
７
Ａ
Ａ
か
ら
７
Ｚ
Ｚ
ま
で

３
　
散
水
自
動
車
、
広
告
宣

伝
用
自
動
車
、
霊
き
ゆ
う
自

動
車
そ
の
他
特
種
の
用
途
に

供
す
る
自
動
車

８
０
か
ら
８
９
ま
で
、
８
０
０
か
ら
８
９
９
ま
で
、
８
０
Ａ
か
ら
８
９
Ｚ
ま
で
、
８

Ａ
０
か
ら
８
Ｚ
９
ま
で
及
び
８
Ａ
Ａ
か
ら
８
Ｚ
Ｚ
ま
で

別
表
第
二
の
五
（
第
三
十
六
条
の
十
七
関
係
）

自
動
車
の
区
分

平
仮
名
及
び
ロ
ー
マ
字

１
　
事
業
用
自
動
車

り
れ

２
　
自
家
用
自
動
車
（
次
号
及
び
第
４
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

あ
い
う
え
か
き
く
け
こ
さ
す
せ
そ

た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ

ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
ら
る
ろ
を

３
　
道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
５
２
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
許
可
に
係
る
自

家
用
自
動
車

わ

４
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
で
、
法
令
の
規
定

に
よ
り
関
税
又
は
消
費
税
が
免
除
さ
れ
て
い
る
も
の
。

Ａ
Ｂ

別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
の
十
八
関
係
）

自
動
車
の
区
分

平
仮
名
及
び
ロ
ー
マ
字

１
　
事
業
用
自
動
車

ゆ
り
れ

２
　
自
家
用
自
動
車
（
次
号
及
び
第
４
号
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）

（
１
）
　
次
に
掲
げ
る
文
字

あ
い
う
え
か
き
く
け
こ
さ
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と
な

に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ら
る
を

（
２
）
　
次
に
掲
げ
る
文
字
を
そ
の
順
序
に
よ
り
組

み
合
わ
せ
た
も
の

イ
　
Ｃ
Ｌ
Ｖ

ロ
　
（
１
）
に
掲
げ
る
文
字

３
　
道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
５
２
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
た

許
可
に
係
る
自
家
用
自
動
車

ろ
わ

４
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
で
、

法
令
の
規
定
に
よ
り
関
税
又
は
消
費
税
が
免
除
さ
れ
て
い
る
も

の
及
び
別
に
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｈ
Ｋ
Ｍ
Ｔ
Ｙ
よ

別
表
第
四
（
第
五
十
七
条
関
係
）

事
業
の

種
類

特
定
整
備
の
種
類

屋
内
作
業
場
の
規
模
の
基
準

電
子
制
御
装
置

点
検
整
備
作
業

場
の
規
模
の
基

準
（
括
弧
内
は

屋
内
の
規
模
の

基
準
）

車
両
置
場
の
規

模
の
基
準

対
象
と
す
る
自
動
車

の
種
類

対

象

と

す

る

整

備

の

種
類

対

象

と

す

る

装

置

の

種
類

車
両
整
備
作

業
場

部
品
整

備
作
業

場

点
検
作
業
場

間
口

奥
行

間
口

奥
行

間
口

奥
行

間
口

奥
行

普
通
自

動
車
特

定
整
備

事
業

普
通
自
動
車
（
車
両

総
重
量
が
８
ト
ン
以

上
の
も
の
、

大
積

載
量
が
５
ト
ン
以
上

の
も
の
又
は
乗
車
定

員
が
３
０
人
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）

分

解

整
備

原

動

機

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

３

メ

ー

ト

ル

以
上

１
２
平

方
メ
ー

ト
ル
以

上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

３

メ

ー

ト

ル

以
上

３
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

１
１
メ

ー
ト
ル

以
上

動

力

伝

達

装
置

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

２

メ

ー

ト

ル

以
上

７
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

２

メ

ー

ト

ル

以
上

走

行

装
置

操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１
２
．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

７
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１
２
．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

５
メ
ー

ト
ル
以

上
（
５

メ
ー
ト

ル

以

上
）

１

６

メ

ー

ト

ル

以

上

（
７
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

普
通
自
動
車
（

大

積
載
量
が
２
ト
ン
を

超
え
る
も
の
又
は
乗

車
定
員
が
１
１
人
以

上
の
も
の
に
限
り
、

上
欄
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

分

解

整
備

原

動

機

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

０

メ

ー

ト

ル

以
上

１
２
平

方
メ
ー

ト
ル
以

上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

０

メ

ー

ト

ル

以
上

３
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

８
メ
ー

ト
ル
以

上

動

力

伝

達

装
置

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

メ

ー

ト

ル

以

上

７
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置
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操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

７
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

３
メ
ー

ト
ル
以

上
（
３

メ
ー
ト

ル

以

上
）

１

３

メ

ー

ト

ル

以

上

（
７
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

大
型
特
殊
自
動
車

分

解

整
備

原

動

機

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

０

メ

ー

ト

ル

以
上

１
２
平

方
メ
ー

ト
ル
以

上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

１

０

メ

ー

ト

ル

以
上

動

力

伝

達

装
置

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

メ

ー

ト

ル

以

上

７
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置

操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

７
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

９

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

普
通
自
動
車
（
貨
物

の
運
送
の
用
に
供
す

る
も
の
又
は
散
水
自

動
車
、
広
告
宣
伝
用

自
動
車
、
霊
き
ゆ
う

自
動
車
そ
の
他
特
種

の
用
途
に
供
す
る
も

分

解

整
備

原

動

機

４

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

１
０
平

方
メ
ー

ト
ル
以

上

４

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

３
メ
ー

ト
ル
以

上

６
メ
ー

ト
ル
以

上

の
に
限
り
、
上
三
欄

に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

動

力

伝

達

装
置

４

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

７

メ

ー

ト

ル

以

上

６
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

７

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置

操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

３

メ

ー

ト

ル

以

上

７

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

６
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

３

メ

ー

ト

ル

以

上

７

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

２
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

（
２
．

５
メ
ー

ト
ル
以

上
）

７

メ

ー

ト

ル

以

上（
３
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

普
通
自
動
車
（
上
四

欄
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

分

解

整
備

原

動

機

４

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

８
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

３
メ
ー

ト
ル
以

上

５
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

動

力

伝

達

装
置

４

メ

ー

ト

ル

以

上

６

メ

ー

ト

ル

以

上

５
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

メ

ー

ト

ル

以

上

６

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置

操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

２

．

８

メ

ー

ト

ル

以

上

６

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

５
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

２

．

８

メ

ー

ト

ル

以

上

６

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上
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電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

２
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

（
２
．

５
メ
ー

ト
ル
以

上
）

６

メ

ー

ト

ル

以

上（
３
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

四
輪
の
小
型
自
動
車

分

解

整
備

原

動

機

４

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

８
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

３
メ
ー

ト
ル
以

上

５
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

動

力

伝

達

装
置

４

メ

ー

ト

ル

以

上

６

メ

ー

ト

ル

以

上

５
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

メ

ー

ト

ル

以

上

６

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置

操

縦

装
置

小
型
自

動
車
特

定
整
備

事
業

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

２

．

８

メ

ー

ト

ル

以

上

６

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

５
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

２

．

８

メ

ー

ト

ル

以

上

６

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

２
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

（
２
．

５
メ
ー

ト
ル
以

上
）

６

メ

ー

ト

ル

以

上（
３
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

三
輪
の
小
型
自
動
車

分

解

整
備

原

動

機

４

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

８
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

メ

ー

ト

ル

以

上

８

メ

ー

ト

ル

以

上

３
メ
ー

ト
ル
以

上

５
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

動

力

伝

達

装
置

４

メ

ー

ト

ル

以

上

６

メ

ー

ト

ル

以

上

５
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

４

メ

ー

ト

ル

以

上

６

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置

操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

２

．

８

メ

ー

ト

ル

以

上

６

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

５
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

２

．

８

メ

ー

ト

ル

以

上

６

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

２
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

（
２
．

５
メ
ー

ト
ル
以

上
）

６

メ

ー

ト

ル

以

上（
３
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

二
輪
の
小
型
自
動
車

分

解

整
備

原

動

機

３

メ

ー

ト

ル

以

上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

４
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

３

メ

ー

ト

ル

以

上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

２
メ
ー

ト
ル
以

上

２
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

動

力

伝

達

装
置

走

行

装
置

操

縦

装
置

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

軽
自
動
車

分

解

整
備

原

動

機

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

６
．
５

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

５

メ

ー

ト

ル

以

上

２
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

３
．
５

メ
ー
ト

ル
以
上

動

力

伝

達

装
置

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

４

．

４

メ

ー

ト

ル

以

上

４
．
５

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上

３

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

４

．

４

メ

ー

ト

ル

以

上

走

行

装
置
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操

縦

装
置

軽
自
動

車
特
定

整
備
事

業

制

動

装
置

緩

衝

装
置

連

結

装
置

２

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

４

．

７

メ

ー

ト

ル

以

上

４
．
５

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上

２

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上

４

．

７

メ

ー

ト

ル

以

上

電

子

制

御

装

置

整
備

運

行

補

助

装
置

２
メ
ー

ト
ル
以

上
（
２

メ
ー
ト

ル

以

上
）

５

．

５

メ

ー

ト

ル

以

上（
４
メ

ー

ト

ル

以

上
）

自

動

運

行

装
置

備
考
　
二
以
上
の
種
類
の
特
定
整
備
を
行
う
事
業
場
の
屋
内
作
業
場
、
電
子
制
御
装
置
点
検
整
備
作
業
場
及
び
車
両

置
場
の
規
模
は
、
該
当
す
る
特
定
整
備
の
種
類
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
五
（
第
五
十
七
条
関
係
）

対
象
と
す
る
整

備
の
種
類

分
解
整
備

電

子

制

御

装

置

整
備

対
象
と
す

る
装
置
の

種
類

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置
緩衝連結
連結装置
運行補助装置
自動運行装置

作
業
機
械
等

作

業

機
械

（
１
）
　
プ

レ
ス

○

○

○

○

○
○
○

小
型
自
動
車
特
定
整
備
事
業
で
対
象
と
す
る
自
動
車
が
二
輪
の
小
型

自
動
車
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
４
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

（
２
）
　
エ

ア
・
コ
ン

プ
レ
ッ
サ

○

○

○

○

○
○
○

（
３
）
　
チ

ェ
ー
ン
・

ブ
ロ
ッ
ク

○

○

（
４
）
　
ジ

ャ
ッ
キ

○

○

○

○

○
○

（
５
）
　
バ

イ
ス

○

○

○

○

○
○
○

（
６
）
　
充

電
器

○

作

業

計
器

（
１
）
　
ノ

ギ
ス

○

○

○

○

○
○
○

（
２
）
　
ト

ル
ク
・
レ

ン
チ

○

○

○

○

○
○
○

（
３
）
　
水

準
器

○
○

点

検

計

器

及

び

点

検

装
置

（
１
）
　
サ

ー

キ

ッ

ト
・
テ
ス

タ

○

○

○

○

○
○
○

１
　
普
通
自
動
車
特
定
整
備
事
業
で
対
象
と
す
る
自
動
車
が
カ
タ
ピ

ラ
を
有
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
９
号

か
ら
第
１
２
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

２
　
小
型
自
動
車
特
定
整
備
事
業
で
対
象
と
す
る
自
動
車
が
三
輪
の

小
型
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
並
び
に
三
輪
の

小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
９
号
か
ら
第
１
１
号
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
を
、
二
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
第
９
号
か
ら
第
１
１
号
ま
で
及
び
第
１
３
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。

３
　
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
原
動
機
の
点
検

を
行
わ
な
い
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
第
６
号
、
第
１
４
及
び
第
１
５

号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
内
燃
機
関
の
点
検
を
行
わ
な
い
事
業
場
に
あ

つ
て
は
、
第
３
号
、
第
６
号
、
第
１
４
号
及
び
第
１
５
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

（
２
）
　
比

重
計

○

（
３
）
　
コ

ン
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・

ゲ
ー
ジ

○

（
４
）
　
ハ

ン
デ
ィ
・

バ
キ
ュ
ー

ム
・
ポ
ン

プ

○

○

○

○

（
５
）
　
エ

ン
ジ
ン
・

タ
コ
・
テ

ス
タ

○

○

○

（
６
）
　
タ

イ

ミ

ン

グ
・
ラ
イ

ト

○

（
７
）
　
シ

ッ

ク

ネ

ス
・
ゲ
ー

ジ

○

○

○

○

○

○

（
８
）
　
ダ

イ
ヤ
ル
・

ゲ
ー
ジ

○

○

○

○

○
○

（
９
）
　
ト

ー
イ
ン
・

ゲ
ー
ジ

○

○

○

（
１
０
）
　

キ

ャ

ン

○

○

○
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バ
・
キ
ャ

ス
タ
・
ゲ

ー
ジ

（
１
１
）
　

タ
ー
ニ
ン

グ
・
ラ
ジ

ア
ス
・
ゲ

ー
ジ

○

○

○

（
１
２
）
　

タ
イ
ヤ
・

ゲ
ー
ジ

○

（
１
３
）
　

検
車
装
置

○

○

○

○

○
○

（
１
４
）
　

一
酸
化
炭

素
測
定
器

○

（
１
５
）
　

炭
化
水
素

測
定
器

○

（
１
６
）
　

整
備
用
ス

キ
ャ
ン
ツ

ー
ル

○
○

工
具
（
１
）
　
ホ

イ
ー
ル
・

プ
ー
ラ

○

○

小
型
自
動
車
特
定
整
備
事
業
で
対
象
と
す
る
自
動
車
が
二
輪
の
小
型

自
動
車
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

（
２
）
　
ベ

ア

リ

ン

グ
・
レ
ー

ス
・
プ
ー

ラ

○

○

○

（
３
）
　
グ

リ
ー
ス
・

ガ
ン
又
は

シ
ャ
シ
・

ル
ブ
リ
ケ

ー
タ

○

○

○

○

○
○
○

（
４
）
　
部

品
洗
浄
槽

○

○

○

○

○
○
○

備
考
　
○
印
は
、
対
象
と
す
る
装
置
の
種
類
の
項
に
掲
げ
る
装
置
を
対
象
と
す
る
特
定
整
備
を
行
う
事
業
場
が
当
該

各
欄
に
掲
げ
る
作
業
機
械
等
を
そ
れ
ぞ
れ
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。

第
一
号
様
式
（
自
動
車
登
録
番
号
標
）
（
第
十
一
条
関
係
）

第一号様式(自動車登録番号標)(第十一条関係) 

   (その一) 

    
 
   (その二) 
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   (その三) 

    
 
   (その四) 

    

 備 考 

  (1) 自動車登録番号は、図示の例により表示すること。この場合において、数字が

四けたであるときは図(その一)又は図(その二)、数字が三けた以下であるときは図

(その三)又は図(その四)の例によること。 

  (2) 自動車登録番号は、浮出しとすること。 

  (3) 自動車登録番号標の塗色は、事業用自動車にあつては緑地に白文字とし、自家

用自動車にあつては白地に緑文字とするほか、国土交通大臣の定めるところによる。 

  (4) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合((5)に規定する場合以外の場合であつて、自動車の種別及び用途による分類番号

(以下この備考において「分類番号」という。)が一けたであるときを除く。)は、

当該文字の横の長さは30ミリメートルとすること。ただし、普通自動車であつて、

車両総重量が8,000キログラム以上のもの、最大積載量が5,000キログラム以上のも

の又は乗車定員が30人以上のものに取り付ける自動車登録番号標については、こ

の限りでない。 

  (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは33ミリメートル、

横の長さは28ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは30ミリメートルと

すること。ただし、(4)ただし書に規定する自動車に取り付ける自動車登録番号標

については、当該ケの縦の長さは35ミリメートル、横の長さは30ミリメートルと

し、それ以外の文字の横の長さは40ミリメートルとすること。 

  (6) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が四文字の場

合は、当該文字の横の長さは分類番号が二字であるときは27ミリメートル、分類

番号が三字であるときは22ミリメートルとし、分類番号を表示するアラビア数字又

はローマ字の横の長さは分類番号が二字であるときは27ミリメートル、分類番号

が三字であるときは23ミリメートルとすること。ただし、(4)ただし書に規定する

自動車に取り付ける自動車登録番号標については、運輸監理部、運輸支局又は自動

車検査登録事務所を表示する文字の横の長さは分類番号が二字であるときは35ミ

リメートル、分類番号が三字であるときは33ミリメートルとし、分類番号を表示す

るアラビア数字又はローマ字の横の長さは30ミリメートルとすること。 

  (7) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。この場合において、括弧内に示す寸法

は、(4)ただし書に規定する自動車に取り付ける自動車登録番号標における寸法と

する。 
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第
一
号
様
式
の
二
（
自
動
車
登
録
番
号
標
）
（
第
十
一
条
関
係
）

第一号様式の二(自動車登録番号標)(第十一条関係) 

 
 備 考 

  (1) 自動車登録番号は、図示の例により、上段の「皇」及び下段の数字をもつて表

示すること。 

  (2) 自動車登録番号標は、梨地に図示の紋様を配し、自動車登録番号は、浮出しと

すること。 

  (3) 自動車登録番号標の塗色は、銀色地に金文字とすること。 

  (4) 文字は、幅4ミリメートルとすること。 

  (5) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 

第
一
号
様
式
の
三
（
封
印
取
付
受
託
者
の
標
識
）
（
第
十
四
条
関
係
）

第一号様式の三(封印取付受託者の標識)(第十四条関係) 
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第
一
号
様
式
の
四
（
特
定
記
録
等
事
務
代
行
者
の
標
識
）
（
第
四
十
九
条
の
八
関
係
）

第一号様式の四(特定記録等事務代行者の標識)(第四十九条の八関係) 

特 定 記 録 等 事 務 代 行 者 

1
0
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
 

氏名又は名称 

  

委託をした運輸支局長

又は運輸監理部長 

(法第七十四条の四の

規定の適用があるとき

は、軽自動車検査協会) 

 

40センチメートル 
 

 

第
一
号
様
式
の
五
（
特
定
変
更
記
録
事
務
代
行
者
の
標
識
）
（
第
四
十
九
条
の
二
十
二
関
係
）

第一号様式の五(特定変更記録事務代行者の標識)(第四十九条の二十二関係) 

特 定 変 更 記 録 事 務 代 行 者 
1
0
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
 

氏名又は名称 

  

委託をした運輸支局長

又は運輸監理部長 

(法第七十四条の四の

規定の適用があるとき

は、軽自動車検査協会) 

 

40センチメートル 
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第
二
号
様
式
（
臨
時
運
行
許
可
証
）
（
第
二
十
五
条
関
係
）

第二号様式(臨時運行許可証)(第二十五条関係) 

(表)   (裏) 

  

  

有 効 期 間 

  

臨時運行許可証 

 許可番号 第  号 

    年 月 日 

当該行政庁印  

  

     月  日から 

 

臨時運行許可番

号 標 番 号 
  

許可を受けた者

の氏名又は名称

及 び 住 所 

  

車 名   

形 状   

車 台 番 号   

運 行 の 目 的   

運 行 の 経 路   

備 考   まで  

    

(日本産業規格A列6番) 

 備 考 

  (1) 形状欄には、「バス」「乗用車」「トラツク」「側2」「2輪」「工作車」「ロード・

ローラ」等と記載すること。 

  (2) 裏面の円枠及び円枠内の数字は、赤色とすること。 

  (3) 有効期間は、図示の例により表示すること。 

  (4) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 

わく わく 

第
三
号
様
式
（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
）
（
第
二
十
五
条
関
係
）

第三号様式(臨時運行許可番号標)(第二十五条関係) 

 (その一) 

 
 
 (その二) 
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 備 考 

  (1) 臨時運行許可番号標には、図示の例により、運輸監理部、運輸支局又は自動車

検査登録事務所を表示する文字、四けた以下の数字、斜線及び当該行政庁名を表示

すること。この場合において、数字が四けたであるときは図(その一)、数字が三け

た以下であるときは図(その二)の例によること。ただし、運輸監理部長又は運輸支

局長が貸与する臨時運行許可番号標には、当該行政庁名の表示をしないこと。 

  (2) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の表示については、次の表に

よること。 

運輸監理部、運輸支局又
は自動車検査登録事務所 

表示する
文字 

運輸監理部、運輸支局又
は自動車検査登録事務所 

表示する
文字 

札幌運輸支局 札幌 松本自動車検査登録事務
所 

松本 
 

函館運輸支局 函館 
福井運輸支局 福井 

旭川運輸支局 旭川 
岐阜運輸支局 岐阜 

室蘭運輸支局 室蘭 
飛騨自動車検査登録事務
所 

飛騨 
 釧路運輸支局 釧路 

帯広運輸支局 帯広 静岡運輸支局 静岡 

北見運輸支局 北見 浜松自動車検査登録事務
所 

浜松 
 

青森運輸支局 青森 
沼津自動車検査登録事務
所 

沼津 
 八戸自動車検査登録事務

所 
八戸 
 

愛知運輸支局 名古屋 
岩手運輸支局 岩手 

豊橋自動車検査登録事務
所 

豊橋 
 宮城運輸支局 宮城 

秋田運輸支局 秋田 西三河自動車検査登録事
務所 

三河 
 

山形運輸支局 山形 
小牧自動車検査登録事務
所 

尾張小牧 
 庄内自動車検査登録事務

所 
庄内 
 

三重運輸支局 三重 
福島運輸支局 福島 

滋賀運輸支局 滋賀 
いわき自動車検査登録事
務所 

いわき 
 京都運輸支局 京都 

茨城運輸支局 水戸 大阪運輸支局 大阪 

土浦自動車検査登録事務
所 

土浦 
 

なにわ自動車検査登録事
務所 

なにわ 
 

栃木運輸支局 宇都宮 和泉自動車検査登録事務
所 

和泉 
 

佐野自動車検査登録事務
所 

とちぎ 
 神戸運輸監理部 神戸 

群馬運輸支局 群馬 姫路自動車検査登録事務
所 

姫路 
 

埼玉運輸支局 大宮 
奈良運輸支局 奈良 

所沢自動車検査登録事務
所 

所沢 
 和歌山運輸支局 和歌山 

熊谷自動車検査登録事務
所 

熊谷 
 

鳥取運輸支局 鳥取 

島根運輸支局 島根 
春日部自動車検査登録事
務所 

春日部 
 岡山運輸支局 岡山 

千葉運輸支局 千葉 広島運輸支局 広島 

習志野自動車検査登録事
務所 

習志野 
 

福山自動車検査登録事務
所 

福山 
 

袖ヶ浦自動車検査登録事
務所 

袖ヶ浦 
 

山口運輸支局 山口 

徳島運輸支局 徳島 
野田自動車検査登録事務
所 

野田 
 香川運輸支局 香川 

東京運輸支局 品川 愛媛運輸支局 愛媛 

練馬自動車検査登録事務
所 

練馬 
 

高知運輸支局 高知 

福岡運輸支局 福岡 
足立自動車検査登録事務
所 

足立 
 北九州自動車検査登録事

務所 
北九州 
 

八王子自動車検査登録事
務所 

八王子 
 久留米自動車検査登録事

務所 
久留米 
 

多摩自動車検査登録事務
所 

多摩 
 筑豊自動車検査登録事務

所 
筑豊 
 

神奈川運輸支局 横浜 
佐賀運輸支局 佐賀 

川崎自動車検査登録事務
所 

川崎 
 長崎運輸支局及び厳原自

動車検査登録事務所 
長崎 
 

湘南自動車検査登録事務
所 

湘南 
 佐世保自動車検査登録事

務所 
佐世保 
 

相模自動車検査登録事務
所 

相模 
 熊本運輸支局 熊本 

山梨運輸支局 山梨 大分運輸支局 大分 

新潟運輸支局 新潟 宮崎運輸支局 宮崎 

長岡自動車検査登録事務
所 

長岡 
 

鹿児島運輸支局 鹿児島 

奄美自動車検査登録事務
所 

奄美 
 富山運輸支局 富山 

石川運輸支局 石川 沖縄総合事務局陸運事務
所、宮古運輸事務所及び
八重山運輸事務所 

沖縄 
 
 長野運輸支局 長野 

  (3) 文字は、浮出しとすること。ただし、当該行政庁名を表示する文字は、浮出し

としないことができる。 

  (4) 臨時運行許可番号標の塗色は、白地に黒文字とし、斜線は赤色とすること。 

  (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは35ミリメートル、

横の長さは30ミリメートルとすること。 

  (6) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が四文字の場

合は、当該文字の縦の長さは27ミリメートル、横の長さは30ミリメートルとする

こと。 

  (7) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 

  (8) 第一号様式(自動車登録番号標)備考(4)たゞし書の自動車に取り付ける臨時運行

許可番号標にあつては、取付孔の間隔は、275ミリメートルとすること。 
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第
四
号
様
式
（
回
送
運
行
許
可
証
）
（
第
二
十
六
条
の
六
関
係
）

第四号様式(回送運行許可証)(第二十六条の六関係) 

(表)   (裏) 

  

  

有 効 期 間 

  

回送運行許可証 

 交付番号 第  号 

     年  月  日 

運輸監理部長又は運輸支局長印  

  

 平成28年4月1日から 

 

回 送 運 行 許 可

番 号 標 の 番 号 
 

交 付 を 受 け た

者 の 氏 名 又 は

名 称 及 び 住 所 

 

営 業 所 の 名 称

及 び 所 在 地 
 

回 送 の 目 的  

備 考  まで  

    

(日本産業規格A列6番)  

 備考 

  (1) 有効期間は、図示の例により表示すること。 

  (2) 裏面の円枠及び円枠内の数字は、赤色とすること。 

  (3) 寸法の単位は、ミリメートルとする。 

第
五
号
様
式
（
回
送
運
行
許
可
番
号
標
）
（
第
二
十
六
条
の
六
関
係
）

第五号様式(回送運行許可番号標)(第二十六条の六関係) 

 (その一) 

 
 
 
 (その二) 
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 備考 

  (1) 回送運行許可番号標には、図示の例により、運輸監理部、運輸支局又は自動車

検査登録事務所を表示する文字、四けた以下の数字及び枠を表示すること。この場

合において、数字が四けたであるときは図(その一)、数字が三けた以下であるとき

は図(その二)の例によること。 

  (2) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の表示については、第三号様

式備考(2)の表の例によること。 

  (3) 回送運行許可番号標の塗色は、白地に黒文字とし、枠は赤色とすること。 

  (4) 回送運行許可番号標の上辺と運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

を表示する文字との間隔は、当該文字が三文字又は四文字の場合は25ミリメート

ルとすること。 

  (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは35ミリメートル、

横の長さは30ミリメートルとすること。 

  (6) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が四文字の場

合は、当該文字の縦の長さは27ミリメートル、横の長さは30ミリメートルとする

こと。 

  (7) 寸法の単位は、ミリメートルとする。 

  (8) 第一号様式(自動車登録番号標)備考(4)ただし書の自動車に取り付ける回送運行

許可番号標にあつては、取付孔の間隔は、275ミリメートルとすること。 

  (9) 合成樹脂製の回送運行許可番号標にあつては、取付孔を設けないことができる。 

第
六
号
様
式
（
自
動
車
の
車
台
番
号
等
の
打
刻
届
出
書
）
（
第
二
十
七
条
関
係
）

第六号様式(自動車の車台番号等の打刻届出書)(第二十七条関係) 

 
 
 
 

長

辺 

 

 

自動車の 
車 台 番 号 

原動機の型式 
の打刻届出書 

 

 国土交通大臣  殿 
 

届出者の氏名又は名称             

住所                     
 
       年  月  日 

車 名 及 び 型 式  

車 台 

原 動 機 
の名称及び型式  

打 刻 様 式  

打 刻 字 体  

打 刻 位 置 説 明 図  

打刻を行う事業場の名称

及び所在地 
 

備 考  

 

     短 辺                (日本産業規格A列4番型) 

備考 

 (1) 用紙は、白地とすること。 

 (2) 打刻様式欄には、打刻の訂正を行う場合の訂正様式をも記載すること。 

 (3) 打刻字体欄には、使用するすべての打刻字体を押印するか、又は打刻の拓本若し

くは打刻と同一寸法の写真若しくは図面をはり付けること。 

 (4) 自動車の車台番号の打刻届出書にあつては「原動機の型式」及び「原動機」の文

字を、自動車の原動機の型式の打刻届出書にあつては「車台番号」及び「車台」の文

字をそれぞれ抹消すること。 
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第
七
号
様
式
（
輸
入
自
動
車
等
の
打
刻
届
出
書
）
（
第
三
十
一
条
関
係
）

第七号様式(輸入自動車等の打刻届出書)(第三十一条関係) 

 
 
 

短

辺 

 

 

輸入自動車等の打刻届出書 

 国土交通大臣    殿 

届出者の氏名又は名称             

住 所                    
 
      年  月  日 

 

車 名 及 び 型 式  

車 台 の 型 式  

原 動 機 の 型 式  

 車 台 番 号 原 動 機 の 型 式 

打 刻 様 式 及 び 打 刻 字 体   

打 刻 位 置   

備 考  

 

        長 辺                                     (日本産業規格A列4番型) 

   注 打刻様式及び打刻字体欄には、車台番号又は原動機の型式の拓本をはり付けること。 

第
七
号
様
式
の
二
（
整
備
命
令
標
章
）
（
第
三
十
四
条
関
係
）

第七号様式の二(整備命令標章)(第三十四条関係) 

(表)  (裏) 

 

 

注意事項 

 1 発令日から15日以内に、この自動車

を保安基準に適合するよう整備を行っ

た後、最寄りの運輸監理部、運輸支局

又は自動車検査登録事務所へ持ち込

み、確認を受けてください。 

 2 上記の確認を受けるまでは、この標

章は、はがしたり、汚したりしないよ

うにしてください。 

 3 使用制限の欄に制限が記載されてい

る場合には、その記載事項に従ってく

ださい。 

 4 上記の事項に違反した場合には、法

律に基づき、この自動車の使用が停止

されるとともに、罰せられることとな

ります。 

 備考 

  (1) 整備命令標章の地色は、赤色とし、「(使用制限)」を記載する欄は、白色とする

こと。 

  (2) 「(使用制限)」の文字の色は、黒色とし、それ以外の文字の色は、黄色とする

こと。 

  (3) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 
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第
七
号
様
式
の
三
（
証
票
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）

第七号様式の三(証票)(第三十五条関係) 

(表) 

第    号 

官職           

氏名           
 
  道路運送車両法第54条の3第2項の 
 

検 査 員 証 
 
 

  年  月  日  発行 

  年  月  日限り有効 
 
 地方運輸局長    印 

6
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

 

6
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

9センチメートル  

 

(裏) 

 (道路運送車両法抜すい) 

第54条の3 地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はそ

の部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対

し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に

立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係

者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に

処する。 

 (3) 第54条の3第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 
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第
八
号
様
式
（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
臨
時
検
査
申
請
書
）
（
第
三
十
七
条
の
二
の
二
関
係
）

第八号様式(検査対象外軽自動車臨時検査申請書)(第三十七条の二の二関係) 

長

辺 

検査対象外軽自動車臨時検査申請書 
 
 運輸監理部長又は運輸支局長殿 
 
    年  月  日 
 
  申請者の氏名又は名称                    
 
  住 所                    

 
車 名  型 式  

 

車両番号又は臨時運転番号

標の番号 
 

車 台 番 号  

備 考 

 

                短 辺   (日本産業規格A列5番) 

第
九
号
様
式
（
自
動
車
検
査
証
保
管
証
明
書
）
（
第
四
十
条
関
係
）

第九号様式(自動車検査証保管証明書)(第四十条関係) 

 

 

自 動 車 検 査 証 保 管 証 明 書 
 
   証明書番号 第     号 

 

返納した者 

氏 名 ま た は 名 称  

住 所  

返納した自動車検査証の自動車登録

番号または車両番号 
 

返 納 年 月 日       年  月  日 

備 考  

 以上証明する。 
 
     年  月  日                                          印 

 

(日本産業規格A列5番型) 
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第
十
号
様
式
（
臨
時
検
査
合
格
標
章
再
交
付
申
請
書
）
（
第
四
十
一
条
関
係
）

第十号様式(臨時検査合格標章再交付申請書)(第四十一条関係) 

短

辺 

臨時検査合格標章 再交付申請書 

          殿 

     年  月  日 

  申請者の氏名又は名称                 

  住 所                     

  申請代理人の氏名                   

  住 所                     

  
車 両 番 号 

    

再交付を受ける理由 
  

備 考 
  

  

        長 辺 (日本産業規格A列5番) 

  注 (1) 不要の文字を抹消すること。 

    (2) 当該自動車が運転者室及び前面ガラスを有するかどうかの別を備考欄に記

載すること。 

第
十
一
号
様
式
（
臨
時
検
査
合
格
標
章
）
（
第
四
十
五
条
関
係
）

第十一号様式(臨時検査合格標章)(第四十五条関係) 

 (その1) 

(表) (裏) 

 

 

 

 注意事項 
1 臨時検査合格標章は、
前面ガラスの内側の運転
者の視野を妨げない位置
に確実にはりつけて下さ
い。 

2 臨時検査合格標章は、
ぬらしたり、よごしたり
しないように注意して下
さい。 
車体番号         

 

 
 
 (その二) 

 
 
 
注(1) 自動車の前面ガラスにはりつけるものにあつては図(その一)、車両番号標にはり

つけるものにあつては図(その二)の例によること。 

 (2) 寸法の単位は、ミリメートルとする。 
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第
十
二
号
様
式
（
車
両
番
号
標
）
（
第
四
十
五
条
関
係
）

第十二号様式(車両番号標)(第四十五条関係) 

 (その一) 

 

 (その二) 
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 (その三) 

 
 

 (その四) 

 
 
 
備考 

 (1) 車両番号は、図示の例により表示すること。この場合において数字が四けたであ

るときは図(その一)又は図(その二)、数字が三けた以下であるときは図(その三)又は

図(その四)の例によること。 

 (2) 車両番号は、浮出しとすること。 

 (3) 車両番号標の塗色は、事業用自動車にあつては黒地に黄文字とし、自家用自動車

にあつては黄地に黒文字とするほか、国土交通大臣の定めるところによる。 

 (4) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場合

((5)に規定する場合を除く。)は、当該文字の横の長さは30ミリメートルとすること。 

 (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場合

(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは33ミリメートル、横の

長さは28ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは30ミリメートルとするこ

と。 

 (6) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が四文字の場合

は、当該文字の横の長さは分類番号が二字であるときは27ミリメートル、分類番号

が三字であるときは22ミリメートルとし、分類番号を表示するアラビア数字又はロー

マ字の横の長さは分類番号が二字であるときは27ミリメートル、分類番号が三字で

あるときは23ミリメートルとすること。 

 (7) 寸法の単位は、ミリメートルとすること。 
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第
十
三
号
様
式
（
車
両
番
号
標
）
（
第
四
十
五
条
関
係
）

第十三号様式(車両番号標)(第四十五条関係) 

 (その一) 

 
 
 
 (その二) 

 

 (その三) 

 
 
 
 (その四) 
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 備 考 

  (1) 車両番号は、図示の例により表示すること。この場合において、数字が四けた

であるときは図(その一)又は図(その二)、数字が三けた以下であるときは図(その

三)又は図(その四)の例によること。 

  (2) 車両番号は、浮出しとすること。 

  (3) 車両番号標の塗色は、事業用自動車にあつては緑地に白文字、枠は白色とし、

自家用自動車にあつては白地に緑文字、枠は緑色とすること。 

  (4) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合((5)に規定する場合を除く。)又は四文字の場合((6)に規定する場合を除く。)は、

当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。 

  (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは24ミリメートル、

横の長さは19ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは22ミリメートルと

すること。 

  (6) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が四文字であ

つて、自家用又は事業用の別等を表示する文字として文字の組合せを用いる場合

には、運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字の横の長

さは17．5ミリメートルとし、自家用又は事業用の別等を表示する文字の組合せ

に含まれるローマ字の横の長さは19ミリメートルとすること。 

  (7) 寸法の単位は、ミリメートルとする。 

第
十
四
号
様
式
（
車
両
番
号
標
）
（
第
六
十
三
条
の
二
関
係
）

第十四号様式(車両番号標)(第六十三条の二関係) 

 (その一) 

 
 
 
 (その二) 
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 備 考 

  (1) 車両番号は、図示の例により表示すること。この場合において、数字が四桁で

あるときは図(その一)、数字が三桁以下であるときは図(その二)の例によること。 

  (2) 車両番号は、浮出しとすること。 

  (3) 車両番号標の塗色は、事業用自動車にあつては緑地に白文字とし、自家用自動

車にあつては白地に緑文字とすること。 

  (4) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が、三文字の

場合((5)に規定する場合を除く。)は当該文字の横の長さは22ミリメートル、四文

字の場合は17ミリメートルとすること。 

  (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは24ミリメートル、

横の長さは19ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは22ミリメートルと

すること。 

  (6) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 

第
十
五
号
様
式
（
臨
時
運
転
番
号
標
）
（
第
六
十
三
条
の
二
関
係
）

第十五号様式(臨時運転番号標)(第六十三条の二関係) 

 (その一) 

 
 
 
 (その二) 
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 備 考 

  (1) 臨時運転番号標には、図示の例により、上段に運輸監理部、運輸支局又は自動

車検査登録事務所を表示する文字を、下段に四けた以下の数字を表示すること。

この場合において、数字が四けたであるときは図(その一)、数字が三けた以下で

あるときは図(その二)の例によること。 

  (2) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の表示については、第三号様

式備考(2)の表の例によること。 

  (3) 文字は、浮出しとすること。 

  (4) 臨時運転番号標の塗色は、白地に黒文字とし、その内側に幅10ミリメートルの

赤色の枠を付すること。 

  (5) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合((6)に規定する場合を除く。)又は四文字の場合は、当該文字の横の長さは22ミ

リメートルとすること。 

  (6) 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字が三文字の場

合(第二文字目がケであるときに限る。)は、当該ケの縦の長さは24ミリメートル、

横の長さは19ミリメートルとし、それ以外の文字の横の長さは22ミリメートルと

すること。 

  (7) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 

第
十
六
号
様
式
（
型
式
認
定
番
号
標
）
（
第
六
十
二
条
の
三
関
係
）

第十六号様式(型式認定番号標)(第六十二条の三関係) 

 

1
5

 
(2

0
) 

 
軽 自 動 車 

 

 

国土交通省型式認定番号 
  

 

 
車 名 及 び 型 式 

 

 
40 

(60) 
 

 備考 

  (1) 型式認定番号標は、金属製とし、図示の例によること。 

  (2) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。この場合において、かつこ内に示す寸

法は、小型特殊自動車に表示する場合の寸法とする。 
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第
十
七
号
様
式
（
型
式
認
定
番
号
標
）
（
第
六
十
二
条
の
四
関
係
）

第十七号様式(型式指定番号標)(第六十二条の四関係) 

 

2
0

 
(1

5
) 

騒 音 型 式 指 定 車 

 

国土交通省型式指定番号 
  

 

 
車 名 及 び 型 式 

 

 
60 

(40) 
 

 備考 

  (1) 型式指定番号標は、金属製とし、図示の例によること。 

  (2) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。この場合において、かつこ内に示す寸

法は、二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)に表示する場合の寸法とする。 

第
十
八
号
様
式
（
証
票
）
（
第
五
十
一
条
の
三
関
係
）

第十八号様式(証票)(第五十一条の三関係) 

(表) 

 
 

第   号   

官職           

氏名           

 道路運送車両法第63条の4第2項の 
 

検 査 員 証 
 

   年  月  日 発行   

   年  月  日限り有効  

 国土交通大臣   印 

  

6
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

    

6
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

9センチメートル 
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(裏) 

 (道路運送車両法抜粋) 

第63条の4 国土交通大臣は、前2条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自

動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等(当該基準不適合自動車の装置(後付

装置を除く。以下この項において同じ。)のうち、保安基準に適合していないおそれが

あると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは基準不適合

特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等又は前条第1項の規定による届

出をした自動車製作者等(当該届出に係る自動車の装置のうち、保安基準に適合しなく

なるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認めるものを製作し、又は輸

入した装置製作者等を含む。)若しくは同条第2項の規定による届出をした装置製作者

等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等若しく

は装置製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係

者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

第106条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 (3) 第63条の4第1項若しくは第75条の6第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽

の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しく

は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第111条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲

げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号

に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 (1) 第106条の4 2億円以下の罰金刑 

 

第
十
九
号
様
式
（
制
限
を
受
け
た
自
動
車
の
標
識
）
（
第
五
十
四
条
関
係
）

第十九号様式(制限を受けた自動車の標識)(第五十四条関係) 

 
 
 備考 

  (1) 形状は倒立正三角形とすること。 

  (2) 寸法は、総べて「ミリメートル」とすること。この場合において括弧内に示す

寸法は、軽自動車及び小型自動車における寸法とすること。 
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第
二
十
号
様
式
（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
標
識
）
（
第
六
十
二
条
関
係
）

第二十号様式(自動車特定整備事業者の標識)(第六十二条関係) 

 
 備考 

  (1) 自動車特定整備事業者の標識は、図示の例により、自動車特定整備事業者の標章、認証を行った地方運輸局長名、自動車特定整備

事業の種類及び対象とする自動車の種類をそれぞれ表示すること。この場合において、対象とする自動車の種類は、次の区分により表

示すること。 

   普通自動車(大型) (普通自動車のうち車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの

を対象とする場合に限る。) 

   普通自動車(中型) (普通自動車のうち最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものであって、普通自動車(大型)以

外のものを対象とする場合に限る。) 

   普通自動車(小型) (普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種

の用途に供するものであって、普通自動車(大型)及び普通自動車(中型)以外のものを対象とする場合に限る。) 

   普通自動車(乗用) (普通自動車のうち普通自動車(大型)、普通自動車(中型)及び普通自動車(小型)以外のものを対象とする場合に限

る。) 

   小型四輪自動車 

   小型三輪自動車 

   小型二輪自動車 

   軽自動車 

   大型特殊自動車 

  (2) 自動車特定整備事業の種類が二種類以上にわたるものにあっては、「 
普通 

小型 
自動車特定整備事業」のように表示すること。この場合 

   において、「普通」及び「小型」の文字は、図示の寸法にかかわらず、縦25ミリメートルとする。 

  (3) 対象とする整備の種類又は装置を限定する場合は、図示の例により、その旨を表示すること。 

  (4) 対象とする自動車の種類のうち、対象とする装置を限定しないものが4以上のときは、左右二列に配置すること。 

  (5) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 

  (6) 標識は、金属製又は合成樹脂製とすること。 

  (7) 標識の塗色は、第三条第一号から第七号までに掲げる分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う事業場のものにあつては若草色

地に黒文字、それ以外のものにあつては橙黄色地に黒文字とし、標章は赤色とすること。 
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第
二
十
一
号
様
式
（
譲
渡
証
明
書
）
（
第
六
十
四
条
関
係
）

第二十一号様式(譲渡証明書)(第六十四条関係)  
 
 
 

長

辺 

 
 
 

譲 渡 証 明 書 
 
 
 次の自動車を譲渡したことを証明する。 
 
 

車 名 型 式 車 台 番 号 原動機の型式 
 

    

 
 
譲 渡 年 月 日 

譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び

住所 
譲 渡 人 印 

 

   

   

   

   

備 考  

 

     短 辺                   (日本産業規格A列5番) 

 注 型式の変更等があつた場合は、備考欄にその旨を記入すること。 

第
二
十
二
号
様
式
（
証
票
）
（
第
六
十
五
条
関
係
）

第二十二号様式(証票)(第六十五条関係) 

(表) 

第   号 

官職         

氏名         

6
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 
 道路運送車両法第100条第3項の   年  月  日生 

検 査 員 証 

 3センチメートル   年  月  日  発行 

 

４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

写

真 

  年  月  日限り有効 

当該行政庁       印      

 

6
.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

9センチメートル 
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(裏)   

 (道路運送車両法抜粋) 

第100条 当該行政庁は、第75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達

成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有

若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 

 (1) 道路運送車両の所有者又は使用者 

 (2) 自動車登録番号標交付代行者 

 (3) 引取業者 

 (4) 第28条の3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けた者 

 (5) 第29条第2項又は第30条の規定により届出をした者 

 (6) 第36条の2第1項の許可を受けた者 

 (7) 第55条第3項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指

定を受けた者 

 (8) 特定記録等事務代行者 

 (9) 特定変更記録事務代行者 

 (10) 第75条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者 

 (11) 第75条の2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受け

た者 

 (12) 第75条の3第1項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者 

 (13) 自動車特定整備事業者 

 (14) 優良自動車整備事業者の認定を受けた者 

 (15) 指定自動車整備事業者 

 (16) 登録情報処理機関 

 (17) 登録情報提供機関 

 (18) 情報管理センター 

 (19) 第99条の3第1項の許可を受けた者 

2 当該職員は、第75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するた

め特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業

場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿

書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。 

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の

請求があるときは、これを提示しなければならない。 

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

 (9) 第100条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問

に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第
二
十
三
号
様
式
（
型
式
認
定
番
号
標
）
（
第
六
十
七
条
関
係
）

第二十三号様式(型式認定番号標)(第六十七条関係) 

原動機付自転車用原動機 

1
5

 

国土交通省型式認定番号  
 

 

 原 動 機 の 名 称 及 び 型 式 
 

 

30 
 

 備考 

  (1) 型式認定番号標は、金属製とし、図示の例によること。 

  (2) 型式認定番号は、第一種原動機付自転車用原動機にあつては赤色、第二種原動

機付自転車用原動機にあつては黒色をもつて表示すること。 

  (3) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。 
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軽
二
輪
第
一
号
様
式
（
／
軽
自
動
車
届
出
書
／
軽
自
動
車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
／
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第一号様式 
軽自動車届出書 

軽自動車届出済証記入申請書 
(第六十三条の十関係) 

 

 

軽
二
輪
第
二
号
様
式
（
軽
自
動
車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第二号様式(軽自動車届出済証記入申請書)(第六十三条の十関係) 
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軽
二
輪
第
三
号
様
式
（
軽
自
動
車
届
出
書
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第三号様式(軽自動車届出書)(第六十三条の十関係) 

 
 
 
 
 

長

辺 

軽 自 動 車 届 出 書 

運輸監理部長又は運輸支局長 殿   

     年  月  日   届出者の氏名又は名称 

                        

住 所                     

  

※臨時運転番号標番号 

    

臨時運転番号標の貸与

を受けようとする者の

氏名又は名称及び住所 

  

車 名 

  

運 行 の 目 的 

  

返 還 期 日 年  月  日 

備 考 

  

  

短 辺 (日本産業規格A列5番) 

  注 (1) ※印の欄は、記入しないこと。 

    (2) 二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)以外の軽自動車にあつては、乗

車定員及び最大積載量を備考欄に記入すること。 

軽
二
輪
第
四
号
様
式
（
軽
自
動
車
届
出
済
証
再
交
付
申
請
書
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第四号様式(軽自動車届出済証再交付申請書)(第六十三条の十関係) 
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軽
二
輪
第
五
号
様
式
（
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
申
請
書
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第五号様式(軽自動車届出済証返納証明書申請書)(第六十三条の十関係) 

 

 

軽
二
輪
第
六
号
様
式
（
氏
名
等
補
助
シ
ー
ト
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第六号様式(氏名等補助シート)(第六十三条の十関係) 
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軽
二
輪
第
七
号
様
式
（
記
載
事
項
等
補
助
シ
ー
ト
）
（
第
六
十
三
条
の
十
関
係
）

軽二輪第七号様式(記載事項等補助シート)(第六十三条の十関係) 

 

軽
二
輪
第
八
号
様
式
（
軽
自
動
車
届
出
済
証
）
（
第
六
十
三
条
の
十
一
関
係
）

軽二輪第八号様式(軽自動車届出済証)(第六十三条の十一関係) 

 

番 号 

運輸監理部長又は運輸支局長   

年  月  日                      

   軽 自 動 車 届 出 済 証 

車 両 番 号 届出年月日／交付年月日 初度届出年月 用 途 自家用・事業用の別 車 体 の 形 状 

  
年  月  日 年  月   

      

車 名 乗 車 定 員 最 大 積 載 量 

  
人 kg 

車 台 番 号 

  
  

型 式 原 動 機 の 型 式 

    

所有者の氏名又は名称   

所 有 者 の 住 所   

使用者の氏名又は名称   

使 用 者 の 住 所   

使 用 の 本 拠 の 位 置   

備 考 
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番 号 

運輸監理部長又は運輸支局長   

年  月  日                      

   軽 自 動 車 届 出 済 証 

車 両 番 号 車 台 番 号 

    

備 考   

 

軽
二
輪
第
九
号
様
式
（
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
）
（
第
六
十
三
条
の
十
一
関
係
）

軽二輪第九号様式(臨時運転番号標貸与証)(第六十三条の十一関係) 

 
 
 
 
 

長

辺 

  

  

臨 時 運 転 番 号 標 貸 与 証 

     年  月  日 

運輸監理部長又は運輸支局長  印   

  

臨時運転番号標番号 

  

臨時運転番号標の貸与

を 受 け た 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所 

  

車 名 

  

運 行 の 目 的 

  

返 還 期 日 年  月  日 

備 考 

  

  

短 辺 (日本産業規格A列5番) 

 

80



軽
二
輪
第
十
号
様
式
（
軽
自
動
車
届
出
済
証
返
納
証
明
書
）
（
第
六
十
三
条
の
十
一
関
係
）

軽二輪第十号様式(軽自動車届出済証返納証明書)(第六十三条の十一関係) 

 

番 号 

   軽自動車届出済証返納証明書 

車 両 番 号 交付年月日 初度届出年月 車 台 番 号 

  
年  月  日 年  月  

  

車 名 型 式 原 動 機 の 型 式 

  
    

所有者の氏名又は名称   

所 有 者 の 住 所   

使用者の氏名又は名称   

使 用 者 の 住 所   

使 用 の 本 拠 の 位 置   

用 途 自家用・事業用の別 車 体 の 形 状 乗 車 定 員 最 大 積 載 量 

      
人 kg 

総排気量又は定格出力 軽自動車型式認定番号 長 さ 幅 高 さ 

kW 

L 
  

cm cm cm 

備 考 

  

年  月  日                       

運輸監理部長又は運輸支局長   

番 号 

   軽自動車届出済証返納証明書 

車 両 番 号 車 台 番 号 

    

備 考   

年  月  日                       

運輸監理部長又は運輸支局長   
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